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令和５年度 部局マネジメント方針  総括 

 
 
 

 

※構成比は小数点以下第 2位を四捨五入しているため、合計が 100％にならない場合があります。 

 

達成度は、その達成状況をわかりやすくするため、 

「快晴」、「晴れ」、「薄曇り」、「くもり」、「雨」の５種類の記号で表しています。 

 

 

＜評価基準＞ 
 

 目標達成 目標未達 

区分 快晴 晴れ 薄曇り くもり 雨 

記号 
     

基準 

数値指標をすべて

クリアし行動目標

を達成したもの 

特に成果があった

もの 

数値指標をすべて

クリアし行動目標

を達成したもの 

目標期限内には

未達成だが、年度

内に達成したもの 

数値目標で、達成

率９０％以上のも

の 

数値目標で、達成

率９０％未満のも

の 

達成率 100％＋α 100％ 100％ 90％以上 90％未満 

達成率 ： ７０．９％ （快晴＋晴れ＋薄曇り）の行動目標数／全行動目標数 
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 令和 5年度は、永年の願いであった北陸新幹線福井開業を迎えることから、その開業効果

を高めるための総仕上げとして、県都ふくいの魅力向上と賑わいづくりに取り組みました。 

 来街者のおもてなしと市民との交流促進のため、新幹線駅舎と一体的に整備した福井市観

光交流センターを 10 月１日にオープンし様々なイベントや情報発信などを行い、新幹線開

業とハピラインふくい開業の機運を高めるとともに、再開発事業の支援により、福井駅前電

車通り北地区Ａ街区「フクマチブロック」のホテル棟及び駐車場棟も新幹線開業に合わせオ

ープンしました。 

さらに、福井駅周辺の回遊性を高めるための恐竜モニュメント等の整備や、「ふくみち」な

ど公共空間の利活用を図る等、官民連携して県都の玄関口にふさわしい魅力とにぎわいあふ

れるまちづくりに取り組みました。 

3月 16日には、「ふくいＭａａＳ」アプリの利用開始をはじめ「すまいるバス」のＥＶ化

や人気声優による車内アナウンスの導入などにより、サービス水準の向上による利用促進に

取り組み二次交通の充実を図りました。 

 また、危険な盛土による災害を防止するため、規制区域の指定に向けた基礎調査を実施す

るとともに、都市計画道路丸山上北野線の整備に向けた地元説明や建物調査等を行うなど、

持続可能なまちづくりに取り組みました。 

 さらには、デジタルの活用により多様な幸せを享受できる社会の実現に向けて、46手続き

をオンライン化するとともに、全庁的にＤＸ推進への機運を高め、デジタル人材の育成に向

けた研修を実施するなど、デジタルの活用による市民サービスの向上を図りました。 

 今後も、新幹線開業効果を持続的なものとし、さらに市内全域・県内に波及するよう、ま

ちづくりや公共交通、ＤＸ推進の取組を着実に進め、安全安心で魅力的なまちづくりに努め

ます。 
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組織目標ごとの達成状況 

Ⅰ．北陸新幹線福井開業に向けて、福井駅周辺の取組を確実に進め、県都の玄関口にふさわしい魅

力と賑わいのあるまちづくりを進めます 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅱ．適正な土地利用の誘導と快適な生活環境の維持に努め、持続可能なまちづくりを進めます 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅲ．地域をつなぐ誰もが利用しやすい「全域交通ネットワーク」の構築を進めます 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 市街地再開発事業については、福井駅前電車通り北地区Ａ街区では、物価高騰等に対する

国の支援制度を活用するなどの支援を行い、北陸新幹線福井開業に合わせてホテル棟、駐車

場棟が一部先行開業しました。Ｂ街区では、事業計画の見直しを終え建築工事に着手し、福

井駅前南通り地区では、物価高騰等の影響による事業計画見直し等の支援を行いました。 

 また、民間主体のまちづくりを促進し、まちのリニューアルとにぎわい創出を図るため、

県と連携して県都まちなか再生ファンドによる建物の更新等に対する支援を行いました。 

中心市街地の賑わいについては、ハピリンにおいて福井の地域資源をＰＲするイベントや

新幹線開業に向けた特別イベント等を開催し、にぎわい創出と福井の情報発信の強化を図っ

たことで、入込客数などの目標を大幅に上回りました。 

引き続き、ハピリンを中心に様々なイベントを開催するとともに、観光交流センターや周

辺施設、商店街、公共交通機関等と積極的に連携しながら、賑わいのあるまちづくりを進め

ます。 

 二次交通の充実と利用促進については、開業記念イベントのほか、福井市地域公共交通計

画の策定やカーフリーデー等のモビリティマネジメント、すまいるバスのＥＶ化など、利用

促進策やサービス水準の向上に取り組みました。 

 すまいるバスでは、乗ること自体を楽しめる仕掛けづくりとして、昨年好評だった福井ゆ

かりの人気声優による車内アナウンスを、4ルート全てに拡充しました。 

 ＩＣＴの活用については、新幹線開業に合わせてふくいＭａａＳアプリを本格導入し、2

月から路線バスでの運用が始まった交通系ＩＣカードと合わせて、利便性の向上を図りまし

た。 

 これらの取組により、公共交通の乗車人数は、目標を大きく超えることができました。 

 フィーダー交通については、停留所の追加やルートの延伸など、地域のニーズに合わせた、

移動手段を確保するための取組を進めた結果、地域コミュニティバスやフルデマンドタクシ

ーの乗車人数は、昨年実績を超える見通しです。 

 今後も、第 2次福井市都市交通戦略に基づく各施策を進め、多くの人に利用される公共交

通となるよう努めます。 

 一定規模の盛土等による災害から市民の生命・身体を守る目的で、危険な盛土等を規制す

る区域の指定のため、基礎調査を完了しました。今後は、規制区域の指定公示を行い、令和

7年 4月の盛土規制法に関する業務の円滑な開始に向けて、万全の準備を進めます。 

 福井市立地適正化計画において防災指針を定めるため、福井市都市計画マスタープラン等

策定委員会専門部会を設置し、災害リスクの分析や防災まちづくりの取組方針等について審

議を行いました。引き続き、居住や必要な都市機能の適正な誘導を図り、持続可能なまちづ

くりを進めます。 

幹線道路の整備については、安全で快適な道路空間の形成のため整備を進めてきました。

丸山上北野線は、地元説明会を実施し、用地取得面積の測量や道路範囲に影響のある建物や

工作物の調査、設計を完了しました。また、並行在来線新駅設置の提言を踏まえ、関係機関

と高木灯明寺線の整備に関する協議を行いました。今後は、高木灯明寺線の都市計画の変更

をはじめ、改良すべき踏切道の指定や地方踏切道改良計画書の提出、地元説明等を進めます。 
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Ⅳ．誰もが安全で安心して暮らすために交通安全対策を進めます 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅴ．デジタルの活用により市民サービスの向上を図るため各種施策を進めます 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

高齢者、障がい者、子ども等交通弱者の安全を確保するため、交通安全教室や、交通安全 

推進団体・関係機関と連携した交通事故防止活動に取り組みました。交通安全フェスタや高

齢者交通安全大会など、多くの方が参加するイベントを開催し、交通ルール・マナーの周知・

啓発に努めました。 

また、高齢運転者が第一当事者となる交通事故の割合が高いことから、高齢者が交通事故

の加害者にならないよう運転免許自主返納の啓発など高齢者の事故防止に取り組みました。 

しかしながら、目標を達成することができませんでした。 

今後は、交差点付近での交通事故が増加したことを踏まえ、「横断歩道 de歩行者を守る日」

に合わせ、歩行者やドライバーに対し交通ルール遵守の徹底を強く啓発するなど取組を強化

し交通事故のない安全安心なまちづくりに努めます。 

人々の生活をより良い方向に変化させるＤＸを推進するため、「福井市ＤＸ推進計画」及

び「福井市ＤＸ推進計画実施計画」に基づき行政のＤＸに取り組み、デジタルの活用による

市民サービスの向上を図りました。 

国の「デジタル社会の実現に向けた重点計画」に示される優先的にオンライン化を推進す

べき手続のオンライン化に取り組み、国のぴったりサービスなどを活用して、行政手続のオ

ンライン化を推進しました。 

標準準拠システムへの移行については、改版された標準仕様書と現行システムとの比較分

析作業、システム開発事業者に対する詳細な情報提供依頼（ＲＦＩ）、昨年度作成した移行計

画書の詳細化などを実施し、来年度はこれを受けて本格的な構築作業を行います。 

新技術の活用として、ＲＰＡ導入業務の拡大、ＡＩ議事録作成支援システムの利用拡大を

行い、業務の効率化を図りました。 

また、ＤＸの推進には、全庁的な機運の醸成とともにデジタル人材の育成が必要不可欠な

ことから、職員の役割に応じた研修を実施し、デジタルリテラシーの向上を図りました。 
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Ⅰ．北陸新幹線福井開業に向けて、福井駅周辺の取組を確実に進め、県都の玄関口にふさ

わしい魅力と賑わいのあるまちづくりを進めます 

１ 民間主体のまちづくりの推進 
達
成
度 

 

実  行  内  容 

行
動
目
標 

福井駅周辺を魅力と賑わいのある市街地とするため、民間が主体となった再開発事業への支援を行

い、商業、文化、医療、居住等の複合的な都市機能の充実を図ります。 

新幹線開業後のまちづくりを見据えて、複数の再開発事業を確実に進めるため、事業者間の連携強

化を図るとともに地元の理解と機運醸成に努めます。 

また、県都グランドデザインに掲げる 2040 年の将来像実現に向けて、民間が主体となって取り組

むまちづくりを支援します。 

取 

組 

内 

容 

○市街地再開発事業の支援 

・福井駅前電車通り北地区Ａ街区：建築工事施工中、ホテル棟および駐車場棟一部先行開業（3月） 

・福井駅前電車通り北地区Ｂ街区：建築工事着手（1月） 

・南通り地区：物価高騰等により事業計画を見直し中 

○再開発事業等連絡調整会議開催（8月、2月） 

〇県都まちなか再生ファンド審査会の開催（8回）、運営委員会の開催（6回） 

指           標 

計画 結果・成果 

民間主体によるまちづくりへの支援件数：3件 

再開発事業等連絡調整会議の開催：2回以上 

県都まちなか再生ファンドによる支援件数 

：20件以上 

民間主体によるまちづくりへの支援件数：3件 

再開発事業等連絡調整会議の開催   ：2回 

県都まちなか再生ファンドによる支援件数 

                 ：12件 

成
果
・
課
題 

福井駅前電車通り北地区Ａ街区については、物価高騰等に対する国の支援制度を活用した支援等を

行い、令和 6年 3月の北陸新幹線福井開業に合わせてホテル棟および駐車場棟が開業しました。引き

続き、5月の全体竣工に向けて住宅棟の建築工事を進めています。 

福井駅前電車通り北地区Ｂ街区については、1月に建築工事に着手、現在、杭工事が完了し、基礎

工事を行っているところです。 

福井駅前南通り地区については、物価高騰等の影響により事業計画の見直しを行っており、令和 6

年度上半期中の権利変換計画の認可に向けて取り組んでいます。 

再開発事業等連絡調整会議を開催し、各再開発事業の方針や工事進捗状況、にぎわい創出に係る取

組の情報共有等を行いました。今後も再開発や周辺道路等の工事が続くことから、事業者間のさらな

る連携強化を図り、福井駅周辺のにぎわいの持続化に努めていきます。 

また、民間主体のまちづくりを促進し、まちのリニューアルとにぎわい創出を図るため、県と連携

して県都まちなか再生ファンドによる建物の更新等に対する支援を行いました。5年度は県内外から

300件を超える問合せや現地視察がありましたが、地権者や建物所有者と出店希望者との条件調整が

進まなかったことなどから、目標達成には至りませんでした。 

そのため、今後、店舗誘致に向けたモデルプランの作成、提案や、地権者等と出店希望者との交渉

のサポートなど、出店に至るまでの一連の流れを通した支援を行うことで、ファンドを活用した民間

主体のまちづくりを促進していきます。 
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２ 中心市街地の賑わい創出 
達
成
度 

 

実  行  内  容 

行
動
目
標 

賑わいと交流の拠点であるハピリンを中心とした様々なイベントを開催し、観光交流センター等の

周辺施設や関連団体と連携して中心市街地全体で歩行者の回遊性を高め、賑わいを創出します。 

取 

組 

内 

容 

○ハピリン 7周年記念イベント（4～5月） 

○ハピリン（にぎわい交流施設）指定管理者による指定事業 

 ・恐竜ランドで GO！（4月）    ・あげフェス（11月） 

 ・幸せもちもち満腹祭（12月）  ・すまいるスケートハピリンク（12月～2月） など 

○ハピリンと近隣商業施設との連携イベント 

 ・ふくいメロンまつり（6月） 

 ・FUKUI ARTIST ACTION（7月） 

 ・まちなか音楽祭（9月） など 

○歩行者・自転車通行量調査（7月、10月） 

指           標 

計     画 成  果  見  込 

○総 6 ハピリン入込客数 

：225万人（4年度）→ 270万人（5年度） 

    ハピリン来場者数 

：42万人（4年度）→48万人（5年度） 

○総 5 まちなか歩行者・自転車通行量（中央 1丁

目）  

：29,357人（4年度）→36,000人（5年度） 

   ハピリンと近隣商業施設との連携イベントの

開催：4件 

○総 6 ハピリン入込客数 

：318万人 

    ハピリン来場者数 

： 61万人 

○総 5 まちなか歩行者・自転車通行量（中央 1丁

目） 

       ：30,356人 

 ハピリンと近隣商業施設との連携イベントの 

開催：5件 

成
果
・
課
題 

 ハピリンでは、開業 7 周年記念イベントや福井の地域資源を PR する「メロンまつり」「あげフェ

ス」、毎年恒例の「ハピリンク」などのほか、北陸新幹線福井開業に向けて全国的な知名度がある恐

竜をテーマにした「恐竜ランドで GO！」などの様々な集客イベントを開催し、にぎわい創出を図りま

した。新幹線開業効果もあり、ハピリンの入込客数、来場者数は目標を大きく上回り、過去最多とな

りました。 

今後は、新幹線開業効果を持続させるため、福井の四季折々のおもてなしや福井ブランドの強化に

つながるイベントを開催するなど、にぎわい交流の拡大と周辺地域への波及を図っていきます。 

歩行者・自転車通行量については、7月と 10月の平日、休日に調査を実施し、平均 30,356人と昨

年より増加しましたが、目標達成には至りませんでした。しかしながら、7月の通行量は平均 24,078

人で前年度に比べ 10％増加し、10月は平均 36,635人と前年と同程度を維持しています。また、平日

は 7月 10月ともに昨年度比で 15％以上増加していることから、まちなかの日常的なにぎわいは回復

傾向にあります。今後も引き続き、周辺施設や商店街等との連携を強化し、にぎわい創出に努めます。 

ハピリンと近隣商業施設との連携については、「FUKUI ARTIST ACTION」における福井駅周辺のアー

トギャラリー等と連携したライブパフォーマンス、ワークショップの開催や、まちなかを周遊するス

タンプラリーで「ハピリンク」の割引券をプレゼントするなど、連携イベントを 5件開催し、回遊性

の向上を図りました。 

引き続き、にぎわいと交流の拠点であるハピリンを中心に様々なイベントを開催するとともに、観

光交流センターや周辺施設、商店街、公共交通機関等と積極的に連携しながら、中心市街地のさらな

るにぎわい創出と回遊性の向上に努めます。 
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３ 新たなまちの魅力と回遊性の向上 
達
成
度 

 

実  行  内  容 

行
動
目
標 

福井城址周辺の道路整備を計画的に行い、福井城址から養浩館へ快適に歩ける道路空間を形成する

ことにより回遊性を高めます。 

北陸新幹線福井開業に向けて、多言語化への対応等、多様な方にわかりやすい案内とするため公共

サインを更新します。 

また、ふくい嶺北連携中枢都市圏の各市町と連携し、圏域内における魅力ある自然、歴史、文化な

どの地域資源のＰＲや体験イベントを開催します。 

取 

組 

内 

容 

○福井城址周辺道路整備 

・市道 1-359号線歩道部の設計を実施（9月着手、3月完了） 

○公共サインの改修 

・全 82箇所中 49箇所で実施（6月着工、2月完成） 

○中心拠点の賑わい創出イベント 

・「ふくい駅周辺謎ときスクエア」（3/2～3/24） 

○福井駅東口周辺の恐竜モニュメント等整備 

 ・えちぜん鉄道駅舎壁面の恐竜ラッピング（2月） 

・御園通りの恐竜ベンチ、ライティング演出、恐竜サイン設置（3月） 

 ・東口広場の恐竜ロボット、モニュメント（トリケラトプス）設置（3月） 

 ・東口シェルター付近の恐竜モニュメント設置（3月） 

指           標 

計     画 成  果  見  込 

福井城址周辺道路整備の推進 

    ：市道 1-359号線（城址東側お堀沿い道路）

歩道整備設計 L＝140ｍ 

公共サインの更新 ： 48カ所          

中心拠点の賑わい創出イベント実施：3月 

福井駅東口周辺の恐竜モニュメント等整備 

福井城址周辺道路整備の推進 

    ：市道 1-359号線（城址東側お堀沿い道路）

歩道整備設計 L＝140ｍ 

公共サインの更新 ： 49カ所 

中心拠点の賑わい創出イベント実施：3月 

福井駅東口周辺の恐竜モニュメント等整備 

成
果
・
課
題 

福井城址周辺道路整備については、城址東側の市道 1-359号線の歩道整備設計を完了しました。今

後は、城址北東～東側の整備を進め、城址周辺を快適に歩いて散策できる環境整備を進めます。 

まちなかの観光地や拠点施設等を案内する公共サインについては、49 箇所で多言語化対応や案内

表示事項及び地図情報の更新等を行い、令和４年度実施分と合わせ全 82箇所の改修を完了しました。 

中心拠点の賑わい創出イベントについては、北陸新幹線福井開業に合わせて、福井駅周辺に設置し

た 4 つの宝箱を探すスタンプラリーを行い、連携市町の地域資源を PR しました。宝箱を観光交流セ

ンターや西武福井店等に設置することで、周辺施設や新幹線関連イベントとの相乗効果を生み出し、

回遊性の向上を図りました。今後も、連携市町と協力し、県都の玄関口での圏域の魅力発信に努めま

す。 

福井駅東口の恐竜モニュメント等については、新幹線開業により全国から福井を訪れる多くの方に

「恐竜王国ふくい」を強く印象づける仕掛けとして整備を行いました。東口広場に整備したインパク

トのある実物大のトリケラトプスのロボット（親）、モニュメント（子）をはじめ、陸、空、海それぞ

れのテーマで恐竜を感じることができる空間演出を行いました。 

今後は、観光交流センター屋上の恐竜モニュメントや、県の駅西口の恐竜ロボット等と連携し、駅

東西の恐竜空間を楽しみながら散策できる取組を進めるとともに、情報発信を強化するなど、さらな

る回遊性の向上に努めます。 
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４ 県都にふさわしい良好な景観形成 
達
成
度 

 

実  行  内  容 

行
動
目
標 

県都にふさわしい美しい街並みをつくるため、民間が行う良好な景観に配慮した建築物等の更新や

まちの魅力向上に資する事業を支援します。 

また、福井らしい景観をつくり・育てるために、ふくい嶺北連携中枢都市圏の各市町と連携した広

域的な景観の形成を進めます。 

取 

組 

内 

容 

○良好な景観づくりやまちの魅力発信への支援 

 ・福井市景観まちづくり事業による景観形成支援（1件） 

・県都まちなか再生ファンドによる景観形成支援（4件） 

○広域景観形成のＰＲ動画作成 

 ・新幹線沿線の景観をＰＲする動画（11月完成、1月公開） 

指           標 

計     画 成  果  見  込 

景観まちづくり事業景観形成支援：5件 

広域景観形成のＰＲ動画作成（北陸新幹線沿線） 

景観まちづくり事業景観形成支援：5件 

広域景観形成のＰＲ動画作成（北陸新幹線沿線）：1月 

 

成
果
・
課
題 

良好な景観づくりやまちの魅力発信に向けて、景観まちづくり事業や県都まちなか再生事業による

景観形成支援を行いました。商店街や建設、建築関係団体等を通した周知広報の強化などにより、相

談件数は前年度より増加しました。 

今後は、良好な景観形成に向けて一層の制度活用が図られるよう、より使いやすい制度への見直し

や運用の改善等を図るとともに、景観づくりに対する市民の興味・関心を高めるための取組を検討し

ます。 

広域景観形成のＰＲ動画作成については、連携中枢都市圏の関係市町と協議を行い、北陸新幹線沿

線の景観を撮影した「looking for the shine 輝きを探して」を制作しました。映像は動画サイトで

の公開のほか、ハピリンの大型ビジョンやイベント等で放映するなど、福井の良好な景観のＰＲに努

めました。また、連携市町においてもホームページや公共施設等で放映するなど、圏域の景観の魅力

発信を行っています。 

今後は、連携市町とのさらなる協力により、これまでに作成した動画を景観形成のほか観光誘客な

どにも幅広く活用するなど、様々な機会を通して圏域の景観の魅力を発信していきます。 
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５ 北陸新幹線の建設促進 
達
成
度  

実  行  内  容 

行
動
目
標 

いよいよ北陸新幹線福井開業を迎えることから、全ての市民が開業効果を最大限実感できるよう年

間を通してイベント等を実施し、開業に向けた機運醸成を図ります。 

また、１０月に開業する福井市観光交流センターも活用しながら、全国からの来訪者へ福井の魅力

を発信します。 

敦賀・大阪間については、１日も早い認可・着工と早期全線開業を実現するため、県及び関係機関

と連携し建設を促進します。 

取 

組 

内 

容 

〇建設促進大会 

・北陸新幹線関係都市連絡協議会の開催（5月、10月） 

・福井市北陸新幹線建設促進協議会の開催（5月） 

・福井県北陸新幹線建設促進同盟会の開催（7月） 

・北陸新幹線建設促進同盟会の開催（7月） 

〇建設促進の要望活動 

・福井市及び福井市北陸新幹線建設促進協議会の中央要望の実施（7月） 

・福井市の県要望の実施（8月） 

・北陸新幹線関係都市連絡協議会の中央要望の実施（8月、11月） 

〇機運醸成 

・北陸新幹線福井駅入線式典（10月） 

・福井市観光交流センター部分供用開始オープニングセレモニー開催（10月） 

・北陸新幹線福井駅内覧会の実施（1月） 

・北陸新幹線試乗会（2月） 

・福井市観光交流センターグランドオープンセレモニー開催（3月） 

・北陸新幹線開業イベント（3月） 

・福井市観光交流センター視察（39回） 

・出前講座の実施（25回） 

指           標 

計     画 成  果  見  込 

○総１ 北陸新幹線建設促進協議会等の開催数：5回 

  福井開業の機運醸成イベント等の回数：20回 
○総１ 北陸新幹線建設促進協議会等の開催数：5回 

   福井開業の機運醸成イベント等の回数：70回 

成
果
・
課
題 

北陸新幹線については、半世紀以上にわたるこれまでの取組により、3月 16日に金沢・敦賀間が開

業を迎えることができました。 

10月の入線セレモニーには 300名の定員に 1,538名の応募があり、大野市、勝山市、永平寺町とあ

わせ総勢 500名で北陸新幹線の初入線をお出迎えし祝いました。また、同日に行われた福井市観光交

流センターのオープニングイベントには約 3,000人の市民が訪れるなど、開業機運の高まりを感じま

した。 

さらに、市民 870 人が参加した福井駅舎の内覧会や新幹線試乗会、出前講座なども大変好評であ

り、福井開業に向けての機運醸成が図られました。 

福井市観光交流センターの屋上では間近に新幹線の車両や恐竜モニュメントを望めることから、3

月 16日には観光客や市民など多くの方で賑わいました。 

今後は、北陸新幹線の効果を最大限に発揮するためにも 1日も早い大阪までの全線開業が実現出来

るよう、関係機関との連携を強化し国に働きかけます。 
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Ⅱ．適正な土地利用の誘導と快適な生活環境の維持に努め、持続可能なまちづくりを進め

ます 

６ 適正な土地利用の推進 
達
成
度  

実  行  内  容 

行
動
目
標 

危険な盛土等を規制し災害を防止するため、宅地造成及び特定盛土等規制法に伴う規制区域指定の

ための基礎調査を実施します。 

また、福井市立地適正化計画において、居住誘導区域内の防災対策を位置付ける防災指針を定める

ため、災害リスクの分析・課題の抽出を行います。 

取 

組 

内 

容 

〇基礎調査業務の実施 

 盛土規制法に基づく規制区域設定検討業務委託（3月 22日完了） 

 ・資料の収集 国道数値情報、都市計画総括図、土砂災害警戒区域等（6月 15日～ 7月 13日） 

 ・県と協議  区域設定の基準について             （8月 21日、10月 20日） 

 ・隣接市町と協議 規制区域（案）について           （3 月 6日～ 3月 11日） 

 ・規制区域（案）の作成                    （3月 22日完了） 

 

〇防災指針の策定 

福井市都市計画マスタープラン等策定委員会専門部会の開催 

 ・都市の現状と災害リスクの分析について（10月 26日） 

 ・防災まちづくりの取組方針について  （ 1月 17日）  

指           標 

計     画 成  果  見  込 

盛土規制法に伴う規制区域指定のための基礎調査の

完了 

盛土規制法に伴う規制区域指定のための基礎調査の

完了 

成
果
・
課
題 

基礎調査については、盛土規制法に伴う規制区域の指定に向けて完了しました。今後は、規制区域

の指定公示を行い、令和 7年 4月からの盛土規制法に関する業務を円滑に開始するため、万全の準備

を進めます。 

防災指針については、福井市都市計画マスタープラン等策定委員会専門部会を 2回開催し、専門的

な見地から審議を行いました。引き続き専門部会を開催し、評価指標や居住誘導区域の審議を行いま

す。 
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７ 街路整備の推進 
達
成
度  

実  行  内  容 

行
動
目
標 

まちの骨格となる幹線道路について、計画的に整備を進めます。 

丸山上北野線は、道路用地の一部を北四ツ居町土地区画整理事業において確保しており、交通の円

滑化及び通学路における安全確保を図るため、市街化区域内の道路整備を行います。 

また、並行在来線新駅設置の提言を踏まえ、鉄道と高木灯明寺線の交差部についてハピラインふく

い及び県と協議を行います。 

取 

組 

内 

容 

〇丸山上北野線の道路整備 

・地元説明会        （ 7月 20日開催） 

・道路詳細設計 L＝0.28 km （12月 6日完了） 

 ・用地測量   A＝7,000㎡（ 3月 15日完了） 

  

〇新駅設置に伴う道路等検討会議の開催 

・市・県・ハピラインふくい 事業スケジュール及び鉄道との交差方式について（5月 10日）  

 ・市・中部運輸局      道路と鉄道との交差方式について       （7月 10日） 

  ・市・県・ハピラインふくい 道路整備に向けた地元対応について      （7月 11日）  

 ・市・県          事業スケジュールについて          （8月 28日）  

 ・市・中部運輸局・ハピラインふくい 道路と鉄道との交差方式について   （9月 12日）  

 

〇中藤島地区及び明新地区の平行在来線新駅設置推進協議会との意見交換会の開催 

 ・市・ハピライン・地元役員 新駅設置と道路整備について（7月 30日） 

指           標 

計     画 成  果  見  込 

丸山上北野線（市街化区域内）における用地測量の

完了 

新駅設置に伴う道路等検討会議の開催：3回 

丸山上北野線（市街化区域内）における用地測量の完

了 

新駅設置に伴う道路等検討会議の開催：5回 

成
果
・
課
題 

丸山上北野線については、地元説明会を実施し、用地取得面積の測量や道路範囲に影響のある建物

や工作物の調査、設計を完了しました。 

関係機関との協議については、令和 5年 1月の新駅設置の提言以来、ハピラインふくいや県、中部

運輸局と事業化に向けた協議を行いました。今後は、高木灯明寺線の都市計画の変更をはじめ、改良

すべき踏切道の指定や地方踏切道改良計画書の提出、地元説明等、必要な準備を進めていきます。 
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Ⅲ．地域をつなぐ誰もが利用しやすい「全域交通ネットワーク」の構築を進めます 

８ 並行在来線の利用促進 
達
成
度 

 

実  行  内  容 

行
動
目
標 

令和 6年春のハピライン開業に向け、駅及びその周辺でのイベント開催や様々な広報媒体を利用し

た情報発信を行い、機運醸成や市民の関心を高め利用促進を図ります。 

取 

組 

内 

容 

〇駅及びその周辺でのイベントの開催 

 ・北陸本線沿線フォトロゲイニング、ハピクエ（8月）（全駅） 

 ・福井市観光交流センター部分供用開始オープニングセレモニー（10月） 

ハピラインふくいファンクラブ会員募集チラシ配布（福井駅） 

 ・手話でワクワク！DREAMフェス（10月）缶バッチ作成（福井駅） 

ハピラインふくいファンクラブ会員募集チラシとノベルティグッズ配布（福井駅） 

 ・フォトラリーキャンペーン（12月 20日～2月 8日）（全駅） 

 ・森田駅周辺のグルメマップの作成（2月）（森田駅） 

 ・ハピラインふくい開業日ノベルティグッズ配布（3月）（福井駅） 

○広報媒体を利用した情報発信 

 ・市民意識調査で並行在来線の認知度に関するアンケートの実施（5月） 

 ・出前講座（6回） 

 ・広報ふくいへの掲載（4回） 

 ・手話でワクワク！DREAMフェス開催をラジオで告知（10月） 

 ・市役所正面玄関へのポスター掲示（10月～） 

 ・市庁舎内のモニターでハピラインふくいの開業 PR映像の放映（5月～） 

 ・ショッピングシティベルでのハピラインふくいの開業 PR映像の放映（3月～） 

 ・市ホームページでの掲載（4月～） 

 ・市職員向け電子掲示板（C-navi）への掲載（10月） 

指           標 

計     画 成  果  見  込 

（仮称）ハピラインファンクラブ会員数 

：300名以上 

ハピライン開業の機運醸成等イベントの開催数 

：20回 

ハピラインファンクラブ会員数：483名（R6.2月

末） 

ハピライン開業の機運醸成等イベントの開催数 

：23回 

成
果
・
課
題 

令和 6年 3月 16日のハピラインふくい開業に向け、駅及びその周辺でのイベントの開催や様々な

広報媒体を利用した情報発信による開業機運を高めました。 

福井駅周辺では、福井市観光交流センターで「手話でワクワク！DREAMフェス」を開催し、ハピラ

インふくいノベルティグッズの配付やファンクラブ会員募集を行いました。また、沿線駅を活用した

「フォトラリーキャンペーン」を実施し、森田駅では「森田駅周辺のグルメマップ」を作成するなど、

実際に電車に乗って出かけるイベントを通して周知に努めました。 

情報発信としては、市民意識調査、出前講座、広報ふくい、ラジオでのイベント告知、開業を告知

する映像を放映する等を行い、開業に向けての広報活動に努めました。 

市民意識調査では、ハピラインふくいの認知度について若い世代（１８歳から２９歳）が他の世代

と比べて低い、また、周知の方法として「テレビ、ラジオでの広告」や「ホームページや SNSの活用、

動画配信など」が効果的であることが明らかとなりました。 

今後は、一人でも多くの方がハピラインふくいを利用していただけるよう、ハピラインふくいと認

知度向上に取り組み、利用促進に努めます。 
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９ 二次交通の充実と利用促進 ゼロカーボン 
達
成
度 

 

実  行  内  容 

行
動
目
標 

公共交通相互のモビリティネットワークを充実し、スムーズに目的地に移動できる仕組みを構築す

るため、利便性の向上を図るとともに、地域鉄道及び路線バスが安定運行を継続するための支援を行

います。 

また、北陸新幹線福井開業に向け、ハピラインを含めた鉄道・バスが連携した企画、まちなかを走

る「すまいるバス」のＥＶ(電気自動車)化など、人と環境にやさしい公共交通の利用促進に取り組み

ます。 

取 

組 

内 

容 

○利便性向上に向けた取組 

 ・福井市地域公共交通計画の策定（3月） 

   福井市地域生活交通活性化会議にて協議（6月、8月、10月、2月） 

   パブリックコメントの実施（12月） 

○利用促進に向けた取組 

 ・JR越美北線利用促進事業（通年） 

   JR越美北線を団体で利用された方への運賃助成（通年） 

   利用啓発のための広報活動やイベントを行う住民組織への支援 

 ・まちなか公共交通お買い物支援事業の実施（通年） 

 ・カーフリーデーふくいで田原町クイズラリーを実施（9月） 

 ・市政出前講座、公共交通活用教室等（通年） 4回実施 

 ・すまいるバス全 4ルートをＥＶ（電気自動車）化（3月 16日～） 

 ・すまいるバス全 4ルートで人気声優による車内アナウンスを開始（3月 16日～） 

指           標 

計     画 成  果  見  込 

○総 2 公共交通機関の乗車人数： 

811万人（4年度）→ 840万人（5年度） 
○総 2 公共交通機関の乗車人数： 

858万人（見込） 

成
果
・
課
題 

 第 2次福井市都市交通戦略のバス交通施策をより具体的に推進するため、3月に福井市地域公共交

通計画を策定しました。 

 利用促進に向けて、JR 越美北線の団体運賃助成やまちなかの店舗と連携した公共交通機関の運賃

割引、カーフリーデー等のモビリティマネジメントなどの様々な施策に取り組んだ結果、通勤通学と

いった日常利用がコロナ前の水準以上に回復し、公共交通機関の乗車人数は、目標を大きく超えるこ

とができました。 

 また、北陸新幹線福井開業に合わせて、まちなかを走るすまいるバス全ルートで、振動が少なく、

静かで環境に優しい EV（電気自動車）バスの導入を支援し、昨年北ルートで好評だった、福井ゆかり

の人気声優による車内アナウンスを４ルートに拡大するなど、バスでの移動自体を楽しめる仕掛けづ

くりに取り組みました。 

 3 月 16 日には、すまいるバスに乗ることを目的とした多くの観光客が西口広場のバス乗り場に列

をなし、4ルートともに満員の便が数多く見られました。 

 今後は、新幹線開業効果による公共交通の利用状況やニーズを踏まえ、観光客等の利用を促進する

事業にも取り組み、二次交通のさらなる充実と公共交通の利用促進を図ります。 
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１０ ＩＣＴを活用した交通利便性の向上 ＤＸ 
達
成
度 

 

実  行  内  容 

行
動
目
標 

市民や観光客が公共交通を利用しやすい環境づくりのため、ＭａａＳの本格導入や路線バスへの交

通系ＩＣカードの導入支援など、ＩＣＴを活用した利便性の向上に取り組みます。 

取 

組 

内 

容 

○ふくいＭａａＳ 

 ・協議会開催（7月、10月、12月、2月） 

   電子企画切符（14種類） 

 ・ふくいＭａａＳポータルサイト、公式インスタグラムの管理（通年） 

 ・ふくいＭａａＳアプリの本格導入（3月 16日～） 

   ふくアプリ内の機能として導入 

    交通機能：経路検索、電子企画切符販売、 

    決済機能：キャッシュレス（クレジットカード、ふくいはぴコイン） 

 ・ふくいＭａａＳアプリのＰＲブース開設（3月 16日、17日） 

 ・エリア別モデルコースのパンフレット等作成（3月 16日～） 

○交通系ＩＣカード 

 ・利用方法等の周知（広報紙、ケーブルテレビ、ユーチューブなど） 

 ・路線バスでの運用開始（2月 24日～） 

指           標 

計     画 成  果  見  込 

   ふくいＭａａＳアプリの本格導入 

○総 3 公共交通のキャッシュレス決済比率： 

22.8％（4年度）→ 25.0％（5年度） 

  ふくいＭａａＳアプリの本格導入 

○総 3 公共交通のキャッシュレス決済比率： 

26.0％ 

成
果
・
課
題 

市民や観光客が公共交通を利用しやすい環境をつくるため、嶺北 11 市町などで組織する「ふくい

ＭａａＳ協議会」では、3月 16日から「ふくいＭａａＳアプリ」の運用を開始しました。 

このアプリは、県民アプリ「ふくアプリ」内の機能として位置づけたことで、クレジットカード以

外にも、地域ポイント「ふくいはぴコイン」による決済が可能となり、利便性の向上が図られました。 

アプリでは、経路検索や電子企画切符の購入ができ、公共交通が 29時間 2900円で乗り放題になる

「ふくふくきっぷ」をはじめとした 14種類の企画切符を取り揃え、開業の土日には約 70枚を販売し

ました。 

また、2 月 24 日からは路線バスで交通系ＩＣカードの運用が始まるなど、ふくいＭａａＳアプリ

も含めて、公共交通のキャッシュレス化が図られました。 

ＭａａＳやＩＣカードについては、新幹線開業イベントに合わせて特設ブースを設け、駅利用者向

けにチラシの配布とＰＲ活動を行ったほか、広報紙や広報番組、インスタグラム、ユーチューブなど

の媒体を活用し、利用方法等の周知に努めました。 

今後は、キャッシュレスによる決済をより推進するため、ふくいＭａａＳアプリに日常生活で利用

しやすい機能を追加するほか、全ての公共交通機関への交通系ＩＣカードの導入など、ＩＣＴを活用

した交通利便性の向上に取り組みます。 
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１１ 
地域拠点の機能充実と地域内移動手段 

の確保 

達
成
度 

 

実  行  内  容 

行
動
目
標 

公共交通機関の待合環境の向上や案内サインの整備など、地域拠点の機能充実を図ります。 

また、地域拠点に結節するフィーダー交通について、地域バスや地域コミュニティバス、フルデマ

ンドタクシーの運行など、地域特性に応じた移動手段の確保に努めます。 

取 

組 

内 

容 

○地域拠点の機能充実に向けた取組 

 ・越前東郷駅に案内サインを整備（8月） 

 ・和布バス停待合所を修繕（1月） 

○移動手段の確保に向けた取組 

 ・福井市南東地区フルデマンドタクシー停留所の追加（4か所） 

 ・すまいるバスの運行ルート調整（3月～） 

   東ルートの一部延伸 

   北ルートの一部変更 

 ・フィーダー交通の運行ルート調整 

   海岸地域バスのルート変更 

   美山地域バス（羽生）のルート変更 

   森田地域コミュニティバスの一部延伸 

指           標 

計     画 成  果  見  込 

○総 4 フィーダー交通の乗車人数： 

12.8万人（4年度） →15.3万人（5年度） 
○総 4 フィーダー交通の乗車人数： 

12.1万人（見込） 

成
果
・
課
題 

 第 2次福井市都市交通戦略に基づき、拠点への機能の集積とモビリティの改善による持続可能な地

域形成を実現するため、待合環境の整備やフィーダー交通の見直しを進めました。 

 地域拠点の機能充実に向けた取組としては、越前東郷駅への案内サイン整備や、和布バス停待合所

の修繕に対する支援を行いました。 

 移動手段の確保に向けた取組としては、地域拠点に結節するフィーダー交通がより利便性が高まる

よう、福井市南東地区フルデマンドタクシー停留所の追加や、すまいるバス東ルートの一部延伸、地

域バス等のルート変更など、地域のニーズに合わせた見直しを行った結果、地域コミュニティバスや

フルデマンドタクシーの乗車人数は、昨年実績を上回る見通しです。 

 乗合タクシーは、大きく減少した為、フィーダー交通の乗車人数は、目標には届きませんでしたが、

今後も、地域のニーズに合わせたルート見直しや待合環境の向上、福祉車両の活用といった住民共助

による輸送活動の推進など、地域特性に応じた、市民の方にとってこれまで以上に利用しやすい便利

な移動手段となるよう、地域と一緒になって取り組みます。 
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組織目標Ⅳ 誰もが安全で安心して暮らすために交通安全対策を進めます 

１２ 
自転車の利用促進と利便性の向上 

ＤＸ ゼロカーボン 

達
成
度 

 

実  行  内  容 

行
動
目
標 

市民や観光客の手軽な移動手段のシェアサイクル「新ふくチャリ」を活用し、観光施設・散策ルー

ト等の情報を提供するとともに、各種イベントと連携し、利用拡大を図ります。 

また、公共交通機関の結節点となる福井駅の南側に、自転車駐車場を整備し、自転車利用者の利便

性を高めます。 

取 

組 

内 

容 

〇ふくチャリの利用推進 

 ・各種広報媒体等を利用した情報発信（随時） 

 ・月額基本料金無料キャンペーンの実施（8月） 

 ・各種イベントへの出展、ふくチャリ試乗会の実施 

   交通安全フェスタ（9月）、カーフリーデー（9月） 

観光交流センターオープニングイベント（10月）、健康フェア（3月） 

 ・ふくチャリ増台 

   60台（当初）→102台（3月） 

・ふくチャリ臨時ポート設置及び常設ポート増設 

  臨時ポート：ふくい桜まつり（令和 5年 3月～4月）、越前朝倉万灯夜（8月） 

ふくい市場フェスタ（10月） 

常設ポート：10か所（当初）→13か所（10月）→19か所（3月） 

〇自転車駐車場の整備 

 ・福井駅南自転車駐車場整備（10月） 

指           標 

計     画 成  果  見  込 

ふくチャリのポート増設 

   ：１カ所（観光交流センター）10月 

3カ所（福井大学、福井工業大学、ヨリバ） 

3月【12月補正】 

ふくチャリの利用回数 

： 6,729回（4年度）→11,000回（5年度） 

ふくチャリのポート増設：9カ所 

 

 

 

ふくチャリの利用回数：11,022回 

成
果
・
課
題 

新ふくチャリは、令和 5年 3月に ICTを活用した無人での貸出システムに変更しました。利用促進

のため、イベントへの出展や広報、会員募集の月額基本料無料キャンペーンなどの実施や、ふくい桜

まつり等のイベントでの臨時ポートを開設しました。また、利用が見込まれる 9か所（行政機関、大

学、観光施設、鉄道駅）で常設ポートを増設して、利用拡大を図りました。 

その結果、利用回数は 8月～11月の間、毎月 1,000回を超え、目標を達成しました。 

来年度は、引き続き自転車に搭載した GPSデータを分析し、利用者が多く移動、滞在するエリアに、増台し

た自転車やポートを効率的に配置し、誰もが利用しやすい環境づくりに努めます。 

福井駅南自転車駐車場は、10月に供用開始し自転車利用者の利便性向上に取り組みました。 
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１３ 高齢者と子どもの事故防止 
達
成
度 

 

実  行  内  容 

行
動
目
標 

交通事故による「死者数・重傷者数」を無くし、事故の無い安全で安心なまちをつくるため、高齢

者や子どもを対象に交通安全教育を行います。 

高齢者が占める交通事故の割合は高く、外出時の反射材の着用や自転車に乗る際のルールやマナー

など事故を防止するための、広報・啓発に取り組みます。 

高齢運転者が加害者にならないよう、警察と連携し、運転免許証を自主的に返納しやすい環境づく

りに努めます。 

取 

組 

内 

容 

○交通安全推進団体等と連携した交通安全普及啓発活動の実施  

・四季の交通安全市民運動（春 5 月、夏 7 月、秋 9 月、年末 12 月）  

〇交通指導員（137人）による街頭指導活動の実施 

 ・主要交差点における毎週金曜日の定例街頭指導活動、地区行事等における街頭指導活動 

○高齢者や幼児・児童等を対象とした交通安全教室の実施（随時） 

 （交通安全教室 開催 229回、参加 5,969 人） 

〇警察と運転免許証自主返納合同窓口の開設 5回 

（森田公民館（5月）、本庁（7月、10月）、清水健康管理センター（9月）、鷹巣公民館（12月）） 

○中学生を対象とした自転車ルール・マナーの啓発活動の実施 （森田中学校・足羽中学校（6 月）） 

〇交通安全イベントの開催 

（高齢者交通安全大会（8月）、交通安全フェスタ（9月）） 

○交通安全反射材ＰＲグループ「ワン☆スター」による反射材着用事業 

（高齢者対象イベントなど出演４回） 

指           標 

計     画 成  果  見  込 

○総 39  交通事故死者数：1人以下（5年） 

○総 40  交通事故重傷者数：40人以下（5年） 

運転免許証自主返納合同窓口の開設 

：4回以上（5年度） 

    中学生を対象とした自転車ルール・マナー

の啓発活動：2校 

○総 39 交通事故死者数（年次）：   3人 

○総 40 交通事故重傷者数（年次）： 78人 

運転免許証自主返納合同窓口の開設 

                   ：5回 

    中学生を対象とした自転車ルール・マナー 

の啓発活動：2校 

成
果
・
課
題 

交通安全推進団体等と連携した交通安全啓発活動や、各地区の交通指導員 137人による街頭指導活

動、交通安全教室に取り組みました。特に、交通死亡事故が多発した際には、主要交差点での街頭指

導を実施し、広く市民に注意を促しました。 

しかしながら、交通事故死者数、重傷者数は、いずれも目標を達成できませんでした。 

特に、高齢運転者が第一当事者となる交通事故の割合が高い状況であることから、高齢者が交通事

故の加害者にならないよう、警察との運転免許自主返納合同窓口を開設し、運転免許証を返納しやす

い環境づくりに取り組みました。 

今後は、交差点付近での交通事故が増加していることから、「横断歩道 de歩行者を守る日」にあわ

せ、歩行者には道路を横断する際の交通ルール遵守を呼びかけるとともに、ドライバーに対しては横

断歩道における歩行者優先の徹底を強く啓発していきます。 

 

  

16



Ⅴ．デジタルの活用により市民サービスの向上を図るため各種施策を進めます 

１４ デジタル化による市民サービスの向上 ＤＸ 
達
成
度 

 

実  行  内  容 

行
動
目
標 

行政手続のオンライン化を推進し、市民サービスの向上を図るとともに業務の効率化に取り組みま

す。 

取 

組 

内 

容 

〇オンライン化申請手続 6件追加 

・水道使用開始届等 （ふく e-ねっと） 

・道路占用許可申請等 （マイナポータル（ぴったりサービス）） 

・産業廃棄物の処理、運搬の実績報告（電子メール） 

・応急仮設住宅の入居申請（マイナポータル（ぴったりサービス）） 

・応急修理の実施申請 （マイナポータル（ぴったりサービス）） 

・障害物除去の実施申請 （マイナポータル（ぴったりサービス）） 

 

○福井市行政手続のオンライン化方針の策定 

指           標 

計     画 成  果  見  込 

電子申請可能手続数 

：40手続（4年度）→43手続（5年度） 

オンライン化申請手続数 

： 46手続 

成
果
・
課
題 

国の「デジタル社会の実現に向けた重点計画」に示された地方公共団体（市）が優先的にオンライ

ン化を推進すべき手続のうち新たに 6手続をマイナポータルの活用などでオンライン化し、市役所に

行かずともスマートフォンなどから手続ができる環境を整備して、市民サービスの向上を図りまし

た。 

また、それら優先的にオンライン化を推進すべきとされた行政手続以外の行政手続についてもオン

ライン化を推進するため、福井市行政手続のオンライン化方針を策定しました。 

今後は、策定したオンライン化方針に基づき、本人確認、添付書類、手数料納付の有無などから優

先順位を定め、順次オンライン化をすすめ、「行かない窓口」に取り組み、市民サービスの向上と業

務の効率化を図ります。 
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１５ 
情報システムの標準化・共通化や新技術の 

業務への活用 ＤＸ 

達
成
度 

 

実  行  内  容 

行
動
目
標 

令和 7 年度末までに 20 の基幹系業務システムを国の標準準拠システムへ円滑に移行するため、前

年度作成した移行計画の詳細化などに取り組みます。 

また、ＲＰＡやＡＩ議事録作成支援システムの導入業務を拡大し、業務の効率化に取り組みます。 

取 

組 

内 

容 

（１）標準準拠システムへの移行に関する取組み 

・改版された標準仕様書と現行システムとの比較分析作業 

・システム開発事業者に対する詳細な情報提供依頼（RFI）の実施 

・令和 6年度のシステム構築経費の算定 

・令和４年度に作成した移行計画書の詳細化 

（２）ＲＰＡ導入業務の拡大 

令和 5年度に新たに導入した業務（削減時間：1,051時間 10分） 

① 一般業務業者登録入力作業（22時間 24分） 

② 償却資産申告書 税理士コード入力業務（5時間 15分） 

③ 固定資産評価額検索業務（36時間 40分） 

④ 要介護認定申請受付業務（285時間 00分） 

⑤ 業務用メール（C-naviメール）保存削除（58時間 34分） 

⑥ 新 HP手続きサポートナビ動作確認業務（82時間 00分） 

⑦ 施設予約サービス（よやくーる）納付書作成業務（250時間 00分） 

⑧ 介護認定審査会日程照会対応業務（171時間 36分） 

⑨ 償却資産申告書入力業務（66時間 24分） 

➉ 還付金支払日入力業務（73時間 17分） 

（３）ＡＩ議事録作成支援システムの導入業務の拡大 

・ＡＩ議事録作成支援システムの機能追加に関する庁内周知 

指           標 

計     画 成  果  見  込 

標準準拠システムへの移行に関する進捗率 

：35.3％（4年度）→47.1％（5年度） 

ＲＰＡの導入による業務削減時間 

：2,103時間（4年度）→2,800時間（5年度） 

ＡＩ議事録作成支援システムの導入による 

業務削減時間：900時間 

標準準拠システムへの移行に関する進捗率 

：47.1％ 

ＲＰＡの導入による業務削減時間 

：3,154時間 21分  

ＡＩ議事録作成支援システムの導入による業務削減

時間：1,027時間 

成
果
・
課
題 

標準準拠システムへの移行については、国の「自治体情報システムの標準化・共通化に係る手順書」

に従い、計画的に作業をすすめ、令和 7年度までに取り組む移行作業 17項目のうち 8項目まで完了

しました。令和 6年度以降構築作業が始まるため、移行計画をもとに着実に作業を進めていきます。 

ＲＰＡについては、新たに 10 業務に導入し、全 33 業務の削減時間は年間換算で 3,154 時間とな

り、導入前にかかっていた時間の 59.7％が削減できました。 

ＡＩ議事録については、令和 5 年度は 53 の所属が利用し、議事録作成にかかる業務時間を 1,027

時間削減できました。 

今後も、ＲＰＡ及びＡＩ議事録の導入効果を周知するとともに、ＲＰＡシナリオ作成支援・研修等

を実施して、導入業務の拡大を図り、業務の効率化に取り組みます。 
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１６ 
ＤＸ推進のためのデジタル人材を育成する 

研修の実施 ＤＸ 

達
成
度 

 

実  行  内  容 

行
動
目
標 

ＤＸを推進するため、全庁的な機運の醸成とともにデジタル人材の育成に向けて、職員の役割に応

じた研修の実施に取り組みます。 

取 

組 

内 

容 

 

対象者 研修名 のべ受講者数 

全職員 

Ｊ-ＬＩＳによる情報セキュリティ研修（ｅラーニング） 

デジタル人材育成研修 

標的型メール訓練（無作為抽出） 

情報セキュリティ研修 

1,955 

15 

116 

(注)2,202 

所属長 
管理職情報セキュリティ研修 

ＤＸ研修 

130 

55 

課長補佐 ＥＢＰＭ・データ利活用理解促進研修 80 

ＤＸ推進リーダー ＤＸ推進リーダー育成研修 15 

実務担当職員 

総合行政情報システム担当者研修 57 

ふくｅねっと（電子申請システム）操作研修 54 

ＲＰＡシナリオ作成研修 5 

Ｊ-ＬＩＳによるマイナンバー研修（ｅラーニング） 741 

Ａｃｃｅｓｓ研修（2回） 17 

統計オンライン講座（4回） 100 

総務省による情報連携に向けた研修（ｅラーニング） 6 

汎用型ＧＩＳ研修 18 

新採用職員 
職員用パソコン利用者説明（2回） 69 

エクセル活用研修 41 

  5,676 

 

（注）情報セキュリティ研修の受講者数については、当該研修の対象者数を記載しています。 

   （全職員対象・申込不要・共有フォルダ内ファイル閲覧方式のため受講者数の把握困難） 

指           標 

計     画 成  果  見  込 

デジタル人材育成のための研修回数 

：21回（4年度）→ 22回（5年度） 

デジタル人材育成のための研修回数：23回 

成
果
・
課
題 

職員それぞれの役割に期待されるデジタルスキルの取得を図るため、対象者に応じた研修を実施す

るとともに、実務担当者向けに複数種類の研修を行い、職員のデジタル対応能力の向上に取り組みま

した。 

研修の実施にあたっては、従来の集合型に加え、ｅラーニングや動画配信など幅広い方法をとるこ

とで受講の利便性を高め、延べ 5,676名が受講しました。 

今後も役割に応じた研修を実施し、デジタル人材の育成に取り組みます。 
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総務部 成果報告 

 

総務部長   齊 藤 正 直  

部局達成度 
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令和 5 年度は、北陸新幹線福井開業に向けた総仕上げとして、都内ＪＲ主要駅でのポス 

ター集中掲載や著名人とのコラボによるＣＭの放送など首都圏でのプロモーションを積極

的に展開し、本市の認知度向上を図るとともに、市内で開業カウントダウンや記念イベント

等により、市内の機運醸成に努めました。 

 また、人口減少に立ち向かうため、本市と関わりができた都市部人材同士のコミュニティ

形成やワーケーションを推進し、関係人口の拡大に取り組むほか、きめ細やかな移住相談の

実施や移住者への支援を行い、本市への移住者の増加を図りました。 

 さらに、各地区のまちづくり活動や、自治会への加入促進活動等を支援し、活力ある地域

づくりを推進しました。 

 加えて、人権意識の高揚と人権に関する知識の向上のため講習会や研修会を開催するとと

もに、女性が輝く社会づくりに向け、企業に対し女性活躍の取組を可視化できるＷＥＢ診断

システム「Ｆｕｋｕｒｅａ」の活用促進を促すとともに、「パパ育休 100％チャレンジ事業」

を実施し、企業において男性が育児休業を取得しやすい環境整備に取り組みました。 

 「質の高い行政経営」の実現に向けては、効率的な組織体制の構築や「福井市行財政改革

指針」に掲げる 36 の取組の進行管理を行い、市民サービスの向上と事務効率化を図りまし

た。 

そのほか、嶺北の 11市町で構成する連携中枢都市圏での取組の進捗管理を行うとともに、

今後の指針となる第 2期「ふくい嶺北連携中枢都市圏ビジョン」を策定しました。 

北陸新幹線福井開業により、人やモノの流れが劇的に増大する大交流時代の中で、「福井

は楽しい」「福井は安心」「福井は元気」を実現し、市民みんなが輝き全国に誇れるまちとな

るよう、来年度も引き続き各種施策に取り組んでいきます。 

（うち未来づくり推進局分） 
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組織目標ごとの達成状況 

Ⅰ．「質の高い行政経営」の実現に向け、行財政改革を推進するとともに、社会の変化に対応した行

政サービスの見直しに取り組みます 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅱ．人口減少・少子高齢化社会にあっても活力ある社会経済を維持するため、連携中枢都市圏ビジ

ョンに掲げる取組を進めます 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅲ．地域の自主性を発揮し活性化を図るため、地方分権の推進に取り組みます 

 

 

 

 

 

 

Ⅳ．一人ひとりの人権が尊重される地域社会の実現に向け、各種啓発事業を実施します 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 連携中枢都市圏ビジョンに掲げる取組について、概ね計画どおり推進することができまし

た。 

また、第 2期ビジョンについて、連携推進協議会（首長会議）において取組概要や事業計

画額等の合意形成を図り、ビジョン懇談会及びパブリック・コメントの意見を踏まえた上で

策定することができました。 

第 2期ビジョンでは、圏域全体の持続的な発展のため、北陸新幹線福井開業、中部縦貫自

動車道の県内区間開通及び大阪・関西万博の開催効果を圏域全体に波及、発展させるととも

に、定住人口の増加やＤＸの推進、脱炭素社会の実現など、社会情勢の変化に対応した取組

を推進していきます。 

「福井市行財政改革指針（令和 4～8 年度）」に掲げる全 36 取組のうち、今年度は、文書

決裁の電子化をはじめ 31取組で目標を達成することができました。（31/36：86.1％） 

引き続き、指針に掲げる取組を着実に推進できるよう、適切な進捗管理を行うとともに、

取組成果を市民に分かり易く示していきます。 

 また、職員の人材育成については、連携中枢都市圏市町職員合同の研修において、国・県

での行政実務経験をもつ大学教授等を講師として招へいし、受講者が高度かつ実務的な政策

形成スキルを習得することができました。さらに、研修専門機関が実施するＤＸをテーマと

した研修に 4人の職員を派遣しました。 

 そのほか、職員採用において、今後の行政需要の変化や定年引上げ希望者数を考慮すると

ともに、インターンシップやオンラインを活用した採用セミナーなど受験者目線の情報発信

に努めることで、本市が求める人材を確保することができました。 

全庁に対する提案の掘り起しに努めた結果、提案件数が 4件となり目標を達成しました。 

 今後も引き続き、職員研修などを通じて、提案募集方式の制度周知や理解促進を図りなが

ら、職員が日々の業務の中で直面した支障事例などを積極的に提案できる環境を整えていき

ます。 

年間を通して、様々な人権問題に関する講習会や研修会、その他啓発活動を実施し、人権

意識の高揚と人権に関する知識の向上を図りました。 

加えて、性的マイノリティの方が社会の中で自分らしく生きることを応援するため、お互

いがパートナーであることを宣誓した事実を、本市が証明する福井市パートナーシップ宣誓

制度を創設し、令和 6年 1月 1日から宣誓の受付を開始しました。 

今後も市民の人権尊重意識の醸成につながるよう、人権啓発や理解促進に係る取組を進め

ていきます。 
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Ⅴ．市民に分かりやすい情報発信を行うとともに、「ふくい」の魅力を積極的に発信します 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅵ．東京事務所を拠点に、市政に関する情報収集、首都圏での本市の観光や食、住みよさ等の情報

発信による観光誘客やＵ・Ｉターン等を積極的に推進します 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅶ．（Ⅰ）人口減少に立ち向かうため、福井への新しい人の流れの創出・拡大に取り組みます 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

北陸新幹線福井開業に向け、市政情報や福井の魅力を市内外に広く発信するため、広報紙

や広報番組等だけでなく、積極的にプレスリリースやＳＮＳ等とのクロスメディアを実践

し、発信力強化に取り組みました。 

また、ホームページをリニューアルし、デザインや機能を見直しました。併せてＬＩＮＥ

のセグメント配信を導入し、利用者の利便性の向上を図りました。 

来年度は、新しくなったホームページを積極的に活用するとともに、より質の高い情報を

適時に発信できるようＷＥＢ広報を強化していきます。 

 北陸新幹線福井開業に向けた首都圏でのシティプロモーション活動の総仕上げに取り組

んだ結果、「福井市応援隊」会員数、全国メディア発信回数及びイベントの実施回数の目標

を達成することができました。 

年度内の新幹線開業を見据え、沿線都市である金沢市、白山市と都内で観光物産展を共催

したほか、県及び各所属と連携したイベントを多数行いました。また、異業種交流会では、

首都圏ばかりでなく福井や他地域からの参加があり、関係人口の増加にもつながりました。 

来年度は、新幹線開業により首都圏と福井の間で人や物の流れが、これまで以上に活発に

なることから、県や他市町、関係団体等と連携し、首都圏での認知度及びイメージの向上な

ど、引き続きシティプロモーション活動に強力に取り組みます。 

これまで本市と関わりができた都市部の人材同士のコミュニティ形成やワーケーション

の推進等に取り組んだ結果、関係人口に関する目標を達成することができました。 

移住者の増加に向けては、首都圏を中心に本市の魅力を発信したことで、東京圏からの移

住者は増加したものの、他地域からの移住者は伸び悩んだため、Ｕ・I ターン者数について

目標を達成することができませんでした。 

今後は、新幹線開業により本市の注目度が増すことから、リニューアルしたホームページ

を活用するなど、情報発信をさらに強化し、移住定住の促進に取り組んでいきます。 

ふるさと納税では、楽天トラベルクーポンの導入や 2つのポータルサイト導入など、積極

的な取組により、寄附者数、寄附金額ともに過去最高を記録しましたが、目標を達成するこ

とはできませんでした。 

今後は、返礼品登録事業者の発掘や、定期便などの返礼品の開発を引き続き行うほか、旅

行者対象の体験型返礼品や現地購入型返礼品の導入など、新たな取組により、寄附件数及び

寄附金額の増加に努めていきます。 
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Ⅷ．（Ⅱ）地域の特色を活かした住民主体のまちづくり活動を支援し、活力ある地域社会づくりを

進めます 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅸ．（Ⅲ）北陸新幹線福井開業に向けて、「ふくい」の認知度向上やイメージアップに取り組みます 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅹ．（Ⅳ）女性が輝きいきいきと暮らせる社会の実現及び若者の結婚への意識向上に向けた取組を

進めます 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域の未来づくり推進事業では、5地区が地区ビジョンの策定に取り組みましたが、年度

内の完成には至らず、目標を達成することができませんでした。 

来年度は、策定中の 5地区はもとより、未策定地区への呼びかけや、ビジョン策定に向け

た助言等の支援を行うことで、地域のまちづくり活動の活性化を推進してまいります。 

自治会加入促進については、未加入世帯への加入啓発として、新規加入者への粗品進呈や

標語を用いたポスター掲示に取り組んだものの、目標を達成することができませんでした。 

来年度も、自治会長と連携し、未加入世帯に直接加入を呼びかけるなど、さらなる加入促

進に努めます。 

また、地域コミュニティのデジタル化を進めると同時に、役員等の負担軽減など、自治会

活動の効率化を進めていきます。 

イメージロゴ「福いいネ！」を活用して、ＣＭ動画・ポスターの制作や首都圏への出向宣

伝など、積極的に新幹線開業プロモーション活動を推進し、認知度向上やイメージアップに

取り組むとともに、集大成となる開業記念イベント「北陸新幹線ウェルカムフェスタ」を開

催し、多くの来場者で街が賑わいました。 

福井駅の乗降者数については、能登半島地震の影響もあり目標をわずかに達成することが

できませんでした。 

市民等への機運醸成の促進については、各種イベントや出前講座など、様々な機会を捉え

て、北陸新幹線福井開業のＰＲを行うとともに、おもてなし活動を担うボランティアグルー

プやまちづくり団体、企業、地域住民など、様々な方々との個別ミーティングやイベントで

の連携を図り、目標を達成しました。 

来年度についても開業効果の最大化に向けて、引き続き様々な機会をとらえながら首都圏

等への情報発信を行います。 

「女性活躍応援事業」では、企業向けに「企業×多様な働き方 優良事例発表会ｏｎｌｉｎ

ｅ」の開催や働く女性の交流会等の開催の他、女性活躍などの取組を可視化できるＷＥＢ診

断システム「Ｆｕｋｕｒｅａ」の導入を積極的に促した結果、「Ｆｕｋｕｒｅａ」の導入企業

数の目標を達成することができました。 

さらに、「パパ育休 100％チャレンジ事業」では、モデル企業 3 社へアドバイザーを派遣

し、男性育休取得促進への制度構築や仕組みづくりをサポートしました。今後も、仕事と家

庭を両立できる職場環境づくりに取り組む企業を増やしていきます。 

地域においては、各地区の男女共同参画推進員の啓発活動を通じて、女性の地域活動への

参画意識を高めることで、地域組織や市の審議会など、政策・方針決定過程への女性の参画

拡大を図りましたが、目標までには至っていないため、引き続き、地域活動への女性参画拡

大へ向けて、積極的に取り組んでいきます。 

また、若者の結婚への意識向上においては、婚活講座と婚活イベントを実施する「婚活ス

クール」を開校し、出会いから結婚までの一貫した支援に努めました。さらに、結婚・子育

て等の将来をデザインする「未来デザイン出前講座」を開催し、若者が結婚に前向きなイメ

ージが持てる意識の醸成を図りました。今後も、出会いから結婚に至るまでの総合的な支援、

結婚に対しての前向きな意識醸成の取組を強化していきます。 
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Ⅰ．「質の高い行政経営」の実現に向け、行財政改革を推進するとともに、社会の変化に対

応した行政サービスの見直しに取り組みます 

１ 行財政改革の更なる推進 
達
成
度 

 

実  行  内  容 

行
動
目
標 

「福井市行財政改革指針（令和 4～8年度）」に掲げる取組の適切な進行管理及び効果的な推進を図

ります。 

取 

組 

内 

容 

〇「福井市行財政改革指針（令和 4～8年度）」４年度取組結果のとりまとめ・周知（4～5月） 

  ・取組結果報告書の作成 

  ・全体部長会議において結果報告 

  ・行政改革推進委員会への書面報告及び市ホームページへの掲載 

〇行政改革推進委員会のより効果的な進め方の検討(5～9月) 

  ・他都市における事例研究 

  ・議論テーマの設定及び検討資料の作成 

〇「財政健全化専門部会」及び「行政改革推進委員会」の開催（10月 11日） 

  ・（専門部会）４年度福井市決算状況及び財政再建の実施状況の報告 

  ・（行革委員会）前年度に目標未達成となった行財政改革に係る取組についての協議 

○「福井市行財政改革指針（令和 4～8年度）」5年度取組結果のとりまとめ（3～4月） 

・実績調査及び結果に対するヒアリング 

〇「財政健全化専門部会」の開催（3月 28日） 

  ・６年度当初予算及び財政健全化の取組状況の報告 

指           標 

計画 結果・成果 

「福井市行財政改革指針（令和 4～8年度）」に 

掲げた数値目標の達成度：90％以上 

「福井市行財政改革指針（令和 4～8年度）」に 

掲げた取組の達成度：86.1％ 

成
果
・
課
題 

「福井市行財政改革指針（令和 4～8年度）」に掲げる全 36取組のうち、今年度は、31取組で目標

を達成することができました。取組の一つである「デジタル化による市民サービスの向上」では、マ

イナンバーカードの交付推進や、コンビニでの証明書交付の活用周知などを行った結果、窓口以外で

の証明書交付率が 31.3％（昨年度実績は 20.6％）に達するなど、市役所に行かなくとも手続きが済

む、いわゆる「行かない窓口」への歩みを進めることができました。 

また、「文書事務の電子化の推進」では、令和 6 年度からの電子決裁完全導入に向け、ガイドライ

ンを策定し、研修等あらゆる機会に職員の理解を促しながら試行導入した結果、91.5％（昨年度実績

は 18.2％）に達するなど、職員の事務効率化及びペーパーレス化を推進することができました。 

 さらに、行政改革推進委員会の進め方を見直し、今年度は、前年度目標が未達成となった取組につ

いて、アンケート等を踏まえて現状・課題を分析し、今後の対応案を委員会において協議するなど、

新たな議論の場を創出しました。 

 協議結果については、来年度以降の目標達成に向けた政策提言として関係所属にフィードバックし

て検討を促すことで、効果的な取組の推進を図ることができました。 

しかしながら、ふるさと納税の寄付額など、計 5件で数値目標を下回ったことから、結果として本

取組は目標達成（90％以上）には至りませんでした。 

今後、指針に掲げる取組を着実に推進できるよう、適切な進捗管理を行うとともに、取組成果を市

民にわかりやすく示していきます。 
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２ 職員の人材育成 
達
成
度 

 

実  行  内  容 

行
動
目
標 

時代の変化に対応できるよう、効果的に政策立案を進めるため、政策形成スキルの向上を図ります。

また、北陸新幹線福井開業を控え、連携中枢都市圏の圏域市町職員の資質向上と連携推進を目的に職

員合同研修を強化します。行政のデジタル化を着実に進めるため、研修専門機関への派遣を強化しま

す。 

取 

組 

内 

容 

○研修受講 

・ふくい嶺北連携中枢都市圏事業「職員共同研修」 全 3回 

① 政策形成能力向上研修（インターバル研修）6月～9月実施 受講者：15名（圏域 4市町参加） 

② ナッジセミナー            1月実施 受講者：140名（圏域 5市町参加） 

③ マネジメント基礎研修（福井市独自研修）2月実施 受講者：46名（圏域 1市町参加） 

・階層別研修、テーマ研修  受講者計：1,408名 

・ＤＸをテーマとした研修専門機関への派遣研修 4回 

全国市町村国際文化研修所（ＪＩＡＭ）4回（研修期間 3日間/回） 

・その他、研修専門機関（ＪＡＭＰ、ＪＩＡＭ、国土交通大学校）への派遣研修 17回 

指           標 

計画 結果・成果 

連携中枢都市圏市町の職員合同による 

研修の実施：3回 

デジタル化に関する研修専門機関への派遣 

：4人 

連携中枢都市圏市町の職員合同による 

研修の実施：3回 

デジタル化に関する研修専門機関への派遣 

：4人 

成
果
・
課
題 

連携中枢都市圏市町職員合同の研修においては、高度かつ実務的な政策形成、マネジメントスキル

等を習得することができたほか、人事交流等を通じて幅広い視点で地域課題を把握する力を養うな

ど、本市の将来を担う人材に相応しい資質、能力の向上を図ることができました。 

今後も、研修テーマを充実させ体系的な研修を継続して実施するとともに、高度な知識・経験等の

習得及び外部との人事交流の拡大を図るため派遣研修を強化し、職員の人材育成を進めていきます。 
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３ 適正な定員管理の推進 
達
成
度 

 

実  行  内  容 

行
動
目
標 

今後の行政需要の変化やＤＸの推進を踏まえた効率的な組織・職員体制の構築をはじめ、定年引上

げを考慮した計画的な職員採用等によって、適正な定員管理を推進します。 

取 

組 

内 

容 

○職員配置計画に基づく計画的な職員採用 

・令和 6年度職員配置計画の策定（4月） 

・職員配置計画に基づく職員の募集・採用事務（5月～11月） 

○次期定員管理計画の策定（～3月） 

 ・全所属対象の調査に基づき、定員管理上特に課題を有する所属にヒアリングを実施（8月） 

○事務分掌・組織の再編に関する検討（10月～） 

○定年引上げに係る情報提供及び意向確認（11月） 

○市長ビジョン実現に向けた組織機構改正（12月～） 

○職員配置及び来年度以降の事務事業計画に関する職員課長ヒアリング（1月～） 

○人事異動及び昇任選考等を通じて級別職員数の適正化を実施（1月～） 

○令和７年度職員配置計画の作成作業（3月～） 

指           標 

計画 結果・成果 

新たな定員管理計画の策定 定員管理計画（計画期間：令和 6 年度～10 年度）の

策定 

成
果
・
課
題 

来年度以降の行政需要の変化を見極め、定年引上げ希望者数も考慮しながら職員配置計画を策定す

るとともに、インターンシップやオンラインを活用した採用セミナーなど受験者目線の情報発信に努

めることで、本市が求める人材の確保ができました。 

一方で、全国的な人材不足に加え、社会全体で若年層を中心に早期離職や転職など人材の流動化が

活発になっており、本市においても同様の傾向が見られます。 

今後も効率的で生産性の高い組織運営や高質な行政サービスを持続的に提供していくためには、多

様で有為な人材を確実に採用し、本市の行政課題や住民ニーズに応じた適正な職員数を維持すること

が重要です。 

そのため、本市の実情や受験者の動向等に応じて、職員採用の対象要件や試験内容、実施時期など

を見直すとともに、若年・中堅職員の働きがい向上による早期離職の防止等にも取り組むなど、適正

な定員管理に努めていきます。 
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４ 文書決裁の電子化の推進 ＤＸ 
達
成
度 

 

実  行  内  容 

行
動
目
標 

文書事務の電子決裁の推進、押印省略の推進、文書の取扱い基準の見直し等により、文書事務の電

子化、効率化及びペーパーレス化を促し、行政事務の電子化の推進を図ります。 

電子決裁については、説明会や研修等あらゆる機会を通じて周知・徹底し、電子決裁比率を大幅に

伸ばします。 

取 

組 

内 

容 

○公表 

・市長記者会見の場で、電子決裁推進について発表（5/29） 

○説明会や研修等での職員への周知 

・全体部長会議（4/28）、文書管理研修会（5/18）、初等科研修（6/6）、新採用職員研修（6/14）、 

法務能力養成研修（7/14）、主任監督職員研修（8/21） 

・その他適宜、比率向上に向け各所属に周知 

○完全実施に向けた検討 

・来年度からの完全実施に向けた基準の見直し（電子決裁の対象範囲を拡大ほか） 

指           標 

計画 結果・成果 

公文書の電子決裁比率 

：18.2％（4年度）→75.0％（5年度） 

公文書の電子決裁比率 

     ：91.5％ 

成
果
・
課
題 

6月から年度末までの試行期間中は、職員対象の説明会や研修会等あらゆる機会を通じて周知・徹

底を行ったところ、電子決裁比率は目標値を上回る水準で推移しました。 

その結果、文書事務の効率化やペーパーレス化を促し、福井市ＤＸ推進計画に掲げた行政事務の電

子化の推進において、職員の機運を高めることができました。 

また、令和 6年 4月から電子決裁比率を 100％とする完全実施に向け、試行期間中の各所属からの

意見等を反映し、電子決裁の対象範囲を拡大するなど、電子決裁基準を見直しました。 
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５ ○新効果的な施策展開のための新たな 

手法の導入 

達
成
度 

 

実  行  内  容 

行
動
目
標 

チャレンジみらい予算の制度を活用し、若手職員の斬新なアイデアに基づく新たな施策の検討・導

入を行います。 

また、住民サービスの更なる向上や行政運営の効率化を進めるため、近年新たに注目されているナ

ッジを取り入れたモデル事業を実施します。 

取 

組 

内 

容 

○令和 6年度チャレンジみらい予算(チーム提案)の募集・提案検討支援 

・若手職員に対する多様な手段での募集案内及び提案打診(4～8月) 

※チラシ配布、掲示板での周知、個人へのメール、PRマンガ作成、説明会の開催など 

・企画力の向上を図るため、今年度から新たに財政課担当者と共にヒアリングを実施(9月) 

・財政課担当者と連携したヒアリングによる提案検討支援（10月） 

・財政部による予算査定（11～1月） 

・市長への提案プレゼンに向けたリハーサル会の実施（1月） 

・市長への提案プレゼン（1月） 

・提案結果報告書の作成、令和５年度チャレンジ事業の実施成果報告書の作成（2月） 

 

○ナッジを取り入れたモデル事業の実施 

・若手職員有志のプロジェクトチーム「福井市ナッジ・ユニット」を結成(4月) 

・モデル事業の実施(2事業…大腸がん検診の受診率向上、認知症の早期発見)(4～3月) 

・職員インフォメーションを通じて「ナッジ通信」を発行(4～3月) 

・各所属からのナッジ活用の相談支援を実施(4～3月) 

・初等科研修においてナッジ研修を開催(6月) 

・全国の自治体職員を対象としたナッジセミナーを開催(1月) 

指           標 

計画 結果・成果 

施策提案に向けて取り組んだ若手職員数 

：60人以上 

ナッジを取り入れて改善を図った事務の件数 

                                   ：2件 

施策提案に向けて取り組んだ若手職員数 

：72人 

ナッジを取り入れて改善を図った事務の件数 

：11件 

成
果
・
課
題 

多くの若手職員が施策提案にチャレンジできるよう、昨年度の職員アンケート結果を踏まえ、人事

評価シートへの加点や、査定に向けてのアドバイスなど、職員課及び財政課と連携して様々な改善を

実施した結果、昨年度より 2名多い、72名の職員が施策提案に取り組みました。 

 今回の提案結果や昨年度提案したチャレンジ事業の実施成果を庁内外に発信することで、若手職員

のモチベーション向上と組織全体の活性化を図ります。 

 目標達成に向けて、より多くの職員に提案にチャレンジしてもらえるよう、積極的な働きかけを行

うとともに、1つでも多くの提案が実現できるようサポートを充実していきます。 

 また、ナッジを取り入れたモデル事業においては、4月に結成した福井市ナッジ・ユニットが各所

属からの相談を受け、伴走支援を行うとともに、毎月「ナッジ通信」を庁内掲示板に掲載したり、職

員研修を開催したりするなど、本市職員のナッジに対する理解増進に努めた結果、多くの職員から相

談が寄せられ、計 11件の事務にナッジを取り入れることができました。 

なお、ナッジがどの程度の効果をもたらしたかについては、引き続き検証を行い、政策効果の見極

めに取り組んでいきます。 
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Ⅱ．人口減少・少子高齢化社会にあっても活力ある社会経済を維持するため、連携中枢都

市圏ビジョンに掲げる取組を進めます 

６ 連携中枢都市圏の推進 
達
成
度 

 

実  行  内  容 

行
動
目
標 

ふくい嶺北連携中枢都市圏ビジョンに掲げる取組を推進するため、有識者で構成する連携中枢都市

圏ビジョン懇談会の意見等をふまえながら、適切な進捗管理を行います。 

また、圏域の更なる発展につなげるため、第 2期「ふくい嶺北連携中枢都市圏ビジョン」（令和 6年

度～）を策定します。 

取 

組 

内 

容 

〇各ワーキングの開催及び連携事業の実施（通年） 

〇事業の進捗管理（通年） 

〇ワーキング責任者会議（4月 20日） 

 ・ワーキング責任者の役割の確認及び事業進捗状況の報告を依頼 

 ・第 2期ビジョンの策定作業及びスケジュール等の共有 

〇ふくい嶺北都市圏連携推進協議会幹事会（4月 25日） 

 ・各市町政策担当課の役割の確認 

・第 2期ビジョンの策定作業及びスケジュール等の共有 

〇ふくい嶺北都市圏連携推進協議会幹事会（7月 25日） 

 ・第 2期ビジョン（案）の確認及び事業計画額の設定 

 ・連携推進協議会に向けた情報共有 

〇ふくい嶺北都市圏連携推進協議会 （10月 10日） 

 ・第 2期ビジョン（案）の合意形成 

〇ふくい嶺北都市圏連携推進協議会幹事会（令和 6年 1月 25日 オンライン開催） 

 ・連携推進協議会での意見に対する対応 

 ・ビジョン懇談会及びパブリック・コメント実施に関する情報共有 

〇ふくい嶺北連携中枢都市圏ビジョン懇談会（令和 6年 2月 8日） 

 ・令和 5年度の取組状況 

 ・第 2期ビジョン（案）の説明 

〇パブリック・コメントの実施（令和 6年 2月 13日(火)～3月 8日(金)） 

・福井市のみで実施 

指           標 

計画 結果・成果 

第 2期「ふくい嶺北連携中枢都市圏ビジョン」 

の策定 

第 2期「ふくい嶺北連携中枢都市圏ビジョン」 

の策定 

成
果
・
課
題 

新型コロナウイルス感染症の感染症法の位置づけが 5類へ移行されたことで、各ワーキンググルー

プでは、引き続き感染拡大防止対策を講じた上で、概ね計画どおり連携事業を推進することができま

した。 

また、第 2期ビジョンの策定にあたっては、取組概要や事業計画額等について、10月の連携推進協

議会（首長会議）で合意形成を図り、ビジョン懇談会及びパブリック・コメントの意見を踏まえた上

で策定しました。 

第 2期ビジョンでは、圏域全体の持続的な発展のため、第１期ビジョンの成果を踏まえつつ、北陸

新幹線福井開業、中部縦貫自動車道の県内区間開通及び大阪・関西万博の開催効果を圏域全体に波及、

発展させるとともに、定住人口の増加やＤＸの推進、脱炭素社会の実現など、社会情勢の変化に対応

した取組を推進していきます。 
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Ⅲ．地域の自主性を発揮し活性化を図るため、地方分権の推進に取り組みます 

７ 

 

地方分権の推進 
達
成
度 

 

実  行  内  容 

行
動
目
標 

個性を活かし自立したまちづくりのため、権限移譲や規制緩和について国に提案を行う提案募集制

度を活用し、積極的に地方分権の推進を図ります。 

取 

組 

内 

容 

〇内閣府に対し、下記 4件を提案（4月） 

 

 

 

 

 

○内閣府との協議の結果、上記①②③の 3件が本提案につながった（5月） 

○本市の提案①②③が、地方分権改革有識者会議の提案募集検討専門部会において、「内閣府と関係

府省との間で調整を行う提案」として整理（6月） 

〇令和 6年提案に係る庁内募集（10月） 

○令和 5年提案に対する国の対応方針の閣議決定（12月） 

○全体部長会議において令和 5年の提案結果の報告及び令和 6年の提案提出に係る依頼（2月） 

○職員研修会（2月） 

 ・内閣府から講師を招聘し、主査 4年目職員を対象に研修会を開催 

指           標 

計画 結果・成果 

提案募集方式による提案：4件 提案募集方式による提案：4件 

成
果
・
課
題 

全庁に対する提案の掘り起こしに努めた結果、国に対して 4件の提案を行うことができました。 

 提案②③については本市の提案通りの内容で実現することが決定し、令和 5年度中に国から通知が

発出されました。 

また、提案①については、提案の趣旨や方向性についての国の理解が得られ、詳細な内容について

は今後示されることとなりました。 

今後も更なる地方分権を推進するため、国に対して提案を行う提案募集方式を積極的に活用してい

く必要があります。 

このため、引き続き、職員に対して、研修などを通じて提案募集方式の制度周知や理解促進を図り

ながら、職員が日々の業務の中で直面した支障事例などを積極的に提案できるような環境を整えてい

きます。 

 

  

①災害のおそれがある場合における障害福祉サービス事業に対する代替支援の適用 

②森林整備関係計画の一本化 

③軽微な変更の場合における市町村森林整備計画の変更手続の簡素化 

④中核市における随意契約ができる金額の規制緩和 
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Ⅳ．一人ひとりの人権が尊重される地域社会の実現に向け、各種啓発事業を実施します 

８ 

 

人権尊重意識の啓発 
達
成
度 

 

実  行  内  容 

行
動
目
標 

一人ひとりの多様性や人権が尊重され、誰もが活躍できる地域社会の実現に向け、市政広報やホー

ムページによる啓発に加え、人権擁護委員による相談、国、県、人権擁護委員等と連携したイベント

等の実施により、人権尊重意識の涵養や知識の向上を図ります。 

取 

組 

内 

容 

○講習会・研修会  

・若年層を対象とした人権啓発ワークショップ(前期 4月～5月、後期 10月～2月) 【総合政策課】 

・初任者研修(公民館職員向け)(4月 26日)                   【生涯学習課】 

・DV防止啓発研修会(5月 24日、7月 5日)                 【女性活躍促進課】 

・部落差別に関する研修会(4月 12日)                     【総合政策課】 

・多様な性的指向や性自認への理解促進のための研修会(7月 28日、12月 16日) 

【女性活躍促進課】 

・心のバリアフリー教室（9月～11月）                   【障がい福祉課】 

・福井市権利擁護講演会（11月 26日）         【障がい福祉課・地域包括ケア推進課】 

・多文化共生職員研修会(10月 25日)                       【国際室】 

・虐待防止研修会(10月 25日)                    【地域包括ケア推進課】 

・青年講座 大人のたしなみ〈内容：マイクロアグレッション〉(11月 29日)    【生涯学習課】 

○その他啓発事業 

・人権の花運動（麻生津小、東藤島小、杉坂小中、日新小、越廼小、東郷小）(6月) 

【市民サービス推進課】 

・多文化祭（グローバルフェスタ）(10月１日)                   【国際室】 

・こどもフェス(11月 23日)            【こどもフェス実行委員会(子ども福祉課)】 

・人 KENハートフルフェスタ、人権啓発作品展(12月)          【市民サービス推進課】 

・人権啓発パネル展（12月)                         【総合政策課】 

・男女共同参画に関する情報誌「アイアム」発行(3月)           【女性活躍促進課】 

○制度 

 ・福井市パートナーシップ宣誓制度開始(1月１日)             【女性活躍促進課】 

指           標 

計画 結果・成果 

○総 19 「人権教育・啓発推進計画」に基づき実施 

した本市主催事業の実施件数 

:20件（5年度） 

○総 19 「人権教育・啓発推進計画」に基づき実施 

した本市主催事業の実施件数 

:26件 

成
果
・
課
題 

人権擁護委員や関係機関と連携して、人権に対する理解促進に取り組んでいます。 

人権擁護委員には、相談業務のほか、小学生とともに「人権の花」を植える「人権の花運動」や、

人権週間に合わせて行う啓発イベントへの参加など、市の人権啓発活動にご協力をいただきました。 

また、若者世代の人権意識の醸成と担い手育成を目的に、福井大学国際地域学部や県人権センター

と連携してワークショップを実施しました。ワークショップでは、参加者が人権課題について学び若

者ならではのアイデアで人権啓発リーフレットを作成し、配付しました。参加者からは、「人権につ

いての知識がさらに身についた」「間違った知識を発信しない責任感を学んだ」「とても楽しい活動だ

った」等の感想がありました。 

その他にも、性的マイノリティの方が社会の中で自分らしく生きることを応援するため、お互いが

パートナーであることを宣誓した事実を本市が証明する福井市パートナーシップ宣誓制度を創設し、

令和 6年 1月 1日から宣誓の受付を開始しました。 

今後もさまざまな取組により、市民の人権尊重意識の醸成を図っていきます。 
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Ⅴ．市民に分かりやすい情報発信を行うとともに、「ふくい」の魅力を積極的に発信しま

す 

９ 

 

分かりやすい伝わる情報の発信 
達
成
度 

 

実  行  内  容 

行
動
目
標 

北陸新幹線福井開業を間近に控え、市政情報のみならず、本市の魅力を市内外に広く効果的に発信

するため、広報紙、ホームページ、ＳＮＳ、テレビ、ラジオ、報道機関への情報提供などを複合的に

活用します。 

特にホームページについては、更新時期に合わせた見直しを行い、利用者にとって「見やすい」「分

かりやすい」「たどり着きやすい」ホームページを目指します。 

また、情報を発信する職員の広報力の向上を図るとともに、近年利用者の増加が著しい YouTube動

画を活用し、表現が堅くなりがちな行政情報を職員自ら親しみやすく発信します。 

取 

組 

内 

容 

○広報紙    （22回発行） 

○テレビ・ラジオ広報番組（民放テレビ 8本、ケーブルテレビ 48本、ラジオ 417本、CM 3本） 

○各種ＳＮＳでの情報発信 （LINE、YouTube、Facebook、X（旧 Twitter）） 

○市長記者会見 10回（重要政策等の発信)  

○報道機関への情報提供（約 1,399件） 

○「広報力」向上のための職員研修 

・対象者別研修  庶務担当者（4月）、各部局広報責任者（5月）、入庁 2年目職員（6月） 

・動画作成研修（5月） 

・広報スキルアップ研修（ふくい嶺北連携中枢都市圏事業：動画作成関連 8月、広報紙関係 11月） 

・ホームページリニューアルに係る研修(各広報担当者、ホームページ担当者)（1月） 

○広報モニターによる意見交換会（12月） 

○東日本連携・創生フォーラムによる広報紙相互掲載（7市町） 

〇ホームページリニューアル（2月） 

〇LINEセグメント配信（2月） 

〇ふくい嶺北連携中枢都市圏事業によるデジタル広報紙（3月） 

指           標 

計画 結果・成果 

クロスメディア件数 

：1,820件（4年度）→2,100件（5年度） 

職員による YouTube動画の発信本数 

：20本（5年度） 

クロスメディア件数  ：2,134件 

 

職員による YouTube動画の発信本数：26本 

成
果
・
課
題 

市政情報や福井の魅力を市内外に広く発信するため、広報紙や広報番組等だけでなく、積極的にプ

レスリリースやＳＮＳ等での発信を行いました。その結果、クロスメディア（広報媒体間の連動）件

数や YouTube動画の発信数は、いずれも目標を達成しました。 

特に、ふくチューバーチャンネルの動画は、制作動画 26本の合計で 24万回再生され、多くの方に

情報を届けることができました。 

ホームページは 2月にリニューアルし、デザインや機能を見直しました。併せて、ＬＩＮＥによる

セグメント配信を導入し、利用者の利便性の向上を図りました。 

来年度は、新しくなったホームページを大いに活用し、より質の高い情報を適時に発信できるよう

ＷＥＢ広報を強化していきます。 
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組織目標Ⅵ 東京事務所を拠点に、市政に関する情報収集、首都圏での本市の観光や食、

住みよさ等の情報発信による観光誘客やＵ・Ｉターン等を積極的に推進しま

す 

１０ ふくいの魅力を首都圏へ発信 
達
成
度 

 

実  行  内  容 

行
動
目
標 

来年春に迎える北陸新幹線福井開業に向け、首都圏における本市のシティプロモーション活動の拠
点として、嶺北連携中枢都市圏の他市町や県、関係団体等との連携をこれまで以上に強化し、本市の
認知度及びイメージの向上や観光誘客等に全力で取り組みます。 
また、「福井市応援隊」の会員を対象にしたイベントなどの取組を通してさらに本市のファンを増
やし、本市の関係人口増加につなげます。 

取 

組 

内 

容 

〇主なシティプロモーション活動 
＜新しい取組＞ 
・宇都宮・大宮・平塚競輪場で福井市の食・観光 PR 
・品川インターシティで福井市物産フェアを開催 
・新橋こいち祭りで福井市フェアを開催 
・霞ヶ関コモンゲートで金沢市・白山市・福井市合同観光物産展を開催 
・みずほ銀行大手町本部・丸の内本部で福井市フェアを開催 
・第一生命保険豊洲本社で福井市フェアを開催 
＜福井市の特産品や食材を販売する物産展を開催＞ 
・日本橋三越、ラ・ピスタ新橋、霞が関コモンゲート、港区立プラタナス公園、大正製薬本社、みず
ほ銀行大手町本部・丸の内本部、第一生命保険豊洲本社、葛西臨海公園 
＜福井市食材を使用したメニューを提供＞ 
・みずほ銀行大手町本部社員食堂、第一生命保険豊洲本社社員食堂 
＜新幹線プロモーション関連イベントの実施＞ 
・映画おしょりんＰＲ関係、浅草鷲神社での PRへの参加 
・県と連携した北陸新幹線福井開業フェアへの参加 
〇福井市応援隊事業 
・ミーティングの開催(3回)、オンライン酒蔵紹介、異業種交流会、総会、会員へのメールマガジン
配信（毎月） 

〇ＵＩターンの促進 
・提携大学等への訪問（共立女子大学、駒沢大学、青山学院大学、法政大学）、県移住フェア・JOIN
移住フェアへの参加 

指           標 

計画 結果・成果 

「福井市応援隊」会員数 

：900人（4年度）→1,000人（5年度） 

全国メディア発信回数 

：35回（4年度）→45回（5年度） 

シティプロモーション関連イベントの実施 

：30回（4年度）→40回（5年度） 

「福井市応援隊」会員数 

：1,003人 

全国メディア発信回数 

：58回 
シティプロモーション関連イベントの実施 

：56回 

成
果
・
課
題 

シティプロモーション活動に積極的に取り組んだ結果、目標を達成することができました。 

北陸新幹線福井開業の年である今年度は、沿線都市である金沢市、白山市とコモンゲートでの観光物産

展を共催するほか、県及び各所属と連携したイベントを多数行うなど、これまで以上に積極的に取り組んでき

ました。福井市応援隊事業では、総会を開催したところ 90名の参加があり、会員相互の交流が図られました。

異業種交流会は、夢を抱き続けることをテーマに開催したところ、首都圏ばかりでなく他地域からの参加もあ

り、関係人口の増加につながりました。今後も本市のファンをさらに増やし、福井と首都圏のつながりを強める

ことに努めます。 

来年度も、嶺北連携中枢都市圏の他市町や県、関係団体等との連携を強化するとともに、他市東京事務

所との情報交換など広域的な連携をさらに進め、首都圏での認知度及びイメージの向上など引き続きシティ

プロモーション活動に強力に取り組んでいきます。 
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組織目標Ⅶ（Ⅰ） 人口減少に立ち向かうため、福井への新しい人の流れの創出・拡大に

取り組みます 

１１ 

 

人口の対流創出と人材還流の促進 
達
成
度 

 

実  行  内  容 

行
動
目
標 

本市とつながりのある都市部等の人材同士が交流する機会を創出し、本市での関わりしろと活躍の

場を広げていくことで、関係人口の深化を図ります。 

また、全国トップクラスを誇る子どもの学力、待機児童ゼロなど快適な子育て環境のほか、海にも

山にも近い立地条件、歴史、豊かな食といった本市の魅力や暮らしやすさを強力に発信するなど、U・

Iターン者の増加を目指します。 

取 

組 

内 

容 

〇関係人口の創出・拡大に向けた取組 

【関係人口“見える化”プロジェクトの実施】 

  ・オンラインコミュニティの開設（6月） 

  ・オンライン交流会の開催（計 5回） 

・関係人口サミットの開催（8月 20日、2月 12日） 

【ワーケーションの推進】 

・東郷地区でのワーケーションモニターの実施（2組） 

【県モデル事業「ふく育県留学」の実施】 

・本市での親子ワーケーションの実施（①12月 4日～10日：3組 ②12月 11日～17日：2組） 

〇移住定住の促進に向けた取り組み 

・移住相談の実施（相談件数 417件（2月末時点）） 

・移住フェアへの出展 東京（9月、10月）、大阪（7月、11月、1月）、名古屋（10月） 

・移住支援金実績 移住支援金（東京圏）13件、（全国型）77件 

・移住者イベント（女性を対象としたトークイベント）（7月 15日） 

・移住者交流会の開催（12月 1日） 

・福井県主催の相談会への参加（8月 12日：お盆相談会、12月 28日：年末相談会） 

・情報発信  テレビ（いいいじゅう） １回 

        ＷＥＢ（ワープシティ、JOINT、NLINKS、たびすむ、デュアルライフ、宝島社） 

指           標 

計画 結果・成果 

○総 15  関係人口創出事業に関わる市外の人の数 

： 44人（4年度）→50人（5年度） 

○総 16  本市へのＵ・Ｉターン者数 

：428人（4年度）→470人（5年度） 

○総 15  関係人口創出事業に関わる市外の人の数 

： 75人 

○総 16  本市へのＵ・Ｉターン者数 

：432人 

成
果
・
課
題 

これまで本市と関わりができた都市部の人材をオンラインで繋いだコミュニティの形成やワーケ

ーションの推進等に取り組んだ結果、関係人口に関する目標を達成することができました。 

来年度は、本市に滞在している潜在的な関係人口の掘り起こしや、親子ワーケーション等を通して、

本市での関わりしろを広げていくことで、関係人口の拡大につなげていきます。 

移住者の増加については、首都圏を中心に本市の魅力を発信した結果、東京圏からの移住者は増加

したものの、他地域からの移住者は伸び悩んだため、Ｕ・Iターン者数について目標を達成すること

ができませんでした。 

来年度は、新幹線開業により本市の注目度が増すことから、リニューアルしたホームページの充実

やＳＮＳ等の広告媒体を活用した情報発信を強化し、移住定住の促進に取り組んでいきます。 
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１２ ふるさと納税の推進 
達
成
度 

 

実  行  内  容 

行
動
目
標 

ふるさと納税制度の本来の趣旨を踏まえ、返礼品の充実を図るなど、本市の魅力的な地場産品を全

国に情報発信し、継続的な応援はもちろん、新たな寄附者を獲得することで、本市のファンの増加を

目指します。 

また、北陸新幹線福井開業を寄附拡大の契機と捉え、東京事務所等と連携した首都圏におけるＰＲ

活動など、ふるさと納税の更なる普及拡大に取り組みます。 

併せて、企業版ふるさと納税制度を周知し、本市の地方創生の取組に関心を持つ企業からの寄附に

繋げていきます。 

取 

組 

内 

容 

〇寄附増加に向けた取組 

・返礼品の最低寄附金額を 8千円から 4千円に変更（5月） 

・「ふるさとチョイス」、「楽天ふるさと納税」に、本市を代表する返礼品の特集ページ等を掲載（5月、9月、 

10月、11月、12月） 

・ふるさと納税事業者向け勉強会の実施（6月 23日） 

・「楽天ふるさと納税」のページのリニューアル（6月） 

・首都圏の物産展等で、ふるさと納税及び返礼品のＰＲ活動の実施（6月、11月、12月、2月） 

・楽天トラベルクーポンの導入や、ふくい桜マラソン 2024の出走権の追加(7月) 

 ・お盆の帰省に合わせ、ハピリンビジョンにて、寄附の呼びかけ動画を放映（8月 11日～16日) 

・新たなポータルサイト「ふるなび」、「マイナビふるさと納税」の開設（10月、11月） 

・返礼品パンフレットや季節版返礼品チラシの作成（夏版・冬版） 

・返礼品の拡充及びポータルサイト上のページ構成や画像の見直し（随時） 

〇寄附者の利便性向上 

・オンラインによるワンストップ特例申請の受付開始（5月） 

〇ふるさと納税に係る告示改正の対応 

・広告費など経費削減及び寄附金額（返礼品割合）の変更（10月～） 

○企業版ふるさと納税の営業活動 

 ・本市にゆかりのある企業への訪問及び制度説明 

指           標 

計画 結果・成果 

ふるさと納税寄附者数 

：10,664人（4年度）→34,000人（5年度） 

ふるさと納税寄附額：3億 4,564万円（4年度） 

→7億 5,000万円（5年度） 

ふるさと納税寄附者数 ：18,690人 

 

ふるさと納税寄附額   ：4億 4,367万円 

成
果
・
課
題 

返礼品の最低金額を下げることで返礼品の種類を充実したことや、楽天ふるさと納税ページのリ 

ニューアル、楽天トラベルクーポンの導入、新たに 2つのポータルサイト開設、首都圏でのＰＲ活動

など、積極的な取組により、寄附者数、寄附金額ともに過去最高を記録することができました。 

しかし、10月からの総務省の告示改正による「募集に要する費用」等の厳格化に伴い、返礼品割合

の引き下げ等の対応をしたことが影響し、年末の寄附が伸び悩んだ結果、目標を達成することはでき

ませんでした。 

来年度は、新たな返礼品登録事業者の発掘や、寄附に繋がりやすい定期便などの返礼品の開発を引

き続き行うほか、ポータルサイトの追加、北陸新幹線開業により増加が見込まれる旅行者を対象とし

た体験型返礼品や現地購入型返礼品の導入など、新たな取組を検討・実施していきます。 

さらに、福井にゆかりのある個人や企業への寄附依頼や、首都圏でのＰＲ活動などの取組を強化し

ていきます。 
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組織目標Ⅷ（Ⅱ） 地域の特色を活かした住民主体のまちづくり活動を支援し、活力ある

地域社会づくりを進めます 

１３ 
地区ビジョンの実現につながるまちづくり活動 

の推進 

達
成
度 

 

実  行  内  容 

行
動
目
標 

各地区のまちづくり組織が、自ら地域の未来を考え、その実現に向けて取り組むまちづくり活動を

支援するとともに、配置した地域担当職員が活動のサポートを行うなど、地域と市の協働によって課

題解決や活性化を進めていくことで「持続可能で活気あふれるまち」を目指します。 

さらに、地区の「地域未来づくりビジョン」策定に向けた取組を支援するとともに、ふるさと納税

を活用したクラウドファンディング（ガバメントクラウドファンディング）を通じた資金調達を支援

することで、まちづくり活動を推進していきます。 

取 

組 

内 

容 

○地域づくり事業への支援（地域の未来づくり推進事業） 

・「地域づくりコース」 ：48地区 

・「ビジョン策定」     ：1地区（前年度策定済み地区のビジョンの印刷） 

・「課題解決」       ：8地区 

・「地域連携コース」  ：6事業 

・「若手育成コース」  ：2事業 

○まちづくり組織への支援 

・ビジョン策定等に向けたお助け隊の派遣、地域担当職員と連携した相談対応（1地区） 

・ガバメントクラウドファンディング（GCF）による資金調達の支援（3事業） 

・ビジョン策定進捗の確認及び制度活用意向調査の実施、未策定地区に対する呼びかけ（9～11月） 

・各地区のまちづくり組織が集まる場で地域づくり事業の制度概要や取組事例の紹介、制度活用の呼び

かけ（3月） 

・来年度の制度活用に向けたオンライン説明会の実施（3月） 

・来年度の GCF活用に向けた相談対応（随時） 

○地区指定ふるさと納税の啓発 

・ＰＲ方法や制度周知の相談対応（随時） 

 

指           標 

計画 結果・成果 

地域未来づくりビジョン策定地区数（累計） 

   ：30地区（4年度）→35地区（5年度） 

地域未来づくりビジョン策定地区数（累計） 

：30地区 

成
果
・
課
題 

地域の未来づくり推進事業「地域づくりコース」では、未活用であった 1地区について働きかけを

行った結果、全地区が制度を活用し、積極的なまちづくり活動の実施につながりました。 

その一方、「ビジョン策定コース」では、5地区が地区ビジョンの策定に取り組みましたが、年度内

の完成には至らず、目標を達成することができませんでした。 

来年度は、策定中の 5地区はもとより、他の未策定地区にも呼びかけるとともに、ビジョン策定に

向けた支援を行うことで、地域のまちづくり活動の活性化を推進していきます。 

 

  

37



１４ 
持続可能な地域コミュニティ機能の保持、活性化 

ＤＸ 

達
成
度 

 

実  行  内  容 

行
動
目
標 

地域コミュニティ活動の主体である自治会の機能保持や活性化を図るため、未加入世帯に向けた加

入啓発を自治会連合会と協働で取り組むとともに、自治会のＤＸなどによる負担軽減、合併（グルー

プ化）の推進などに取り組みます。 

また、中山間地域には、地域集落支援員や特定集落支援員を配置し、コミュニティの状況把握を行

い、機能保持や活性化の支援により、集落の存続に努めます。 

取 

組 

内 

容 

○自治会未加入世帯への啓発強化 

・転入者や転居者に市民課窓口で「自治会加入のご案内」(チラシ)を配布(通年) 

・加入を促進するために改定した「自治会ガイドブック」の配布（4月） 

・自治会加入促進強化月間に向けた自治会標語の募集（7月～8月：応募総数 108点） 

【自治会加入強化月間の取組（11月）】 

・自治会加入啓発ポスターの作成と全自治会での掲示 

・新規加入者に粗品進呈 

・自治会加入促進動画をハピリンビジョンにて放映 

・自治会標語の最優秀作品（1点）及び優秀作品（4点）表彰 

○自治会による住民交流イベント等開催支援 

・自治会の活動を活性化させるため、新たな担い手の参画や住民の自治会への加入を促す新たな住

民交流イベントの開催を支援（10月～2月：51自治会等） 

○特に高齢化が進んだ集落への支援 

・特定集落支援員の配置（9名）と活動報告会の開催（9月） 

・今後の配置に係る検討（随時） 

○合併（グループ化）の推進 

・5世帯以下の自治会に対する自治会合併の推進（11月～：順化地区他 8地区（20自治会） 

・地区の会合等で合併補助制度について説明（11月～3月） 

○デジタル技術を取り入れた効率的な自治会運営の推進 

・市内全域を対象にしたスマホ教室（6～9月：34回 558人） 

・まちのデジタルサポーター養成講座（8月～12月：4回 31名） 

・各地区連合会長を対象としたデジタル技術活用の研修会（11月、2月） 

・まちのデジタル活用シンポジウム（1月 13日：約 60人） 

・スマホ講師養成講座（2月：3回 16人） 

・「デジタル化時代のまちづくりを考えるハンドブック」の制作（3月） 

・自治会活動デジタル化促進事業補助金（1地区） 

指           標 

計画 結果・成果 

○総 18 自治会加入世帯数：78,033世帯（4年度） 

→78,400世帯（5年度） 
○総 18 自治会加入世帯数：77,701世帯 

成
果
・
課
題 

自治会未加入世帯への加入啓発として、新規加入者への粗品進呈や標語を用いたポスター掲示に取

り組んだものの、市営住宅の取り壊しに伴う自治会の廃止もあり、目標を達成することができません

でした。来年度も、自治会長と連携し、未加入世帯に直接加入を呼びかけるとともに、転入時におけ

る加入の案内など、さらなる加入促進に努めます。 

また、地域コミュニティのＤＸ化を進めるため、スマホ教室やデジタルサポーター養成講座、スマ

ホ講師養成講座を開催したほか、自治会活動のデジタル化に向けた研修会やシンポジウムなどの啓発

活動を実施しました。来年度は、これらの取組を促進し、役員等の負担軽減など自治会活動の効率化

に向けた支援を進めていきます。 
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組織目標Ⅸ（Ⅲ） 北陸新幹線福井開業に向けて、「ふくい」の認知度向上やイメージア

ップに取り組みます 

１５ 首都圏等に向けての戦略的な情報発信の推進 
達
成
度 

 

実  行  内  容 

行
動
目
標 

北陸新幹線福井開業時に最大の効果が出るよう、首都圏等へ積極的に情報発信を行い、本市の認知

度向上やイメージアップを図ります。 

プロモーションの旗印であるイメージロゴ「福いいネ！」を活用して、市民や民間等と一体となっ

て、あらゆる機会を通じて福井の魅力を発信していきます。 

取 

組 

内 

容 

○「＃福いいネ」発信の呼びかけ 

・イベントで PR【10件】 （メロンまつり 6/24、上下水道展 7/17、FUKUI×人×魅力 8/26、200

日前シンポジウム 8/27、エチゼンクラフト 10/9、あげフェス 11/11、越前若狭紅白味自慢

11/26、もちもち満腹祭 12/2、北陸新幹線ウェルカムフェスタ 3/16、ふくい桜マラソン 3/31） 

・出前講座で PR【11件】 （明道中学校 5/16、越廼小中学校 6/8、森田中学校 6/9、成和中学校

6/16、羽水高校 6/23、明道中学校 7/10、中藤島公民館 8/3、羽水高校 8/27、棗中学校 11/16、

明道中学校 2/16、成和中学校 2/22） 

・大学連携事業で PR【2件】 （共立女子大学 6/8、福井大学 6/30） 

○「福いいネ！くん」の首都圏イベント等への参加件数【18件】 

1 JR上野駅出向宣伝 7 東京駅ｶｳﾝﾄﾀﾞｳﾝｲﾍﾞﾝﾄ 13 鉄道フェスティバル 

2 大宮マルイマルシェ 8 共立女子大学 PR 14 第一生命福いいネ！フェア 

3 日本橋三越マルシェ 9 神田カレーグランプリ 15 JR大宮駅出向宣伝 

4 おしょりん PR 10 浅草酉の市 PR 16 応援隊総会 

5 ご当地ｷｬﾗｶｰﾆﾊﾞﾙ 11 まるまるひがしにほん 17 葛西臨海公園水仙まつり 

6 KITTEイベント 12 埼玉盆栽美術館 PR 18 ｽﾍﾟｼｬﾙﾊﾟｰﾃｨｰ ｻﾊﾞﾃｨｰﾆ 

○CM動画「聞き覚えのある声の旅人」の制作及び東京駅ポスター制作等 

 ・CM動画「聞き覚えのある声の旅人」の公開(2/16～) 

＜CM放映：テレビ東京、福井テレビ、福井放送＞ 

 ・JR東京駅八重洲中央口でのポスター掲示や、山手線主要 15駅でのポスター連貼り（3/4～） 

・産経新聞東京 23区版での全面カラー広告掲載（3/26） 

○映画「おしょりん」を活用したプロモーション 

 ・「おしょりん」の全国公開(11/3～)に合わせ、首都圏でメガネ事業者と連携した出向宣伝を実施 

○北陸新幹線福井開業記念イベント「北陸新幹線ウェルカムフェスタ」（3/16・17） 

・周辺自治体の大野市、勝山市、永平寺町や県、民間企業、市民団体等と連携して開催 

 

指           標 

計画 結果・成果 

○総 52 福井駅の年間乗降者人員 
：658万人（4年度）→763万人 

インスタグラムでの「＃福いいネ」投稿件数 
（累計数）：41,579件（4年度）→55,000件 

福いいネ！くんの首都圏イベント等への参加件数 

：11件（4年度）→15件 

○総 52 福井駅の年間乗降者人員 
： 723万人（見込み） 

インスタグラムでの「＃福いいネ」 
投稿件数（累計数）：55,111件 

福いいネ！くんの首都圏イベント等への参加件数 

：18件 

成
果
・
課
題 

インスタグラムの投稿件数は、市内イベントや出前講座での「＃福いいネ」発信の呼びかけにより、目
標を達成することができ、福いいネ！くんの首都圏イベント等への参加についても計画通り実行でき
ました。 
福井駅の年間乗降者数については、能登半島地震の影響もあり、わずかに達成できませんでしたが、
著名人とのコラボによる CMの放映や、JR主要駅でのポスター集中掲載など首都圏等でのプロモーシ
ョンにより、本市の認知度の向上と開業に向け機運を醸成することが出来ました。 

来年度も開業効果の最大化に向け、引き続き様々な機会をとらえながら首都圏等への情報発信を行

います。 

39



１６ 市民等の機運醸成の促進 
達
成
度 

 

実  行  内  容 

行
動
目
標 

北陸新幹線福井開業を広く周知し市内全体での機運醸成を図るため、節目ごとに実施するカウント

ダウンイベントのほか、市民参加型の各種イベントなど様々な機会をとらえて積極的な PR に努めま

す。市民をはじめ関係団体が一体となって、来訪者を温かくお迎えする「おもてなしプレーヤー」の

育成や支援に取り組みます。 

取 

組 

内 

容 

○「福いいネ！くん」の市内イベント等への参加 (54件) 

1 エンジョ eat 19 耐震イベント 37 足羽山撮影 

2 自転車安全啓発 20 FUKUI×人×魅力 38 子どもフェス 

3 ニコニコ超会議 21 200日前シンポジウム 39 紅白味自慢 

4 田植えイベント 22 カウントダウンボード 40 ふくあかりオープニング 

5 全国市長会 23 救急の日イベント 41 もちもち満腹祭 

6 禁煙イベント 24 マスターズ 42 桜の花制作ワークショップ 

7 金福すいかお披露目会 25 おしょりん PR撮影 43 イメージ動画撮影 

8 養浩館土屋公雄展 26 クリーンアップ大作戦 44 駅前清掃活動 

9 メロンまつり 27 観光交流センター完成 45 耐震防災イベント 

10 公務員 YouTuber 28 エチゼンクラフト 46 開業ウェルカムフェスタ 

11 上下水道展 29 東海北陸大会 47 ふくい桜まつり 

12 福いいネ！くん誕生会 30 越前ふくいマルシェ 48 ふくい桜マラソン 

13 福いっぱい作戦 31 租税教室 49 明道中学校出前講座① 

14 橘曙覧イベント 32 中部縦貫ウォーキング 50 明道中学校出前講座② 

15 フェニックス祭り 33 児童虐待防止 51 成和中学校出前講座 

16 100万人のマーチング 34 わくわく体験フェスタ 52 越廼小中学校出前講座 

17 森田浜保育園訪問 35 中央公園イベント 53 明道中学校ぼんぼり制作 

18 ふるさと納税イベント 36 あげフェス 54 成和中学校ぼんぼり制作 

 

○ボランティア・NPO・地域活動団体等とのミーティングや開業イベントへのおもてなしプレー 

ヤー参加 (合計 493人) 

月日 団体等 人数 内容 

4/27 朝倉氏遺跡保存協会 4人 シンポジウムへの参加 

8/20 NPO法人福井芸術・文化フォーラム 25人 映画制作ワークショップ 

10/29 人形劇団とんと 6人 語るパフォーマンス 

12/2 越前和紙の会 88人 桜の花制作ワークショップ 

12/3 アルマス・バイオコスモス研究所 31人 おもてなしワークショップ 

3/13 JT、JA、NTT、北陸電力、駅前商店街ほか 150人 駅前清掃ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱへの参加 

3/16 
3/17 

馬鹿ばやし、奥越太鼓、勝山左義長、天龍太
鼓、福和会ほか 

189人 
開業記念イベントへの参加 

 

指           標 

計画 結果・成果 

福いいネ！くんの市内イベント等への参加件数 
：36件（4年度）→50件 
おもてなしプレーヤー育成事業参加者数 
：174人（4年度）→250人 

福いいネ！くんの市内イベント等への参加件数 
：54件     

おもてなしプレーヤー育成事業参加者 
：493人 

成
果
・
課
題 

市内の各種イベントや出前講座など、様々な機会を捉えて北陸新幹線福井開業の PR を行うととも

に、ボランティアグループやまちづくり団体、企業、地域住民など、開業に向けておもてなし活動を

担っていく方々との個別ミーティングやイベントで連携しながら機運醸成を図りました。 

また、北陸新幹線福井開業にあわせ、JR福井駅周辺や中央公園を会場に、4市町（福井市・大野市・

勝山市・永平寺町）連携による開業記念イベント「北陸新幹線ウェルカムフェスタ」を開催し、多く

の来場者で街が賑わいました。 
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組織目標Ⅹ（Ⅳ） 女性が輝きいきいきと暮らせる社会の実現及び若者の結婚への意識向

上に向けた取組を進めます 

１７ 
女性が輝きいきいきと暮らせる社会の 

実現 

達
成
度 

 

実  行  内  容 

行
動
目
標 

女性がいきいきと活躍できる社会の実現のため、企業向けには、WEB 診断システム「Fukurea（フク

リエ）」の活用に加え、男性の育児休業取得を進めるなどのワーク・ライフ・バランスを推進するとと

もに、女性があらゆる分野でリーダー的役割を果たし、活躍できる機会の拡大を目指します。 

さらには、家庭における男性の家事・育児への参画を促し、女性の負担軽減を図るとともに、男女双

方の意見が取り入れられた地域活動等になるよう、地域での男女共同参画意識を醸成します。 

取 

組 

内 

容 

〇女性活躍応援事業 
・Fukurea導入促進（通年）：導入勧誘企業数 26社、導入企業数 23社 
・働く女性の交流会（7･8･9･10月）：参加者 42人 
・企業×多様な働き方 優良事例発表会 online（2月）：参加者 42人（33企業） 
・家事・育児シェア見える化シート活用講座（5・7・8・9・10・11月）：参加者 276人 
・パパ家事応援講座（10・12・1月）：参加者 59人 
・ライフデザイン出前講座（6～12月・9回）：参加者 211人 
○パパ育休 100％チャレンジ事業 
・男性育休事例紹介オンラインセミナー：参加者 17人 
・モデル企業 3社にアドバイザーを派遣し、各社の取組内容を情報発信 
〇市の審議会・委員会等委員への女性の参画拡大 
・女性登用事前協議書の提出依頼（改選時）：53審議会等 
・「女性登用率挑戦アップシート」を活用した女性登用促進策の協議（登用率 40％未満）：25審議会 
等 
・女性登用率が数値目標に満たない審議会等を所管する部局長への働きかけ：10部局 
〇男女共同参画推進地域事業 
・市内全域意識啓発事業（テーマ研修会、市民アンケートの実施・結果分析、情報誌アイアム発刊） 
・男女共同参画推進員 中間報告会（3月）：参加者 43人 

指           標 

計画 結果・成果 

○総 20 女性活躍などの取組が可視化できる WEB診

断システム「Fukurea」の導入企業数 

（累計）：92社（4年度）→115社（5年度） 

○総 21 市の審議会・委員会等委員に占める女性の

割合：34.4％（4年度）→40.5％（5年度） 

○総 20 女性活躍などの取組が可視化できる WEB診

断システム「Fukurea」の導入企業数 

（累計） ：115社 

○総 21 市の審議会・委員会等委員に占める女性の 

割合：35.4％ 

成
果
・
課
題 

WEB診断システム Fukureaについては、交流会に参加した企業を中心に説明を行い、導入を促進した

結果、目標を達成することができました。今後も女性活躍やワーク・ライフ・バランスの推進など、企

業の自主的な取組を促していくため、Fukureaの活用拡大を図っていきます。 

また、今年度新たにチャレンジみらい予算を活用した「パパ育休 100％チャレンジ事業」を実施し、

育休取得の増加や社内育休第１号によるロールモデル形成、業務の属人化解消などに繋がりました。

引き続き、仕事と家庭を両立出来る職場環境づくりに取り組む企業を増やすため、モデル企業の取組

内容を広く周知していきます。 

市の審議会・委員会等委員に占める女性の割合向上については、委員の推薦元となる地域の各種団

体に女性の委員が増えるよう、男女共同参画推進員の意識啓発活動や中間報告会等を通じて、女性の

地域活動参画への働きかけを行ってきました。目標値には至りませんでしたが、今後もあらゆる分野

の意思決定過程に男女双方の視点が反映されるよう、地域における男女共同参画意識の醸成や地域活

動への女性の参画拡大へ向けて、積極的に取り組んでいきます。 
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１８ 若者の結婚への意識向上 
達
成
度 

 

実  行  内  容 

行
動
目
標 

若者の未婚化・晩婚化に歯止めをかけるため、誠実に結婚を希望する男女を対象に、様々な結婚支

援を実施していきます。 

ふくい婚活サポートセンター「ふく恋」と連携し、身だしなみやコミュニケーション等の学びと出

会いの場を提供する「婚活スクール」を開校します。 

また、20代の社会人向けに、結婚・子育てなど様々な将来を描く未来デザイン講座を開催し、若者

が結婚に前向きなイメージが持てる意識を醸成します。 

これらの取組を通じ、男女の結婚意識を高め、出会いから交際、結婚に至るまで一貫した支援を行

うことで、より多くの若者の結婚が叶えられるよう後押しします。 

取 

組 

内 

容 

○婚活スクール 学びの場（婚活講座） 

・婚活スタートアップセミナー（5･10月）：男性参加者 34人、意欲向上率 97.0％ 

・婚活スキルを高める個別レッスン講座（6･7･10･11月）：男性参加者 44人、意欲向上率 93.2％ 

・わたし磨き Lesson（5･7･9･12月）：女性参加者 66人、意欲向上率 88.9％ 

・親のための結婚応援セミナー（7月）：参加者 37名 

・婚活意識改革セミナー（10月）：女性参加者 6人、意欲向上率 80.0％ 

〇婚活スクール 出会いの場（婚活イベント） 

・恋するオトナ婚（7月）：参加者 38人、意欲向上率 94.6％、引合せ成立数 20人 

・婚活お試し ゆるり婚（8月）：参加者 29人、意欲向上率 100％、引合せ成立数 11人 

・おうちでゆるり婚オンライン（12月）：参加者 10人、意欲向上率 100％、引合せ成立数 6人 

・恋するオトナ婚（1月）：参加者 36人、意欲向上率 91.7％、引合せ成立数 15人 

〇ふくい婚活サポートセンター「ふく恋」マッチングシステム 

・会員数 1,056人のうち市内 394人、交際人数 113人 

〇未来デザイン出前講座（7･12月）：参加者 75人、意欲向上率 88.7％ 

○結婚生活スタートアップ応援事業：結婚生活補助金申請 58件、結婚支援金申請 107件 

指           標 

計画 結果・成果 

結婚意識が明確になり、さらに結婚への意欲が高ま 

った割合：90.0％以上 

結婚意識が明確になり、さらに結婚への意欲が高ま 

った割合：92.4％ 

成
果
・
課
題 

結婚意識や婚活スキルを向上させる講座開催のほか、婚活イベントで 52人の引合せ（連絡先交換）

が成立しました。また、福井市縁活お助け人（仲人ボランティア）によるイベント後の交際サポート

やお見合い相手の紹介を行い、今年度はこれまでの事業参加者のうち 4人から成婚の報告がありまし

た。 

県と全市町で構成するふくい婚活サポートセンター「ふく恋」のマッチングシステムでは、市内会

員のうち、今年度は 13人が成婚に至りました。 

さらに、10月から新婚世帯の新生活に伴う経済的負担を軽減する「結婚生活スタートアップ応援事

業」を実施し、結婚を希望する若者を後押しするとともに、若い世代の結婚に対する機運醸成を図り

ました。 

今後も引き続き、若い世代の結婚意識や意欲を高める講座・交流会や、結婚生活の経済的負担を軽

減する補助金の支給により結婚に前向きな機運醸成を図るとともに、ふくい婚活サポートセンター

「ふく恋」と連携して「婚活スクール」を開校し、出会いから交際、結婚に至るまで一貫した支援を

総合的に行っていきます。 
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財政部 成果報告 

 

財政部長   清 水  拓  

部局達成度 
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組織目標ごとの達成状況 

Ⅰ．福井市財政計画を確実に実行し、持続可能な財政運営に取り組みます 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 本市財政は、北陸新幹線福井開業に伴う関連経費が増大するとともに、新学校給食センタ

ーや図書館などの大型施設整備費が増大したほか、社会保障経費についても大幅に増加する

など厳しい状況となっております。 

このような中、財政運営については、健全で持続可能な財政運営の実現を目指し、福井市

財政計画（令和 4年度～8年度）に掲げた 6つの取組を着実に実行し、令和 4年度の決算剰

余金の一部を財政調整基金に積み立てるなど、財政健全化に努めました。 

 さらに、施設マネジメントについては、施設マネジメントアクションプラン第 2期の策定

や部局横断による課題検討を実施するとともに、未利用地や不用物品の売却、財産の貸付等

を行い、さらなる収入の確保にも努めました。 

加えて、財政運営の根幹をなす市税等については、税に関する正しい理解を深める取組を

行ったほか、収納においては、期限内納付の徹底、生活状況に応じた納税相談など、早い段

階での滞納処分の執行に努めた結果、ここ数年高い収納率を維持し財源確保を図ることがで

きました。 

今後、ごみ処理施設整備事業等の大型公共事業が本格化する中、市債残高は増加見込みで

あり、これまで以上に厳しい財政状況が見込まれますが、引き続き、福井市財政計画の取組

を進め、財政調整基金繰入に頼らない収支均衡した予算を編成するとともに、安定的な市税

収入の確保や公共施設の適切な管理等により後年度の負担軽減に努めます。 

 福井市財政計画に掲げた 6つの取組を着実に実行するなど、財政健全化に努めました。 

令和 4年度の決算剰余金の一部を財政調整基金に積み立て、年度末の積み立て残高の目標

を達成することができました。 

また、ごみ処理施設整備事業等の大型公共事業が本格化する中、令和 6年度当初予算にお

いても、財政調整基金繰入に頼らない、収支均衡した予算を編成することができました。 

今後、大型公共事業の本格化により、市債残高は増加見込みですが、交付税措置の無い市

債の発行を抑制するなど、後年度負担の軽減に努めます。 
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Ⅱ．施設マネジメント計画に基づき、公共施設の計画的な整備・維持管理及びＰＰＰ/ＰＦＩ推進

に努めるとともに、財産の利活用を進めます 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅲ．入札契約における透明性・公正性の向上及び効率的な行政運営を行うため、入札契約制度の改

善に取り組みます 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅳ．市税に対する正しい知識と理解を深めるため、市税に関する周知啓発に取り組みます 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅴ．市税等収納率の維持・向上に向けた取組を推進します 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 施設マネジメントを推進するため、施設マネジメントアクションプラン第 2期の策定や部

局横断による課題検討を実施しました。 

 また、未利用地や不用物品の売却、財産の貸付等を行い、収入の確保に努めました。 

 来年度も、引き続き施設マネジメントの推進を図ります。 

 

 

 電子契約は、4月から「建設工事」「建設コンサルタント業務」に、10月から「物品」「印

刷」「修繕」に導入し、その結果、市や事業者の契約に係る経費や事務負担を軽減することが

できました。 

 入札参加資格のオンライン申請利用促進は、ＨＰへの情報掲載やオンライン申請義務化の

対象拡大等、引き続きオンライン申請利用促進に取り組んでいきます。 

 今後も、入札契約における透明性及び公正性、並びに事務効率の更なる向上を図り、市民

の信頼確保に努めていきます。 

 

税に関する正しい理解を深める取組である出前講座を、様々な媒体を用いて効果的に PR

しました。 

その結果、出前講座については目標回数を開催することができました。 

引き続き、すべての年齢層に向けて、市税に関する啓発活動に取り組んでいきます。 

 

 

 市税等収納率については、期限内納付の徹底、生活状況に応じた納税相談、財産調査に基

づく適切な差押えなど、早い段階での滞納処分の執行に努めた結果、ここ数年高い収納率を

維持しています。 

 引き続き、効率的で効果的な滞納整理を進めるとともに、口座振替の更なる加入促進や多

様な納付方法など、納税者の利便性向上に向けた取組を強化することで、安定的な税収確保

に努めます。 
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Ⅰ．福井市財政計画を確実に実行し、持続可能な財政運営に取り組みます 

１ 健全で持続可能な財政運営の推進 
達
成
度 

 

実  行  内  容 

行
動
目
標 

福井市財政計画（令和 4～8 年度）に掲げた 6 つの取組を着実に実行することで、健全で持続可能

な財政運営の実現を目指します。 

そのため、計画に基づいた予算執行と財政調整基金の積立てを行うとともに、予算編成においては、

基金繰入に頼らない収支均衡した財政構造を継続していきます。 

また、計画の進捗状況について、「福井市行政改革推進委員会財政健全化専門部会」を開催し、検

証するとともに、市民への周知に努めます。 

取 

組 

内 

容 

〇令和 6年度当初予算の編成 

 ・第八次総合計画実施計画を反映した予算編成 

 ・事業のスクラップを含めたゼロベースでの見直しによる歳出のスリム化 

 ・財産収入やふるさと納税など、財源確保の取組 

〇財政健全化 

 ・財政計画の進捗管理 

 ・市債残高の縮減（交付税措置のない市債の借入を抑制） 

 ・財政調整基金の積立 

 ・財政健全化専門部会の開催（10月、3月） 

 

指           標 

計画 結果・成果 

基金繰入に頼らない予算編成 

：当初予算における財政調整基金及び減債基金の取

り崩し額ゼロ 

財政調整基金残高（令和 5年度末）：39億円以上 

（令和 8年度末残高目標 50億円以上） 

市債残高（令和 5年度末）：894億円以下 

基金繰入に頼らない予算編成 

：令和 6 年度当初予算において、基金（財政調整基

金）繰入に頼らない予算を編成 

財政調整基金の積立（令和 5年度末残高） 

：39.0億円 

市債残高（令和 5年度末）：884億円 

〈参考〉福井市財政計画（5年度末推計）956億円 

成
果
・
課
題 

原油価格・物価高騰への対応に関する事業は、国の交付金を活用して、財政健全化と両立して実施

しました。 

 財政調整基金の積立については、地方財政法に基づき決算剰余金の一部を積み立て、年度末目標を

達成することができました。 

財政健全化の進捗管理については、行政改革推進委員会内に設置した財政健全化専門部会におい

て、市民の代表や専門家からの意見を聴きながら財政計画を確実に実行してきました。 

今後、新ごみ処理施設整備をはじめとする大型公共事業の本格化により、市債残高の増加が見込ま

れますが、交付税措置の無い市債の発行を抑制するなど、後年度負担の軽減に努めます。  
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Ⅱ．施設マネジメント計画に基づき、公共施設の計画的な整備・維持管理及びＰＰＰ/ＰＦ

Ｉ推進に努めるとともに、財産の利活用を進めます 

２ 

                        

施設マネジメントの推進          
達
成
度 

 

実  行  内  容 

行
動
目
標 

市有施設全体の最適化、長寿命化及び更新コストの平準化を図り、将来にわたり安定的に行政サー

ビスを提供するため、施設マネジメントを推進します。そのため、施設マネジメントアクションプラ

ンを着実に実行するとともに、部局横断による課題検討にも取り組みます。 

 また、利用しなくなった財産については、売却や PPP/PFI手法による貸付など一層の利活用を図り

ます。 

取 

組 

内 

容 

○部局横断による施設マネジメントの実施 

・少年自然の家の今後の方向性について：検討会議（2回)、所属長会議（1回） 

・企業局庁舎の今後の方向性について ：検討会議（1回）、所属長会議（1回） 

・伊自良館の今後の方向性について  ：検討会議（1回） 

○施設マネジメントアクションプラン第 2期の策定 

・会議の開催等：施設マネジメント審査部会（4回）、公共施設等総合管理本部会議（2回） 

※9/1公共施設等総合管理本部会議にて承認 

・パブリック・コメントの実施 

募集期間：6月 28日～7月 18日  募集結果：提出者 4人、意見数 8件 

○施設マネジメントに関する研修会の開催 

・ファシリティマネジメント研修会（ふくい嶺北連携中枢都市圏事業） 

 ①富山市における官民連携の本当のところ（講師：富山市行政経営課 廣木美徳氏） 

開催日：8月 1日   参加者：会場 58名、オンライン 9名 

 ②公民連携による施設整備のすすめ～大和リースの PPP事業～ 

（講師：大和リース株式会社福井営業所 中山博滋氏） 

  開催日：2月 1日   参加者：会場 35名、オンライン 10名 

○財産の利活用  11,028万円 

・売却収入   8,111万円  旧研修センター跡地、大森団地 2件、車両 14台 

・貸付収入   2,730万円  土地 55件、建物 4件、地下食堂、旧ガスショールーム 

自販機 33台 

・広告収入    187万円  案内地図板、窓口受付システム 

〇ネーミングライツの導入（フェニックスプラザ内「大ホール」） 

・パートナー：TAKAIホールディングス(株)  ・愛称：エルピス大ホール 

・命名権料：1,012,000円/年  ・期間：R6.4.1～R11.3.31（5年間） 

指           標 

計画 結果・成果 

部局横断による施設マネジメントの実施 

施設マネジメントアクションプラン第 2期の策定 

部局横断による施設マネジメントの実施 

施設マネジメントアクションプラン第 2期の策定 

成
果
・
課
題 

施設マネジメントを推進するため、部局横断による課題検討や施設マネジメントアクションプラン

第 2期の策定など、それぞれ目標どおりに取り組むことができました。 

また、財産の利活用については、旧研修センター跡地や大森団地の 2区画、不用物品の売却、財産

の空きスペースの貸付等を行い、収入の確保に努めました。 

来年度は、上記の取組を継続するとともに、今年度策定した施設マネジメントアクションプラン第

2期（令和 6～10年度）を着実に実行し、引き続き、施設マネジメントの推進を図ります。 
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Ⅲ．入札契約における透明性・公正性の向上及び効率的な行政運営を行うため、入札      

  契約制度の改善に取り組みます 

３ 入札契約制度の改善 ＤＸ 
達
成
度 

 

実  行  内  容 

行
動
目
標 

入札参加者の負担軽減や利便性向上、事務効率化を図るため、自治体ＤＸを推進するとともに、入

札契約に係る手続き及びその運用の改善を進めます。 

そのため、電子契約クラウドサービスを利用し、工事請負等における電子契約の普及拡大に努めま

す。 

また、入札参加資格の申請手続については、オンライン申請の利便性をＰＲし、利用率向上を図り

ます。 

取 

組 

内 

容 

〇電子契約の普及拡大 

 ・電子入札業者説明会の実施 

 ・4月～ 「建設工事」及び「建設コンサルタント業務」の当初契約に電子契約導入 

  （電子契約件数：当初契約分 530件） 

 ・9月～ 「建設工事」及び「建設コンサルタント業務」の変更契約に電子契約導入 

  （電子契約件数：変更契約分 288件） 

 ・10月～「物品」「印刷」「修繕」の当初契約に電子契約導入 

  （電子契約件数：当初契約分 21件） 

 ・庁内における各種事務フローの整備 

 

〇入札参加資格のオンライン申請利用促進のための広報の実施 

 ・5月 25日号の市政広報においてオンライン申請の周知 

 ・契約課ホームページにおいてオンライン申請の周知 

 ・入札参加資格審査申請者へのオンライン申請の周知チラシの配布 

指           標 

計画 結果・成果 

電子契約による契約数：250件以上 

入札参加資格のオンライン申請利用促進のための 

広報の実施 

電子契約による契約数：839件 

入札参加資格のオンライン申請利用促進のための 

広報の実施 

成
果
・
課
題 

電子契約は、4 月から「建設工事」「建設コンサルタント業務」に、10 月から「物品」「印刷」「修

繕」に導入し、事業者等に積極的な周知を図り、電子契約のメリットを理解してもらうことにより、

電子契約数の目標を達成することができました。 

 令和 6 年 4 月から電子契約を導入する「一般業務」「リース」については、契約事務を発注課が行

っているため、庁内における事務フローやマニュアルの整備等、全庁的な取り組みを進めていきます。 

入札参加資格のオンライン申請利用促進は、広報紙やＨＰへの情報掲載、個別通知、オンライン申

請義務化の対象拡大等、引き続きオンライン申請利用促進に取り組んでいきます。 
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Ⅳ．市税に対する正しい知識と理解を深めるため、市税に関する周知啓発に取り組みます 

４ ○新市税に関する周知啓発 
達
成
度 

 

実  行  内  容 

行
動
目
標 

市税に対する正しい知識と理解を深めるため、小中学生や近い将来社会を担う高校生・大学生をは

じめ、企業や市民グループなどすべての年齢層に向けて、出前講座など啓発活動に取り組みます。 

取 

組 

内 

容 

〇出前講座の開催（3回） 

 ・和田小学校 6年生（6月 30日） 

 ・福井工業大学 1回生（11月 14日） 

 ・西藤島小学校 6年生（1月 26日） 

○出前講座の周知 

 ・市ホームページ、SNS（X(旧 Twitter）、Instagram、Facebook） 

 ・広報ふくい（11月 10日号） 

 ・デジタルサイネージ（ショッピングシティベル）（11月） 

 ・従業員規模の大きい市内 10事業所へのチラシ送付（11月 1日） 

○租税教育教材の作成・配付 

 ・小学 6年生向けの教材（かるた）を作成し、市内全小学校へ配付（1月） 

 

 

指           標 

計画 結果・成果 

出前講座の開催回数 ： 3回以上 出前講座の開催回数 ： 3回 

成
果
・
課
題 

 税に関する正しい理解を深めるため出前講座などの啓発活動が必要であり、様々な媒体を活用しな

がらこれら取組を効果的に PRしました。 

 市ホームページへの掲載だけでなく、SNSの活用、広報ふくいやデジタルサイネージへの掲載、市

内の事業所へのチラシ送付など、更なる周知に取り組み、出前講座については小学生と大学生に対し

3回実施し、計画指標を達成することができました。 

 今年度は企業向けの出前講座の応募がなかったことから、今後も様々な企業に対し継続的に啓発活

動に取り組んでいきます。 
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Ⅴ．市税等収納率の維持・向上に向けた取組を推進します 

５ 
市税等収納率の維持・向上に向けた取組を推進 

します 

達
成
度 

 

実  行  内  容 

行
動
目
標 

租税負担の公平性を維持するとともに、財政運営の根幹をなす市税等の収入を安定的に確保するた

め、効果的な納税の勧奨や指導を早期に実施します。併せて、財産や生活の状況に応じた滞納整理に

取り組み、市税等収納率の維持・向上に努めます。 

特に、期限内納付の徹底など現年度課税分の徴収強化により、翌年度以降の滞納税額の抑制を図り

ます。 

また、納め忘れや対人接触のない口座振替の更なる加入促進を図るとともに、利便性を図るため導

入した多様な納付方法について納税者への周知に努めます。 

取 

組 

内 

容 

〇夜間・休日納税相談窓口の開設【夜間 2日、休日 6日 計 8日間実施】（2月末現在） 

 ・相談件数      64件 

 ・納付金額   703,050円 

 

〇滞納処分の実施（2月末現在） 

 ・差押件数     2,325件（対前年同月比 ＋ 350件） 

 ・公売件数 不動産  38件※（対前年同月比 － 19件） 
 ※インターネット公売 3件含む 

 

〇口座振替の勧奨 

 ・殿下連絡所にて口座振替出張受付開設（6月 23日） 

・民生児童委員協議会連合会にて周知（7月 6日） 

 ・自治会連合会理事会にて周知（7月 28日、2月 14日） 

 ・納税組合員に対し制度廃止の通知と併せて口座振替を勧奨（9月 15日） 

 ・「納税が便利で簡単に！」ＣＭ動画制作・放映（CATV・YouTube・指定金融機関デジタルサイネージ）（9月～） 

 ・指定金融機関窓口にて口座振替出張受付開設（2月 15日） 

指           標 

計画 結果・成果 

市税 現年課税分収納率 

：99.5％（4年度見込み）→99.5％以上（5年度） 

国民健康保険税 現年課税分収納率 

：96.7％（4年度見込み）→97.0％（5年度） 

市税 現年課税分収納率：99.5％（見込み） 

 

国民健康保険税 現年課税分収納率 

：96.3％（見込み） 

成
果
・
課
題 

 市税の現年課税分収納率は、期限内納付の徹底、生活状況に応じた納税相談、財産調査に基づく適

切な差押えなど、早い段階での滞納処分の執行に努めた結果、目標を達成できる見込みです。 

 国民健康保険税の現年課税分収納率については、差押強化月間を設けるなど市税同様の滞納整理に

努めましたが、自営業者や高齢者等、所得の不安定な方が多いという構造的な問題に加え、物価高騰

による影響もありました。 

今後も引き続き、口座振替のさらなる加入促進及び電子納税など納税者の利便性向上に向けた取組

を強化していきます。 
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市民生活部 成果報告 

 

市民生活部長   伊 藤 直 樹  

部局達成度 
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組織目標ごとの達成状況 

Ⅰ．市民の多様なニーズに対応するため、デジタル技術を活用し、窓口サービスの利便性の向上を

図ります 

 

 

 

 

 

 

  

各種証明書のコンビニ交付サービスの普及については、年間を通して広報を行い、利便性

やメリットの周知に努めたことにより、利用者が増加し、市民サービスの向上を図ることが

できました。 

 市民意識調査については、回答率が伸び悩みましたが、パブリック・コメントや市政出前

講座など、様々な方法を通し幅広く市民の意見等を聴くことで、市民ニーズの把握に努めま

した。 

ゼロカーボンシティの実現については、中長期的な計画である「脱炭素ビジョン」の 

令和 6年度策定に向けて、令和 5年度に原案の作成を行いました。 

市有施設におけるエネルギー使用量についても、目標を達成しています。 

また、新ごみ処理施設整備については、令和 6年 3月に施設建設工事に着手しました。 

 

全体としては、5 つの組織目標に取り組んだ結果、行動目標についてはほぼ達成できてい

ます。今後も、住みよい環境の中で安心して市民生活が送れるよう、窓口サービス、消費者

相談、環境、ごみ処理等、各分野において取組を進めていきます。 

 マイナンバーカードを活用した各種証明書のコンビニ交付サービスは、交付手数料が窓口

より 100円安く、市役所の開庁時間外にも利用できるといった利便性の周知が進み、利用件

数が増えました。それに伴い、市役所証明書交付窓口の混雑緩和も図られました。 
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Ⅱ．市民が主体となるまちづくりを推進するため、広く市民の提言等を市政に反映します 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅲ．消費者行政の充実を図り、安全安心な消費生活を支えます 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅳ．ボランティアの力を高め市民と行政が力を合わせる協働のまちづくりを進めます 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅴ．ゼロカーボンシティの実現に向けた司令塔としての役割を果たすとともに、豊かな自然環境

や良好な生活環境の保全、廃棄物の減量や適正処理等の取組を推進します 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 市民意識調査では、福井市の総合計画に基づく各種施策に対する市民の満足度やニーズを

把握し、今後の市政運営の方向性を探ることができました。 

 実施にあたっては、紙の調査票での回答方法に加え、より便利なインターネットからの回

答を促すことにより、インターネットでの回答率は、前回を上回る結果となりました。 

 また、「パブリック・コメント」や「フェニックス通信」等を通して、市民の意向等を把握

し、市の取組の参考とすることができました。 

 多様化する消費生活相談に適切に対処できるよう、国民生活センターや福井県消費生活セ

ンターが実施する研修に積極的に参加し相談解決力の強化に努めました。 

 また、市民への啓発活動として JR福井駅前での街頭啓発、市内大学等でのパネル展示等、

市民向け講演会や成人式案内ハガキへの広告掲載等を通じ、幅広い年代層へ的確な情報発信

を行い、消費者行政の充実を図りました。 

 

 市民と行政との協働によるまちづくりについては、市民活動団体への「ふくい市民活動基

金」による助成、運営力向上を図る講座や助成金活用説明会等を開催するとともに、市職員

に対しても協働の意識醸成のための研修を実施し、市民協働の推進につなげました。 

また、ボランティア活動の支援については、活動のきっかけづくりや継続につながるよう、

各種ボランティア講座の開催やコーディネーターによる活動相談、ボランティアネット等に

よる情報発信をしました。災害ボランティアについては、総合防災訓練への参加、連絡会構

成団体との開設訓練・研修など実践的な訓練を実施し、災害ボランティアセンターの運営力

の向上に取り組みました。 

 ゼロカーボンシティ実現に向けた取組については、中長期的な計画である「脱炭素ビジョ

ン」の策定に向け、令和 4年度に実施した基礎調査を基に原案の作成を行いました。市有施

設におけるエネルギー使用量については、目標を達成しましたが、引き続き使用量の削減に

ついて全庁的な意識の改革を進めていきます。     

また、自然環境の保全と環境教育の拡充を図るため、福井市自然ファンクラブの登録者数

や環境講座への参加者数を増やし、環境に対する市民意識の向上を図りました。 

ごみの発生抑制や資源化については、可燃ごみに多く含まれている紙資源の分別排出を促

進するため、ナッジ理論を活用した雑がみ分別袋を小中学生に配布し、分別方法等の周知・

啓発活動を強化するとともに、マル優エコ事業所の登録社数を増やし、3Ｒの推進を図りま

した。 

生活環境の保全については、大気や河川などの環境調査に加え、公害の未然防止のため、

事業場への立入・調査を行うとともに、企業向け研修会を開催しました。廃棄物の適正処理

については、許可・届出の審査や処理施設設置事業場等への立入・調査、不法投棄や不法焼

却防止の啓発・パトロールを行うとともに、高濃度 PCB 廃棄物の適正処理に係る指導を行い

ました。 

新ごみ処理施設整備については、令和 6年 3月から施設建設工事に着手しました。 
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Ⅰ．市民の多様なニーズに対応するため、デジタル技術を活用し、窓口サービスの利便性

の向上を図ります 

１ ○新マイナンバーカードを使用した 

コンビニ交付サービスの利用促進 ＤＸ 

達
成
度 

 

実  行  内  容 

行
動
目
標 

市民の多様なニーズへの対応や、窓口業務の混雑緩和を図るため、コンビニ交付サービスの利用を

促進します。 

サービスセンターや連絡所、市民課窓口におけるポスター掲示や、チラシの自治会回覧を行うこと

で、コンビニ交付サービスのメリットを周知するとともに、証明書交付に必要なマイナンバーカード

の交付を進めていきます。  

また、市庁舎内のマルチコピー機を来庁者に実際に利用いただくことで、コンビニ交付サービスの

利便性を理解いただき、今後の利用促進につなげます。 

取 

組 

内 

容 

〇本市庁舎１階のマルチコピー機でコンビニ交付サービスを開始（4月 11日） 

〇コンビニ交付サービスの利用促進チラシを自治会に依頼して全戸回覧（5月） 

〇マイナンバーカード新規取得者に配付するチラシの中で、コンビニ交付サービス利用を案内 

〇市民課窓口封筒に、コンビニ交付サービス利用案内広告を掲載 

〇市民課窓口におけるポスター掲示 

〇市民課窓口でマイナンバーカードをお持ちの方に、コンビニ交付サービス利用を紹介 

〇新聞広告掲載（1月 14日） 

 

指           標 

計画 結果・成果 

各種証明書のコンビニ交付の割合 

：15.8％（4年度）→20％（5年度） 

各種証明書のコンビニ交付の割合 

        ：26.5％ 

成
果
・
課
題 

コンビニ交付サービスについて、サービスセンターや連絡所、市民課窓口におるポスター掲示や、

チラシの自治会全戸回覧、新聞広告掲載により市民に広報しました。さらに、マイナンバーカード新

規取得者にコンビニ交サービス利用案内のチラシを配布しました。 

また、マイナンバーカードをお持ちの方が市民課窓口を訪れた際に、コンビニ交付サービスについ

て案内し、ご希望の方に市役所に設置してあるマルチコピー機を実際に利用してもらうことで、機器

操作が簡単で待ち時間も少なく、証明書発行手数料が窓口より 100円安いなどのメリットを感じてい

ただけるよう、利便性の周知に努めました。 

１年を通してサービスの利用件数が増え、指標である各種証明書のコンビニ交付の割合も増加し、

目標を達成しました。 

今後も、引き続きポスター掲示などの広報に加え、窓口を利用する市民にコンビニ交付サービスの

利用について紹介するなどサービスの利用促進に努め、市民の利便性向上と窓口業務の混雑緩和を図

ります。 
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Ⅱ．市民が主体となるまちづくりを推進するため、広く市民の提言等を市政に反映します 

２ 市民意見募集の推進 
達
成
度  

実  行  内  容 

行
動
目
標 

総合計画に基づく各種施策に対する市民の満足度やニーズを把握し、今後の市政運営の方向性を探

るため、「市民意識調査」を実施します。 

紙の調査票での回答方法に加え、より便利なインターネットでの回答方法を案内するチラシを同封

するなど、幅広い世代の方から回答をいただくことで回答率の向上を図り、より正確な市民ニーズの

把握に努めます。 

また、市の重要な施策について市民から広く意見を募集する「パブリック・コメント制度」を運用

するとともに、市の施策について市民に説明する「市政出前講座」、市民の意見や提案を市民ポスト・

メール・電話等で広く受け付ける「フェニックス通信」を実施し、広聴の充実を図ります。 

取 

組 

内 

容 

〇市民意識調査 

 ・調査地域：福井市全域 

・調査対象：市内に居住する 18歳以上の男女 2,500人 

 ・調査方法：郵送送付（郵送又はインターネット回答） 

 ・調査機関：令和 5年 5月 25日（木）～6月 20日（火） 

 ・調査項目 第八次福井市総合計画に関する調査（53問）、各所属からの依頼による調査 

（61問）、回答者の属性調査（6問）、自由意見（1問） 

 ・回答結果：977件（回答率 39.1％） 

 ・調査結果の公表（9月）、ホームページへの掲載（9月） 

 ・調査結果に基づいた、各所属の取組内容等の公表（3月）、 

〇パブリック・コメント実施件数 10件 

 ・意見提出者数 37人  ・意見提出件数 82件 

○市政出前講座 全 111講座（うち、オンライン対応 73講座） 

 ・開催実績：164回 

月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 
10

月 

11

月 

12

月 
1月 2月 3月 計 

開催回数 3 6 15 23 44 10 12 17 8 9 5 12 164 

 

○市政に関わるフェニックス通信件数（重要なもの）            

メール 市民ポスト・手紙・ＦＡＸ 電話・窓口 計 

169 27 120 316 

 

指           標 

計画 結果・成果 

市民意識調査の回答率 

：41.8％（2年度）→45％以上（5年度） 

（前回調査は令和 2年度に実施） 

市民意識調査の回答率 

：39.1％ 

成
果
・
課
題 

市民意識調査では、回答者の利便性向上のためにインターネットの回答を促し、令和 5年度のイン

ターネット回答率（33.6％）は 2 年度（21.7％）と比べ 11.9 ポイント上がりました。また、年代別

の回答率は 60 歳以上が 50％以上と最も高く、インターネットの利用率が高い 18～49 歳の回答率は

30％程度でした。今後、若い世代の回答率を高めるために効果的な周知方法を実施し、利用促進に向

けて DXを活用した調査を更に推進していきたいと考えています。 

フェニックス通信で寄せられた市民からの意見や提案は、今後も、速やかに担当所属と情報共有し、

適切に対応します。 
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Ⅲ．消費者行政の充実を図り、安全安心な消費生活を支えます 

３ 消費者行政の推進 
達
成
度 

 

実  行  内  容 

行
動
目
標 

市民が安全安心な消費生活を送ることができるよう、消費生活相談の解決力を強化します。 

また、消費に関する動向を的確に把握し、消費者被害未然防止のための啓発・教育を推進します。 

取 

組 

内 

容 

○相談解決力強化のための取組 

 ・専門事例研修（国民生活センター主催）参加 7回（対面 1回、オンデマンド６回）（5～12月） 

・遠隔研修（国民生活センター主催）参加 12回（4～9月） 

 ・相談事例研究会（福井県消費者センター主催）参加 4回（5～2月） 

 ・スキルアップ研修会（各種専門機関、業界関連団体等の講師による講義）参加 3回（6、8、10月） 

 ・霊感商法等悪質商法研修会（福井県消費者センター主催）参加 1回（12月） 

  ＜参考＞相談件数処理結果（2月末現在） 

相談件数 斡旋不調 処理不能 

1,566件 2件 7件 

    消費生活相談の解決率（相談件数 － 斡旋不調・処理不能件数）/相談件数 

＝（1,566件 － 9件）/ 1,566件≒99.4％ 

〇各種消費者講座等実施実績 

 ・出前講座実施 28回（5～2月） 

 ・寸劇公演実施 8回（5～2月） 

 ・児童館消費者講座（子ども消費者教室を含む）実施 8回（7～10月） 

 ・「消費者のつどい in 2023」講演会開催 1回（10月） 

〇その他の啓発活動 

 ・消費者月間街頭啓発（JR福井駅西口）（5月） 

 ・パネル・タペストリー展示（図書館、市内大学、ハピリン等）(5～1月) 

 ・ショッピングセンター等における環境啓発実施 5回（9、10月） 

指           標 

計画 結果・成果 

○総 38  消費生活相談の解決率：99.1％以上 

各種消費者講座実施回数 

：38回（4年度）→40回以上（5年度） 

○総 38 消費生活相談の解決率 ：99.4％ 

各種消費者講座等実施回数：45回 

成
果
・
課
題 

令和 5年度は、デジタル消費の形態が多様化・複雑化したことに伴い、定期購入や教養・娯楽サー

ビスに関する相談が多くありました。 

こうした相談に適切に対応できるよう国民生活センター等が実施する研修に積極的に参加し、相談

解決力の強化に努めた結果、消費生活相談の解決率は 99.4％を達成することができました。 

 また、市民への消費者講座等を 45回実施する中で、幅広い年代層に向けた的確な情報発信を行い、

被害に遭わない消費者の育成に努めました。 

 来年度においても、消費生活相談の解決力強化を図るとともに、ライフステージに応じたきめ細か

な啓発・教育を推進し、更なる消費者行政の充実を目指します。 
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Ⅳ．ボランティアの力を高め市民と行政が力を合わせる協働のまちづくりを進めます 

４ 
市民と行政との協働によるまちづくり 

の推進 

達
成
度 

 

実  行  内  容 

行
動
目
標 

市民、市民活動団体等と市が、地域課題の解決に向け、対等な立場で協力し、それぞれの特性や強

みを生かした協働のまちづくりを進めます。 

また、ふくい市民活動基金助成事業をきっかけとして、新たな協働事業の創出に努めます。 

さらに、助成事業の財源となる「ふくい市民活動基金」については、市民及び事業者に基金への協

力を積極的に呼び掛け、新たな寄附を増やします。 

取 

組 

内 

容 

○福井市市民協働推進委員会の開催：5回（4、7、10、12、3月） 

○ふくい市民活動基金助成事業：8件 

・助成事業の決定(5月)（協働提案コース 5件、自由提案コース 2件、チャレンジコース 1件） 

・令和 6年度助成事業の募集（1～3月）、令和 5年度助成事業成果発表会の開催（3月） 

○ふくい市民活動基金寄附件数：105件 

・事業者への案内送付・訪問、広報誌・街角放送・ハピテラス大型ビジョンでの周知（9～12月） 

○市民活動団体向けセミナー等の開催：6回（6、9、10、2、3月） 

・資金調達や人材育成など団体のニーズ応じたセミナー等を開催 

○市民活動体験の実施：2回（6、3月） 

・非営利公益市民活動への理解と参加を促すための体験プログラムを実施 

○市民活動団体パネル展の開催：パネル展示 29団体、ワークショップ 8団体（10/20～11/12） 

〇協働の担い手育成事業の開催：1回（12月） 

・新幹線開業後に福井を訪れるたくさんの観光客に対する、市民が主役のおもてなし活動について

考える講座を開催 

○市民協働推進職員研修会の開催：2回（係長級職員 2月、5年目職員 2月） 

○令和 5年度庁内協働事業調査の実施（2～3月） 

〇まち美化パートナー制度パネル展の開催（9/26～10/14） 

指           標 

計画 結果・成果 

市が市民活動団体等との協働に取り組む事業数 

：118件（4年度）→120件（5年度） 

「ふくい市民活動基金」寄附件数 

：101件（4年度）→105件（5年度） 

市が市民活動団体等との協働に取り組む事業数 

      ：128件 

「ふくい市民活動基金」寄附件数 

     ：105件 

成
果
・
課
題 

市民協働の担い手となる市民活動団体を育成するため、団体の運営力向上を図るための各種講座や

助成金合同説明会等を開催するとともに、活動紹介パネル展などを通して団体活動の周知と活性化を

図りました。加えて、市職員を対象に、協働の必要性を理解しその手法を学ぶ研修会を開催し、協働

の意識醸成を図りました。引き続き、市民活動団体の活性化と市職員の協働の意識醸成を図りながら、

新幹線開業後の福井を盛り上げていけるよう、市民と行政による協働のまちづくりを推進します。 

今年度は、ふくい市民活動基金助成事業において、例年を上回る協働提案コース 5事業に助成を行

い、新たな協働事業の創出につなげることができました。 

この助成事業の財源である「ふくい市民活動基金」については、市民及び事業者への制度の更なる

周知に努め、目標を達成することができました。今後は、制度の周知はもとより、寄附手続きの簡略

化など、寄附者の利便性向上に取り組み、寄附件数、寄附金額の増加に努めます。 
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５ ボランティア活動の支援 
達
成
度 

 

実  行  内  容 

行
動
目
標 

ボランティアに関する情報提供、活動相談、実際にボランティア活動に踏み出すきっかけづくりと

なる講座や体験活動を充実させ、さらに継続的な活動につながっていくよう支援していきます。 

災害時に災害ボランティアセンターを円滑に設置、運営するため、平時から関係機関や団体と連携

を深め、実践的な訓練や研修などを通してセンターの運営能力やボランティアの受入れ技術の向上を

目指します。 

取 

組 

内 

容 

○センターＧＷ特別イベントの開催（5/6、5/7）：465人 

○ボランティア活動促進に係る各種体験講座等の開催（通年） 

・ボランティアアカデミー事業 

はじめてのボランティア：6回 55人 

分野別講座：10講座 163人 

ステップアップ講座：3講座 72人 

フォローアップ講座：2講座 36人 

・市民ボランティア活動促進事業：5講座 100人 

○ボランティア受入れスキルアップ事業：2講座 33人 

○総合ボランティアセンター運営委員会の開催：2回（5、11月） 

○子どもボランティアコーディネート支援校への助成：6校（4小学校、2中学校） 

○災害ボランティアセンター関係事業 

・災害ボランティアセンター連絡会の開催：3回（6、11、3月） 

・パネル展：2回（6/24～7/23、1/13～1/21） 

・各種訓練等の実施：5回 

センター開設運営訓練（5月）、初動訓練（6月）、総合防災訓練での合同演習（6月）、 

○センター運営研修会（5、3月） 

指           標 

計画 結果・成果 

○総 23 ボランティア講座受講者数 

：312人（4年度）→320人（5年度） 

災害ボランティアセンター 

運営訓練等実施回数：5回 

○総 23 ボランティア講座受講者数 ：426人 

 

災害ボランティアセンター 

運営訓練等実施回数：5回 

成
果
・
課
題 

今年度のボランティア講座は、駅ボランティア、養浩館ボランティアなど、北陸新幹線福井開業に

関連したテーマや、子どもの居場所づくりや高齢者支援といった関心の高い地域課題をテーマに設定

したことに加え、講座開催数を増やしたことで、受講者数の増加につなげることができました。 

引き続き、ボランティア活動の意義や魅力を感じてもらえるよう、社会的関心の高いテーマを取り

上げた分野別講座、ボランティア活動に関する知識やスキル、モチベーション高める講座等を開催し、

ボランティア活動のきっかけづくりを行うとともに、活動の継続を支援していきます。また、ボラン

ティア活動の情報を、それぞれの世代に届く広報媒体を活用して発信していきます。 

災害ボランティアに関する活動としては、年間を通じて、総合防災訓練への参加、連絡会構成団体

とのセンター開設訓練・研修など、より実践的な取組を行いました。さらに、令和 6年 1月に発生し

た能登半島地震に伴い珠洲市災害ボランティアセンター運営を支援するために職員を派遣しました。 

引き続き、多様な災害に備え、関係機関と連携協力しながら災害ボランティアセンターの運営力向

上に取り組んでいきます。 
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Ⅴ．ゼロカーボンシティの実現に向けた司令塔としての役割を果たすとともに、豊かな自

然環境や良好な生活環境の保全、廃棄物の減量や適正処理等の取組を推進します 

６ 
ゼロカーボンシティ実現に向けた取組 

の推進 ｾﾞﾛｶｰﾎﾞﾝ 

達
成
度 

 

実  行  内  容 

行
動
目
標 

２０５０年のゼロカーボンシティ実現を見据え、中長期的な脱炭素のための計画づくりを進め、再

生可能エネルギー利用促進に関する目標等を設定します。 

また、あらゆる事務事業で温室効果ガス排出量の削減又は吸収の取組が推進されるよう、部局を横

断した進捗管理や助言等を行います。 

取 

組 

内 

容 

〇ゼロカーボンシティ推進事業の実施 

・ゼロカーボンシティ実現に向けた中長期的計画の原案作成 

・ハピリン大型ビジョンにおける啓発動画の放映（クールチョイス CMなど：5～7月） 

・環境フェアにおける事業者と連携したクールチョイス普及啓発関連イベントの開催（11月） 

〇市有施設におけるエネルギー使用量低減の推進 

・公用車使用時における燃料電池自動車の利用推進 

・既存照明の LED化推進に関する啓発 

〇ゼロカーボンシティに関する出張啓発活動 

・イベント出展：4回、水素エネルギーに関する出前講座：5回（計 9回） 

指           標 

計画 結果・成果 

○総 30 温室効果ガス排出量（ＣＯ2換算値） 

     ：2,068千ｔ-ＣＯ2（2年度） 

→ 2,043千ｔ-ＣＯ2（3年度） 

→ 2,018千ｔ-ＣＯ2（4年度） 

→ 1,993千ｔ-ＣＯ2（5年度） 

市有施設におけるエネルギー使用量 

   電気： 57,860千 kＷh（4年度見込み） 

→57,281千 kＷh (5年度) 

ガソリン：102,298 ﾘｯﾄﾙ (4年度) 

 → 100,825 ﾘｯﾄﾙ（5年度） 

ゼロカーボンシティに関する出張啓発活動回数 

：8回（4年度）→9回（5年度） 

○総 30 温室効果ガス排出量（ＣＯ2換算値） 

     ： 2,033千ｔ-ＣＯ2（2年度確定値） 

         → 2,053千ｔ-ＣＯ2（3年度見込み） 

→ 2,018千ｔ-ＣＯ2（4年度） 

→ 1,993千ｔ-ＣＯ2（5年度） 

市有施設におけるエネルギー使用量 

    電気：56,036千 kＷh（見込み） 

 

    ガソリン：100,708 ﾘｯﾄﾙ（見込み） 

    

ゼロカーボンシティに関する出張啓発活動回数 

：9回 

成
果
・
課
題 

ゼロカーボンシティ達成に向けた中長期的な計画の策定については、令和 4年度に実施した基礎調

査を基に原案の作成を行いました。来年度の公表に向け、引き続き進めていきます。 

エネルギー使用量のうち公用車については、庁内における燃料電池自動車の利用が増えたものの、

ガソリン使用量は微減であることから、引き続き、燃料電池自動車の更なる活用や、公用車入替時に

おけるエコカーの導入検討を積極的に求めるなど、エネルギー使用量の削減について全庁的な意識の

改革をさらに進めていきます。 

ゼロカーボンシティに関する出張啓発活動については、地域総合防災訓練など様々なイベントへの

出展や小学校・公民館での出前講座を通して、水素エネルギーやゼロカーボンシティに関する普及啓

発活動を行いました。来年度も引き続き、ゼロカーボンシティ実現に向けて、取組を進めていきます。 
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７ 自然環境保全の取組と環境教育の拡充 
達
成
度 

 

実  行  内  容 

行
動
目
標 

本市の豊かな自然を守り、次の世代に伝えていくため、地域住民等の自然保護活動を支援するとと

もに、環境ボランティアとの協働を推進していきます。 

また、市民一人ひとりが環境について自ら学び、考え、行動できるきっかけとなるよう、環境学習

講座を開催します。特に児童館での出前講座や小中学校での ESD（持続可能な開発のための教育）の

視点を取り入れた「福井市環境学習プログラム」に取り組むことで、子どもたちへの環境教育を推進

していきます。 

取 

組 

内 

容 

〇福井市自然ファンクラブ活動 

・竹林整備事業(4、10月) 

・自然観察会の開催(6、7、9月) 

・会員募集やイベント開催等の情報発信(随時) 

〇環境講座の開催 

・環境学習講座：9回、児童館出前講座：10回、その他講座：18回（計 37回） 

・環境アドバイザー派遣事業：40件 

〇福井市環境学習プログラムの実施 

・全小中学校から計画書の提出（5月）、実績報告書の提出（1月）  

・教員向け研修会（8月） 

・環境アドバイザーによる学校訪問：6校 

指           標 

計画 結果・成果 

○総 32 環境ボランティア(福井市自然ファン 

クラブ)制度登録者数（累計） 

：312人（4年度）→350人（5年度） 

○総 33 環境に関する講座参加者数（累計） 

：2,531人（4年度）→4,700人以上（5年度） 

○総 32 環境ボランティア(福井市自然ファン 

クラブ)制度登録者数（累計）：353人 

 

○総 33  環境に関する講座参加者数（累計） 

              ：4,841人 

成
果
・
課
題 

福井市自然ファンクラブについては、各種イベントなどにおいて PR 活動を行ったことにより、登

録者数が増加しました。 

環境講座は、新たに青年向けの講座を開催することで、将来を担う若い世代の参加者を増やすこと

ができました。また、環境アドバイザーについては、各種団体からの派遣申請数が増加し、より多く

の市民に対して、環境に関する学びの場を提供することができました。 

来年度も、引き続き本市の豊かな自然に親しむ講座や家庭で取り組める省エネに関する講座など、

様々なテーマの講座開催に取り組んでいきます。 
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８ 
ごみの発生抑制、資源としての活用 

ｾﾞﾛｶｰﾎﾞﾝ 

達
成
度 

 

実  行  内  容 

行
動
目
標 

環境にやさしい持続可能なまちづくりを目指し、3Ｒ（リデュース【排出抑制】、リユース【再使用】、

リサイクル【再生利用】）を推進していくため、ごみの発生抑制と資源化の啓発活動に取り組みます。 

プラスチックごみの発生抑制や食品ロスの削減等について、出前講座の開催やイベントでの出展、

ＳＮＳなど様々な手段を活用した啓発を行います。 

また、可燃ごみにリサイクル可能な古紙が多く含まれていることから、ナッジの手法を取り入れた

雑がみ分別袋を市内の小中学生に配布し、リサイクル意識を高めることで、焼却されるごみの削減を

図ります。 

マル優エコ事業所については、企業に登録を呼びかけ、新規登録企業増に努めます。 

取 

組 

内 

容 

〇ごみの分別や減量等にかかる出前講座の開催及び事業所への訪問 

・出前講座の開催：18回 

・事業所への訪問：82件 

〇ごみ啓発イベントの実施 

・ごみ削減啓発イベント：2回（8月、12月：いずれも西武福井店） 

・ごみ削減の啓発パネル展の実施：2回（12月：西武福井店、1月：市役所市民ホール） 

・イベントでの環境関連ブース出展：2回（10月：越前ふくいマルシェ、11月：環境フェア） 

〇ごみ削減の広報啓発 

・飲食店への食品ロス削減啓発チラシ配布：4回（7.8.9.11月） 

〇3Ｒ推進の取組 

・小中学生を対象に雑がみ分別袋を配布（9月）※分別袋を 5回ためるミッション達成者 31人 

・ごみ組成調査を実施し、資源物の混入割合を調査（11、12月） 

〇フードドライブの実施：5回（6.9.10.11.12月） 

〇マル優エコ事業所登録数：72社 

指           標 

計画 結果・成果 

福井市資源物及び廃棄物(ごみ)処理基本計画の改訂 

１人１日あたりのごみ排出量 

：843ｇ（4年度）→ 837ｇ（5年度） 

雑がみ分別袋の配布：9月 

マル優エコ事業所登録数 

：62社（4年度）→ 66社（5年度） 

福井市資源物及び廃棄物(ごみ)処理基本計画の改訂 

１人１日あたりのごみ排出量：806ｇ 

 

雑がみ分別袋の配布：9月 

マル優エコ事業所登録数：72社 

成
果
・
課
題 

1人 1日あたりのごみ排出量については、物価高騰などによる日常生活や事業活動への影響もあり

ましたが、パネル展示、出前講座の開催、チラシの配布など、様々な手段でごみの発生抑制や資源化

に向けた啓発に努めたことにより、目標を達成しました。 

紙資源の分別排出を促進するため、小中学生に雑がみ分別袋を配布し、分別方法や回収拠点を周知

するなど、啓発活動を強化しました。また、分別袋を 5回ためるミッションを達成した小中学生３１

名にワケルレッドからの感謝状を贈呈しました。 

フードドライブについては、今年度から１回増やして 6月、9月、12月に民間商業施設等と連携し

て開催したほか、各種イベントの機会も捉えて合計 5回実施しました。来年度も引き続き、関係機関

と連携して開催します。また、連携中枢都市圏と連携しての開催を検討します。 

マル優エコ事業所については、SDGsに積極的に取り組む企業を訪問して登録を呼びかけました。来

年度も引き続き啓発活動に取り組み、3Ｒの推進を図ります。 
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新ごみ処理施設完成予想図 

９ 新ごみ処理施設整備事業 ｾﾞﾛｶｰﾎﾞﾝ 
達
成
度 

 

実  行  内  容 

行
動
目
標 

安定したごみ処理を継続するため、立地地区の理解を得ながら令和 4年度に行った施設の実施設計

を基に、新ごみ処理施設の建設工事に着手します。 

取 

組 

内 

容 

○新ごみ処理施設建設工事 
・承諾図書（プラント設備）確認 
・工事一部一時中止通知（9月） 
・工事再開及び工期短縮に関する協議 
・工事再開に向けた基本計画の承諾（11月） 
・工事着手日の決定、通知（2月） 
・工事着手（3月） 

 

指           標 

計画 結果・成果 

新ごみ処理施設建設工事の着手 新ごみ処理施設建設工事の着手 

成
果
・
課
題 

新ごみ処理施設については、先行する新ごみ処理施設整備に係る敷地造成工事で、設計時に想定し

た現場条件に相違があったことに伴い、建設工事の一部を一時中止しましたが、令和 6年 3月に着手

しました。 

現在、一部一時中止期間や、令和 6年度以降の働き方改革が及ぼす影響等も考慮しながら、工期に

ついて建設工事受注者と協議を行っています。 

また、施設稼働延期への対応については、現在、関係所属と建設工事に関する情報を共有する会議

において、延期に伴う課題を抽出・整理して対策を検討しているところです。 

今後、新ごみ処理施設の稼働延期が、市民生活に混乱を生じさせないよう、引き続き関係所属と情

報を共有し、早期に稼働時期を決定し、速やかに公表します。 
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１０ 
良好な生活環境の保全と廃棄物の 

適正処理の推進 

達
成
度 

 

実  行  内  容 

行
動
目
標 

大気・水質等の環境調査を継続して実施するとともに、事業活動による環境負荷の低減のため、事

業場への立入調査・指導を行い、良好な生活環境の保全を図ります。また、公害の未然防止のため、

事業者の環境意識の向上を目的とした企業向け研修会を行うなど、啓発にも取り組みます。 

廃棄物の適正処理については、廃棄物処理業者への指導や監督、排出者への指導や減量等に向けた

助言を行うとともに、不法投棄や不法焼却の抑制を目的とした啓発やパトロール等に取り組みます。

また、PCB 廃棄物が市内に残置されることがないよう国や関係機関等と連携し、確実な処分につなげ

ます。 

取 

組 

内 

容 

○大気観測状況（常時） 

・一般大気観測：福井局、岡保局、石橋局（窒素酸化物 外 10項目） 

・自動車排ガス観測：自排福井局（窒素酸化物 外 7項目） 

○公共用水域等監視状況 

・河川：15河川×12回（環境基準の設定されている 7河川（国土交通省実施 1河川）を含む） 

・海域：7地点×4回  ・地下水：7地点×1回、3地点×2回 

○事業場立入件数 

・ばい煙等規制事業場：87件  ・特定粉じん排出作業：32件  ・排水規制事業場：94件 

○企業向け研修会の開催 

 ・テーマ：一般建築物石綿含有建材調査者講習 ・第 1回 開催日：5/10-11、参加企業数：27社 

                       ・第 2回 開催日：11/15-16、参加企業数：27社 

○廃棄物の適正処理の推進 

・許可・届出等審査：489件  ・協議書・報告書受理：1,897件  ・監視パトロール：269件 

・廃棄物処理施設立入調査：118件  ・苦情、不適正事案対応：185件 
〇廃棄物減量等アドバイザー派遣事業 
 ・アドバイザー向け研修の実施：1回  ・企業への派遣：4社（延べ 5回） 
○PCB廃棄物の期限内処理の推進 
・JESCOと連携した保管事業者への指導 

指           標 

計画 結果・成果 

○総 31 大気、水質（河川・海域）における 

環境基準達成率：100％ 

企業向け研修会参加社数（累計） 

：131社（4年度）→ 151社（5年度） 

○総 31 大気、水質（河川・海域）における 

環境基準達成率：100％ 

企業向け研修会参加社数（累計） 

：185社 

成
果
・
課
題 

生活環境については、大気・水質等の環境調査の結果は環境基準値を大きく下回っており、これま

でと変わらず良好な状態に保たれています。その生活環境を保全し、公害を未然に防止するため、ば

い煙発生施設設置事業場や排水規制事業場等への立入・調査を実施し、法規制の遵守状況を確認する

とともに、適切に指導を行いました。また、事業者が法改正や社会情勢の変化等に適正かつ迅速に対

応し、自らの意思で環境に配慮した取組を積極的に行えるよう、企業向け研修会を開催しました。 

廃棄物の適正処理については、許可・届出に係る審査や処理施設設置事業場等への立入・調査を実

施するとともに、不法投棄や不法焼却を抑制するための広報や啓発、警察や消防等の関係機関と連携

した指導やパトロールを行いました。また、事業場から排出される廃棄物の適正処理や減量化を促進

するため、廃棄物減量等アドバイザーを派遣し、事業者への助言を行いました。 

高濃度 PCB廃棄物については、保管事業者に対して関係機関と連携して対応し、全て適切な処理手

続きが行われています。今後は、新たに発見される高濃度 PCB廃棄物や低濃度 PCB廃棄物への対応が

課題となります。 

来年度以降も引き続き、事業者に対する適切な指導や支援を行い、公害の未然防止や廃棄物の適正

処理に取り組み、市民の生活環境の保全に努めていきます。 
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福祉部 成果報告 

 

福祉部長   坂 井 小 由 里  

部局達成度 
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組織目標ごとの達成状況 

Ⅰ．地域共生社会の実現を目指します 

 

 

 

 

 

 

 

 

 令和 5年度は、「包括的相談支援」、「参加支援」に加え、新たに「地域づくり」を開始する

ことで、3 つの支援を一体的に行う重層的支援体制整備事業を本格実施し、地域と住民同士

が助け合い、地域で支えあう環境を推進させました。 

 子どもの福祉向上の面では、こども家庭センター設置に際して、全ての妊産婦、子育て世

帯、子どもに対する相談支援を一体的に行うとともに、子どもに関し気軽に相談できるワン

ストップ窓口としての整備を完了し、令和 6年 4月に健康管理センター内に開設することが

できました。 

子育て支援の面では、はぐくむ book やはぐくむ net など、多様な広報媒体を用いて支援

策を強く発信しました。今年度は特に、Youtube のぱんだ通信やふくチューバ―にて、こど

もの遊び場や子育て支援事業の紹介など、視聴者からのニーズが高い題材を動画にし、撮影

や編集等に工夫を凝らしたことで、大幅に視聴回数を増やすことができました。 

高齢者等の生活支援の面では、住民同士の支え合いの拠点である「多機能よろず茶屋」や

在宅高齢者の生活支援に取り組む「介護サポーター」の新規登録者が増加したことにより、

高齢者が安心して生活できる支援体制の拡充を図りました。 

障がい者支援の面では、障がい者が地域で安心して生活ができるよう、相談支援専門員の

資質向上を目的に、訪問指導や研修を行いました。また、発達障がい児者支援の人材育成研

修では、児童クラブ職員対象のコースも新たに開設するなど障がい者の相談対応体制を推進

しました。 

 生活困窮者の自立支援では、関係機関と連携し、きめ細かな就労支援を行うことで、就労

困難な相談者に対しても就労先を見つけることができるなど、一人でも多く自立できるよう

取り組みました。 

 福祉避難所については、新たに、教育機関と人材派遣協定を締結することができました。 

 

 

 

 令和 5年度は、地域共生社会の実現を目指すため、既に実施している「包括的相談支援」

「参加支援」に、新たに「地域づくり」を加えた、3つの支援を一体的に取り組む重層的支

援体制整備事業を開始しました。 

また、Ｗｅｂ広告の活用などにより相談窓口の周知を強化し、早期発見・早期支援に努め

るとともに、アウトリーチ支援員を中心に、ひきこもりなどにより相談窓口に来庁できない

方へのアウトリーチを充実させたことで目標を達成しました。 

さらに、地域の新たな居場所づくりへの取り組みを進めました。 

今後、複雑化・複合化する福祉課題が増加する中、迅速かつ適切に対応できるよう、専門

職を増員し包括的な支援体制の拡充を図っていきます。 
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Ⅱ．子どもが健やかに生まれ育つ環境をつくります 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅲ．高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らし続けることができるよう地域包括ケアの推進に取り

組みます 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 こども家庭センターの設置については、全ての妊産婦、子育て世帯、こどもに対する相談

支援を一体的に行うため、安心して相談できる窓口の設置や専門職の配置、施設の改修等を

行い、令和 6年 4月に健康管理センター内に開設しました。 

 児童虐待防止の推進については、要保護児童対策地域協議会の調整機関として情報共有や

支援方針の検討等を行うとともに、より多くの地域で子どもの見守りの目を増やすため、見

守りを行う民間団体との連携を深め、児童虐待の未然防止・早期発見・早期対応に努めまし

た。 

 また、経済的困難を抱えた子育て家庭を支援するため、学習支援教室を開催したほか、子

ども食堂等を運営する団体への補助や物資の配布等の支援を行い、子どもの居場所づくり活

動の輪を拡げることができました。 

 第二期子ども・子育て支援事業計画（令和 2～6年度）に基づき施策を実施するとともに、

令和 6年 4月 1日時点における待機児童数 0人を数値目標として取り組み、入園を希望する

全ての方を受け入れることができました。また、低年齢児の途中入園希望者が年々増加して

いることから、定員の弾力化により受け入れを図りました。 

保育者の質の向上では、保育研究合同発表会において研究指定園を中心とした成果を発信

するとともに、公開保育・園内研修の促進に取り組んだほか、関係機関と連携して研修会等

を実施しました。 

 子育て支援に関しては、育児の不安や悩みを解消するため、子育て・孫育て出前講座を実

施したほか、地域子育て支援センターにおいて、子育て中の親子等が交流できる場を提供し、

子育て相談や講座等を実施しました。 

 また、子育て世代のライフスタイルに合わせて、はぐくむ book（ガイドブック）やはぐく

む.net（ホームページ）、ぱんだ通信（Youtube）、ふくいくネ！（アプリ）等、多様な媒体を

活用して一元化した情報の発信に努めました。 

 高齢者が住み慣れた地域で自分らしく暮らし続けられるよう、地域包括ケアシステムを

構築し、地域共生社会の実現を目指す「すまいるオアシスプラン 2024」を策定しました。 

 また、地域の交流拠点機能に、住民同士で支え合う生活支援サービスを加えた「多機能

よろず茶屋」を増設し、重層的支援に取り組む地域づくりの拠点としても充実を図ること

ができました。 

在宅高齢者の生活支援に取り組む介護サポーターについては、説明会等の開催により理解

促進を図り、目標数を超えるサポーター登録がありました。今後も、あらゆる機会を捉えて

介護サポーターの増員に向けて努めます。 

避難生活に配慮が必要な高齢者等に関しては、福祉避難所への直接避難を想定した模擬訓

練を実施し、新たに人材派遣協定を締結した教育機関のボランティアも参加するなど、実践

形式での訓練を行いました。引続き協定施設との合同訓練を実施し、発災時においても、迅

速かつ確実に対応できるよう備えます。 

認知症高齢者の増加が見込まれる中、「あたまの元気度調査」を活用し、早期発見・早期対

応を促しました。今後、新たに配置する生活支援コーディネーターと連携しながら、調査実

施者の増加を図るとともに、認知症への理解促進を図ります。 
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Ⅳ．障がい者が地域で安心して生活できるよう支援します 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅴ．生活困窮者の自立を支援します 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 第 4次福井市障がい者福祉基本計画に掲げる重点施策等を中心に取り組みました。 

障がい者の相談支援体制の充実では、相談支援専門員の質の向上を目的に、基幹相談支援セ 

ンターによる特定相談支援事業所への訪問指導を全事業所で行うことができました。また、相談支

援専門員への研修については、目標回数を上回る開催ができました。 

発達障がい児者への支援の充実では、事業所、相談支援専門員、保育士など職種等に応じた研 

修を実施したところ、目標を上回る多くの方の受講がありました。また、義務教育終了後から成人期 

への切れ目のない支援が重要であることから、県との連携会議を開催するとともに、発達障がいへ 

の理解を促進するため、市民向け講演会を開催しました。 

障がい者の就労支援では、障がい者が社会の中で安心して生活できるように、雇用調整員によ 

る就労及び定着支援を行い、一般就労移行者数、就職定着者数ともに目標を達成できました。今後

も一層の就労・定着支援に努めます。 

 

福祉総合相談室よりそいでは、新たにＷｅｂ広告で周知を強化したことで、どこに相談し

てよいか分からない方に対して広く相談窓口を周知することができました。 

 また、ハローワークなどと連携した就労支援を行い、生活困窮者等への経済的自立を促す

取組を積極的に行いました。 

 今後も、社会的・経済的支援とともに、日常生活での支援にも目を向け、更なる包括的な

自立相談支援をめざし、きめ細かな支援を継続していきます。 
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Ⅰ．地域共生社会の実現を目指します 

１ 
複雑化・複合化する福祉課題に対する包括的な 

支援体制の充実 

達
成
度 

 

実  行  内  容 

行
動
目
標 

地域共生社会の実現に向けて、「8050問題」など複雑化・複合化する福祉課題に対応できるよう、

重層的支援体制整備事業を実施し、包括的な支援体制の充実を図ります。 

引き続き、相談先がわからない相談や分野をまたぐ相談を包括的に受け止め、多機関が協働して必

要な支援を行うとともに、アウトリーチを強化します。 

また、地域での支え合いの促進のため、多様な社会参加に向けた支援や地域住民が交流できる居場

所づくり、活動団体のネットワーク強化を促進します。 

取 

組 

内 

容 

重層的支援体制整備事業の実施（1月末現在） 

〇包括的相談支援：関係機関と連携し、複雑化、複合化した福祉課題を抱えた相談等に対応する 

アウトリーチによる訪問延べ件数 446件（うちひきこもり支援 171件） 

福祉総合相談窓口 相談延べ件数 481件 

多機関協働会議開催  24回（2回/月） 

〇参加支援：障がい者やひきこもりの方等に就労体験やボランティア等の活動機会を提供し、多様な 

活動につなげる 

就労体験参加者数  実人数 31人、就労者数 21人 

ボランティア活動参加者数  実人数 10人（延べ 84人）（農作業、園芸、カフェ手伝いほか） 

〇地域づくり：地域での居場所づくりの支援や住民の交流を促し、地域でのネットワーク強化を図る 

地域における居場所（サロン）開設の支援（3か所：芦見、麻生津、東安居） 

市民を対象とした地域づくり講座の開催（6回） 

ささえあいの家、地域活動支援センター、地域子育て支援センター関係者を対象とした地域づく

り研修会を実施（10／3）し、地域づくり活動の取組み（計 298回）を促進 

 

地域共生社会推進会議：庁内外を含めた関係部署や機関と重層的支援体制整備事業の進捗状況を 

把握・検証することを目的に開催 

代表者会議 1回（3/21） 

実務者会議  2回（第 1回 11/16、第 2回 2/16） 

指           標 

計画 結果・成果 

○総 28  アウトリーチによる訪問件数 

：318件(4年度)→350件(5年度) 
○総 28  アウトリーチによる訪問件数 
              ：446件 

成
果
・
課
題 

Ｗｅｂ広告の活用などにより相談窓口の周知を強化し、早期発見・早期支援に努めるとともに、ア

ウトリーチ支援員を中心に、ひきこもりなどにより相談窓口に来庁できない方へのアウトリーチを充

実させたことで目標を達成しました。 

今年度は、これまでに取り組んでいた「包括的相談支援」、「参加支援」に加え、新たに「地域づく

り」を開始することで、3つの支援を一体的に行う重層的支援体制整備事業を本格実施しました。 

来年度は、複雑化・複合化する福祉課題が増加する中、迅速かつ適切に対応できるよう、専門職を

増員し、包括的な支援体制の拡充を図ります。 
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Ⅱ．子どもが健やかに生まれ育つ環境をつくります 

２ ○新こども家庭センター設置に向けた 

体制整備 

達
成
度 

 

実  行  内  容 

行
動
目
標 

すべての妊産婦、子育て世帯、子どもへの相談支援において、一人ひとりの子どもや家庭にあった

サポートができるよう、児童福祉法の改正（※1）をふまえ、児童福祉と母子保健の一体的な支援を

行う「こども家庭センター」の体制整備を進めます。 

取 

組 

内 

容 

〇開設に向けた改修（設置場所：福井市城東 4丁目 14－30 健康管理センター内） 

・健康管理センターの１階に県産材を活用した木調の相談窓口３つ（窓口内にはカーペットを敷き

キッズスペースを完備）を設置 

・トイレ、事務室の改修や駐車場の整備、案内看板の設置 

 ・遠隔窓口用 PC、インターネット環境設備などの準備 

 ・保健師、社会福祉士、心理士、保育士等の専門職を配置 

・工期 健康管理センター改修工事 12月 5日着工、令和 6年 3月 15日完了 

〇児童福祉システムの改修 

・新たに義務付けられる要支援児童等の支援計画「サポートプラン」作成業務に対応するため、児 

童相談システム「童」を改修 

〇条例改正 

・福井市男女共同参画・子ども家庭センターの設置及び管理に関する条例及び福井市地域交流プラ

ザの設置及び管理に関する条例の一部改正（3月議会提出） 

〇子ども家庭センター子育て支援室・相談室（アオッサ 5階）運営 

 ・仁愛学園と令和 6年度からの運営体制について協議 

〇広報 

 ・福井市ナッジユニットと一緒にこども家庭センター事業紹介 PVを作成し、YouTubeで発信（3月 

中旬） 

 ・オープニングイベントの開催（令和 6年 3月 28日） 

  子どもたちが書いた「福井市こども家庭センターふくっこ」の文字のお披露目や子どもの見守り 

団体の事業を紹介したパネル展示などを実施 

 

指           標 

計画 結果・成果 

こども家庭センター設置（令和 6年 4月 1日） 

に向けた体制整備 

こども家庭センター設置（令和 6年 4月 1日開設） 

成
果
・
課
題 

こども家庭センター設置については、安心して相談できる窓口の設置や専門職の配置、施設の改修 

等について整備を完了し、令和 6年 4月に健康管理センター内に開設することができました。 

当センターでは全ての妊産婦、子育て世帯、子どもに対する相談支援を一体的に行うとともに、子

どもに関して気軽に相談できるワンストップ窓口として対応していきます。 

6年度は、新規事業としてメタバースを活用したヤングケアラー相談会の開催や、県産材の木製遊

具を配置した遊び場事業を予定しており、こども家庭センターを拠点に、育児ストレス、児童虐待、

ヤングケアラーなど子どもに関する様々な問題を早期発見し、対応につなげていきます。 
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３ 児童虐待防止等の推進 
達
成
度 

 

実  行  内  容 

行
動
目
標 

子どもが子どもらしく安心して生活が送れるよう、要保護児童対策地域協議会をはじめ、地域の民

間団体などと連携しながら、児童虐待などの発生予防・早期発見・早期対応に努めます。 

また子どもの成長過程において、子どもやその家庭に対して切れ目ない支援を行うため、保健・福

祉・教育等の関係機関の連携強化を図り、子どもの育ちやニーズに応じた包括的な支援に取り組みま

す。 

取 

組 

内 

容 

〇要保護児童対策地域協議会の開催 

 ・代表者会議（1回）：要保護児童対策全般の情報交換、各機関の活動状況報告等 

 ・実務者会議・運営会議（13回）：要保護児童の支援進行管理、支援方針見直し、里親制度周知等 

 ・子育て支援連携会議（12回）：健康管理センターで把握した気がかりな妊産婦等の情報交換 

 ・個別ケース検討会議（124回）：個別ケースの情報共有、各機関の役割分担等 

〇児童相談所とケース取り扱いに関する協議（8月と 2月 年 2回実施） 

〇子どもの見守りを行う団体への支援 

・支援対象児童等見守り強化事業による補助（3団体 合計 4,500千円） 

四半期毎の報告書を基に、支援対象児童等の状況を把握し、関係機関と情報共有 

〇関係機関向け出張講座の開催 

・児童虐待防止出張講座（27回） 

〇児童虐待防止の普及啓発 

 ・街頭啓発（エルパ 10月 29日） 

 ・「こどもフェス」へのブース出展（ハピテラス 11月 23日） 

 ・児童虐待防止推進月間の取組（市民ホールパネル展示、ごみ収集車アナウンス、LINE配信ほか） 

〇ヤングケアラーの周知 

 ・小中学校、児童館、商業施設、民生児童委員などにリーフレットやポスターを配布 

 ・教職員研修や校長会、民生児童委員研修などでの周知 

 ・地域包括支援センターや地区障がい者相談支援事業所へのヤングケアラー支援に関する調査実施 

 

指           標 

計画 結果・成果 

要保護児童対策地域協議会と 

子育て支援連携会議の開催 

：158回（4年度）→160回（5年度） 

地域の民間団体が見守る子ども等の延べ人数 

：3,330人（4年度）→3,400人（5年度） 

要保護児童対策地域協議会と 

子育て支援連携会議の開催 

：150回 

地域の民間団体が見守る子ども等の延べ人数 

                  ：3,287人 

成
果
・
課
題 

要保護児童対策地域協議会等については、児童相談所とケースを見直す機会が増えたことで要保護

児童等が減り、個別ケース検討会議の開催数が減少しましたが、関係機関と迅速に情報共有を図り、

児童虐待の未然防止や早期支援に努めました。引き続き、子どもや保護者に寄り添った、きめ細やか

な支援を行います。 

また、子どもの見守り延べ人数については、支援した団体が変わったことなどにより、目標にはい

たりませんでしたが、各団体との連携を深め、子どもの見守り強化を図りました。今後も、子どもや

保護者に寄り添った支援を続けていきます。 

6年度は、妊産婦、子育て世帯及び子どもの相談支援の拠点として、こども家庭センターが設置さ

れたため、特に福祉や教育機関との連携において、情報共有を密にし、子どもの成長過程やライフス

テージに応じた包括的な支援に取り組んでいきます。 
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４ 
経済的困難等を抱えた子どもへの支援 

の充実 

達
成
度 

 

実  行  内  容 

行
動
目
標 

子どもが生まれ育った環境に左右されることなく健やかに育ち、教育機会の格差が生まれることの

ないよう支援するため、生活困窮世帯やひとり親家庭の子どもが生活習慣や学習習慣を身につけるこ

とができるよう、学習支援教室を開催します。 

また、物価高騰が長期化する中、子育て家庭に食事の提供や居場所づくりを行う民間団体の事業費

を補助し、貧困対策や居場所を必要とする子どもを支援します。 

さらに、ひとり親の支援として、ひとり親家庭就業・自立支援センター（子ども福祉課内に設置）

において、養育費支援や自立に向けた資格取得を含めた幅広い相談に応じ、多角的に支援します。 

取 

組 

内 

容 

〇学習支援教室の開催 

 ・子どもに対する基本的な学習習慣の定着を支援する教室を市内 5カ所で開催 

（250回、登録児童数 83人） 

〇市内で子ども食堂等を運営する団体への補助や物資の配布（16団体 10区域） 

・子どもの貧困対策支援連携強化事業（11団体 補助額合計 3,920千円） 

〇ランドセルもらってんで事業 

 ・ランドセルの寄付を受け付け、入学又は転校によりランドセルが必要な子どもに無料で配布 

（配布数 14個） 

〇ひとり親家庭の自立支援 

 ・高等職業訓練促進給付金 1人（看護師） 

〇養育費支援 

 ・弁護士相談費用の支援 1件 

 ・公正証書等作成補助  6件 

〇母子父子自立支援員による相談 延べ 214件 

指           標 

計画 結果・成果 

学習支援教室の登録者数 

：80人（4年度）→90人（5年度） 

子どもの居場所が提供される活動区域 

：7区域（4年度）→10区域（5年度） 

学習支援教室の登録者数： 83人 

 

子どもの居場所が提供される活動区域 

：10区域 

成
果
・
課
題 

学習支援教室については、就学援助世帯に向けたチラシの送付のほか、児童扶養手当の現況届会場

での周知等を行っていますが、児童扶養手当の受給者数が減少しているほか、市の補助事業により民

間団体が学習教室を実施し、地域の身近な場所で利用できる機会が増えたことなどから、本教室の登

録者数の目標を達成することができませんでした。6年度は、より多くの子どもが利用できるよう、

森田地区に１か所増やし、事業の拡充を図ります。 

貧困対策や居場所を必要とする子どもへの支援では、食事や食材の提供、学習支援などを行う民間

団体の活動を補助金や物資等により支援し、10区域へと活動の輪を拡げることができました。 

また、ひとり親家庭就業・自立支援センターでは、ひとり親の資格取得を促進するための支援事業

を実施したほか、子どもを健全に育成できるよう、離婚後の養育費の確保について支援しました。 

ひとり親家庭に対しては、窓口で相談を受ける母子父子自立支援員を中心に、福祉総合相談室「よ

りそい」やハローワーク「福祉・就労支援コーナーふくい」等と連携し、相談者やその子どもに寄り

添って支援していきます。 
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５ 教育・保育の量の確保と質の向上 
達
成
度 

 

実  行  内  容 

行
動
目
標 

令和 6年 4月 1日の待機児童数 0人の維持に向け、入園調整等に取り組んでいきます。また、次期

子ども・子育て支援事業計画の策定に向けて、子育て世帯にニーズ調査を実施し、子育て支援施設の

利用状況や今後の利用希望、育児に関する意識等を把握します。 

保育者の資質と専門性の向上を図るため、研究指定園を中心とした成果の発信や公開保育・園内研

修を促進します。加えて、保育人材を確保するため、仁愛女子短期大学と共同で開催している保育研

究合同発表会を通じ、保育現場の魅力について発信していきます。 

取 

組 

内 

容 

○待機児童 0（ゼロ）のための取組 

 ・令和 6年 4月 1日入園に向けた入園先調整 

 ・保育園等での定員弾力化による受入れ：156人（93園中 20園で受入れ） 

 ・森田栄保育園の開園（R5.4.1～R6.3.31）在園児数：7人（３月末現在） 

 ・途中入園（R5.4.2～R6.3.31）：670人 （令和 4年度：657人） 

〇子育て世帯に対するニーズ調査の実施（令和 6年 1月実施） 

 配布数 2,000人（回収数 980人、回収率 49.0％） 

○職員の資質と専門性の向上・保育者の人材確保 

 ・公開保育（園内研修、みあいっこ研修）：26か所 

 ・小学校関係者等による公立保育園、認定こども園訪問：5回 

 ・合同研修会：7回 

 ・保育研究合同発表会（福井市・仁愛女子短期大学幼児教育学科 共催） 

   ・発表会・分科会 令和 6年１月 27日（土） 仁愛女子短期大学にて 

        発表者：公私立園保育者（研究指定園 5園）・仁愛女子短期大学 2回生 

 参加者：計 268人 

   ・動画公開 令和 6年 1月 26日（金）～2月 12日（月）YouTube配信  

        福井市公私立園の研究発表と課題発表 

        仁愛女子短期大学幼児教育学科 2回生「保育総合ゼミナール」学習成果発表 

 ・福井県保育人材センター主催「ふくい福祉・保育就職フェア」参加：2回 

 

指           標 

計画 結果・成果 

○総 25 保育園等の待機児童数：0人 

公開保育の実施 

：22か所（4年度）→ 25か所（5年度） 

○総 25 保育園等の待機児童数：0人 

公開保育の実施：26か所 

成
果
・
課
題 

令和 6年 4月も待機児童数 0人を維持することができました。また、子育て世帯にニーズ調査を実

施し、子育て支援施設の利用状況や今後の利用希望、子育て支援に望む施策などを把握することがで

きました。今後は、このニーズや社会情勢等を踏まえて、令和 6年度に第三期子ども・子育て支援事

業計画を策定していきます。 

 また、保育者の資質と専門性の向上を図るため、公開保育を行うとともに、公私立園合同の研修会

を実施し、教育・保育を実践する人材の育成に取り組みました。 

 さらに、仁愛女子短期大学との保育研究合同発表会においては、保育者や学生の取組を動画で広く

紹介することができたほか、保育者を目指す学生と実践を積み重ねている保育者がお互いに発表し、

共に学び合う場となりました。 

今後も、研修の充実を図ることで保育者の育成に努めるとともに、保育者養成校や県保育人材セン

ターと連携しながら保育現場の魅力を発信し、より多くの保育人材の確保と定着支援に取り組みま

す。 
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６ 子育て支援事業の充実 ＤＸ 
達
成
度 

 

実  行  内  容 

行
動
目
標 

子育てに対する不安や悩みを解消し、子どもの健やかな成長につなげていくため、地域子育て支援

センターにおいて、子育て中の親子等が交流できる場の提供や子育て相談、講習会等を実施します。

また、子育て世帯と近隣住民が交流できる機会の創出や地域の団体と連携した行事イベント等によ

り、世代や属性を超えて交流できる「地域づくり」にも取り組みます。 

さらに、子育て世代のライフスタイルに合わせて、はぐくむ book やはぐくむ.net、ぱんだ通信、

子ども・子育て支援アプリ「ふくいくネ！」など、子育てに関する多様な広報媒体を用いて、情報を

一元的に発信していきます。 

取 

組 

内 

容 

〇子育て・孫育て出前講座、相談会 

 年齢に応じた遊びの紹介、発達に関すること、孫育てのポイント等、保護者のニーズに応じた講座

や相談を開催 

 開催回数：22回（参加者数：延べ 202人） 

〇地域子育て支援センター相談会等（市内 11か所） 

 子育てに関する相談会や、歯科衛生士や助産師等による講座などを開催 

 開催回数：1,558回   参加者数：延べ 27,798人 

〇子育て支援情報の発信 

 ・はぐくむ bookの作成、はぐくむ netの更新 

 ・ぱんだ通信の配信（年 12回の配信のほか、ふくチューバーとしても情報を 5回配信） 

   視聴回数：28,229回 （R４：2,280回） 

   ※ふくチューバー … 福井市職員が自ら企画・出演・撮影・編集を行い配信するショート動画 

・子ども・子育て支援アプリ「ふくいくネ！」の更新  登録者数：2,134人 

 

指           標 

計画 結果・成果 

地域子育て支援センター延べ利用者数 

：74,335人 （4年度）→81,000人（5年度） 

ぱんだ通信動画配信数（累計） 

：46本 (4年度）→58本（5年度） 

地域子育て支援センター延べ利用者数 

：90,145人 

ぱんだ通信動画配信数（累計）：58本 

成
果
・
課
題 

子育て・孫育て出前講座、相談会については、講座の後に個別相談を実施し参加者のニーズに応じ

るなど、一人ひとり丁寧に対応することができました。引き続き保護者のニーズに合った内容の講座

を開催していきます。 

また、地域子育て支援センターの相談会等では、感染症対策を引き続き実施しながら、多くの利用

者が参加しやすいように取り組みました。来年度も保護者の子育てに対する不安や悩みが解消できる

よう、引き続き相談会や講座等を行っていきます。 

さらに、はぐくむ book やはぐくむ net など、多様な広報媒体を用いて市の子育て支援策を強く発

信しました。特に、今年度は Youtubeのぱんだ通信やふくチューバ―にて、こどもの遊び場や子育て

支援事業の紹介など、視聴者からのニーズが高い題材を動画にするとともに、撮影や編集等に工夫を

凝らしたことで、大幅に視聴回数を増やすことができました。今後も、保護者が支援を必要とすると

きに適切なサービスを受けられるよう、子育て世代のライフスタイルに合わせて、様々な子育て支援

に関する情報を発信していきます。 
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Ⅲ．高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らし続けることができるよう地域包括ケアの推

進に取り組みます 

７ 高齢者の総合相談体制の充実 
達
成
度  

実  行  内  容 

行
動
目
標 

地域の身近な保健・福祉・医療の総合相談（※）の窓口である地域包括支援センターの機能充実を

図ります。 

地域の集いやイベント等を利用して、住民が気軽に相談できる機会を設けるとともに、インターネ

ット等を活用し、遠方の家族や若い世代から相談しやすい環境を作ります。 

また、相談者を待つだけでなく、独居・高齢者のみの世帯や民生委員等からの相談、認知症検診等

の情報から、支援が必要な高齢者や家族等を発見し、地域に存在する隠れたニーズの把握に努めます。 

さらに、高齢者の課題が複雑化・複合化し、重層的な支援が必要となる中、地域包括支援センター

職員を対象とした研修会等で、収集した具体的な困難事例集を活用し、その対応方法について学ぶ機

会を設けるとともに、関係機関との連携を強化し、地域包括支援センター職員の対応力向上を図りま

す。 

取 

組 

内 

容 

○相談しやすい環境づくり 

・自治会型デイホーム、地域イベント等への出張相談（40回） 

・インターネットを活用した相談受付（9包括  延べ件数 142件） 

・医療機関、薬局、金融機関等への地域包括支援センターの活動周知  

〇課題やニーズの把握 

・地域の関係者や専門職が参加する地域ケア会議において、地域課題を把握（85回） 

・総合相談を踏まえて訪問し、高齢者が抱える課題、ニーズ等を把握（2,936件） 

・地区民生委員定例会への地域包括支援センター職員の参加（91回） 

〇対応力の向上 

・地域包括支援センター職員対象の資質向上研修 

   成年後見制度や認知症、介護予防マネジメントの研修（9回 延べ 450人参加）  

・相談協力員研修会（12/4 108人） 

・関係機関との連携強化 

各圏域において、ケアマネジャー対象に困難事例を活用した研修（15回） 

障がい相談支援事業所との合同研修会（16回） 

 

指           標 

計画 結果・成果 

○総 26 総合相談実人数 

：7,106人（4年度）→8,600人（5年度） 
○総 26 総合相談実人数：7,659人 

成
果
・
課
題 

気軽に相談できる環境づくりのため、地域イベントや高齢者の集いの場等において出張相談を行い

ましたが、コロナ禍以降の外出控えが続いており、総合相談実人数は目標値に至りませんでした。 

一方で、相談延べ件数は増加していることから、高齢者を取り巻く状況が多様化、複雑化している

中で、相談支援の拠点としての機能は十分発揮されているものと考えています。 

今後も、高齢者が相談しやすい機会を積極的に設けるとともに、地域ケア会議等を通して高齢者に

関する地域課題やニーズの把握に努めます。また、相談協力員や障がい相談支援事業所、福祉相談室

「よりそい」等の関係機関と連携し、相談体制の充実を図るとともに、地域包括ケア支援センター向

けの各種研修会を開催し、対応力向上に努めます。 
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８ 介護予防活動の充実・拡大 
達
成
度  

実  行  内  容 

行
動
目
標 

高齢者が身近な場所で介護予防に取り組む「いきいき長寿よろず茶屋」と、「いきいき長寿よろず

茶屋」に見守りや生活支援サービス機能を加えた「多機能よろず茶屋」の設置拡大について、引き続

き進めます。 

加えて、多機能よろず茶屋では、高齢者の交流拠点としての特性を活かし、重層的支援体制整備事

業における地域づくりに取り組みます。 

また、高齢者の介護予防を推進するため、身近な場所で住民同士が気軽に、かつ効果的に介護予防

に取り組むことができるよう、「いきいき百歳体操」の普及を進めます。 

取 

組 

内 

容 

〇いきいき長寿よろず茶屋の設置拡大 

・多機能よろず茶屋新規設置 ： 1カ所（越廼地区←よろず茶屋からの転換） 

・よろず茶屋新規設置    ： 3カ所（棗地区、文殊地区、社南地区） 

・よろず茶屋へ多機能よろず茶屋転換に関するチラシを配布 

・単位民児協会長会にて事業説明 

〇いきいき百歳体操の普及 

・通いの場におけるいきいき百歳体操の周知（よろず茶屋、公民館、地域包括支援センター）   

・新規グループ数：3グループ（文殊地区、森田地区、清明地区） 

・体験教室の開催：3回（木田地区、清明地区、松本地区） 

・「いきいき元気サポーター※養成講座」の開催（25名参加） 

※フレイルチェック及びいきいき百歳体操実施グループの活動を支援する住民ボランティア 

 

指           標 

計画 結果・成果 

多機能よろず茶屋の設置数（累計） 

：5カ所（4年度）→6カ所（5年度） 

いきいき百歳体操新規グループ：3グループ 

多機能よろず茶屋の設置数（累計） 

：6カ所（湊・清明・松本・東安居・美山・越廼） 

いきいき百歳体操実施新規グループ数 

：3グループ（文殊、森田、清明） 

成
果
・
課
題 

多機能よろず茶屋は、転換に意欲のあるよろず茶屋を中心に働きかけ、新たに 1カ所が設置されま

した。今後も、各地区の情報収集及び開設支援を継続しながら、未設置地区を中心に多機能よろず茶

屋・よろず茶屋の設置拡大に努めます。 

また、いきいき元気サポーター養成講座を 2回開催し、地域でフレイルチェック等を指導啓発する

住民ボランティアの育成を行いました。引き続き、地域の通いの場における住民主体の介護予防活動

を支援していきます。 

いきいき百歳体操は、地域の通いの場等での周知により、新たに 3 グループが活動を開始しまし

た。今後も、リハビリ専門職の協力を得ながら周知に努め、百歳体操に取り組む自主グループを増や

していくとともに、住民主体の介護予防活動を支援していきます。 
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９ 高齢者等を支える生活支援体制の構築 
達
成
度  

実  行  内  容 

行
動
目
標 

在宅での生活に支援が必要な高齢者等に生活支援を行う介護サポーター制度について広く周知し、

介護サポーター登録者数の増加を図ります。 

また、指定一般避難所において避難生活を送ることが困難な高齢者等が、個別避難計画に基づき福

祉避難所への避難を速やかに行えるよう、福祉避難所設置・運営マニュアルに沿って、協定を締結し

ている福祉施設との合同避難訓練を実施します。 

取 

組 

内 

容 

〇在宅高齢者の生活支援に取り組む介護サポーターを増やす取組 

・生活支援を行うボランティア活動に関する「ささえあい研修」：5回 

（明新地区、旭地区、東藤島地区、日新地区、上文殊地区） 

・介護サポーターの周知・募集 

：広報ふくい、市ホームページ、福祉部インスタグラム、新聞広告掲載 

ささえあい研修会場での募集活動 

いきいき元気サポーター養成講座、よろず茶屋へのチラシの配布 

○福祉避難所における合同避難訓練 

・市総合防災訓練と連動した合同訓練：2会場（清水南地区 1施設、宝永地区 2施設） 

・福祉避難所に関する番組の作成・配信（8月～CATV、YouTubeで配信、各福祉避難所に周知） 

 

 

 

 

指           標 

計画 結果・成果 

在宅高齢者の生活支援に取り組む 

介護サポーター新規登録者数：20人 

福祉避難所マニュアルに基づいた 

合同避難訓練の実施：2会場 

在宅高齢者の生活支援に取り組む 

介護サポーター新規登録者数：45人 

福祉避難所マニュアルに基づいた 

合同避難訓練の実施     ：2会場 

成
果
・
課
題 

在宅高齢者の生活支援に取り組む介護サポーターを増やすため、地域の団体等を対象に身近な地域

での支え合いについて学習する機会である「ささえあい研修」を実施するなどの周知活動により、目

標数を超える 45 人の新規登録がありました。今後も、引き続き介護サポーターの登録を働きかけ、

担い手の確保に努めていきます。 

福祉避難所協定施設との合同避難訓練では、2会場 3施設において直接避難を含む模擬訓練に取り

組みました。訓練には、新たに人材派遣協定を締結した学校から学生ボランティアも参加し、開設の

手順を確認しました。また、福祉避難所の概要や開設手順等に関する番組を作成し、8月にふくチャ

ンネル「いきいき情報ふくい」で放映しました。同時に YouTubeでも配信開始したことで、各福祉避

難所での研修や訓練の機会にいつでも視聴できるようになりました。 

さらに、福祉避難所の協定締結を各福祉事業者へ働きかけ、協定施設数は 143 施設に拡大しまし

た。 

来年度も、新たな協定施設を含めた合同訓練を実施し、発災時において迅速かつ確実に対応できる

よう備えます。 
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１０ 認知症施策の推進 
達
成
度  

実  行  内  容 

行
動
目
標 

認知症になっても住み慣れた地域で、安心して暮らし続けることができるよう、認知症に対する正

しい知識の普及に努めます。 

また、認知症の早期発見と早期対応を図るため、「あたまの元気度調査」を活用した自己チェック

を促します。 

「あたまの元気度調査」の効果的な周知・啓発方法を検討し、実施していきます。 

成年後見制度の利用促進を図るため、一般住民や関係機関に対しての制度の周知に取り組みます。 

取 

組 

内 

容 

〇認知症に対する正しい知識の普及 

【あたまの元気度調査の活用】 

・地域の集いの場（「自治会型デイホーム」「いきいき長寿よろず茶屋」等）：3,172件 

・地域包括支援センターによる高齢者の実態把握時：1,103件 

・MMSE（認知症検診二次検診）指定医療機関：190件 

・市職員の出前調査：647件 

集団健診、保健衛生推進員会議、老人クラブ家庭相談員研修 

・ふく e-ねっとを活用したオンライン調査：13件 

【あたまの元気度調査の周知・啓発】 

・調査票の設置：歯科医院（167カ所）、薬局（108か所）、郵便局（65カ所） 

図書館（4カ所）、認知症理解普及月間（9月）のパネル展示会場（2カ所） 

・地区認知症講演会：3カ所（ショッピングシティ・ベル、春山地区、森田地区） 

○成年後見制度の周知に向けた講演会・研修 

・成年後見制度 講演会(市民対象)：（8月 26日、参加者 66人） 

・成年後見制度 首長申立て実務研修（一次相談窓口職員対象）：（2月 22日、参加者 59人） 

 

 

 

指           標 

計画 結果・成果 

「あたまの元気度調査」実施者数 

：5,091人（4年度）→7,500人（5年度） 

成年後見制度の周知：市民向け講座 2回 

「あたまの元気度調査」実施者数：5,125人 

 

成年後見制度の周知：市民向け講座 2回 

成
果
・
課
題 

あたまの元気度調査については、スマートフォン等でも気軽に調査ができるよう、昨年度作成した

オンライン調査を、医療機関でのポスター掲示や広報ふくい、福祉部インスタグラムで周知し、さら

なる調査の実施を促しましたが、目標数には至りませんでした。 

認知症は早期診断により、適切な治療やケアも含めた支援を受けることで、認知症の進行を緩やか

にし、本人の希望に沿った生活に備えることができます。今後は、新たに実施する生活支援コーディ

ネーターと連携しながら、あらゆる機会を捉えて、あたまの元気度調査による早期発見の重要性につ

いて周知を図るとともに、家族の方が代理で回答できるよう、オンライン調査を広め、実施者の増加

を図ってまいります。 

また、成年後見制度の利用促進については、市民対象の講演会・相談会や、ケアマネジャー、地域

包括支援センターなどの一次相談窓口職員への研修会を開催し、広く制度の理解を促しました。 

今後も、研修のほか各広報活動等による周知活動に取り組みます。 
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